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午前10時00分開議 

○渡部眞美委員長 おはようございます。 

 本日の出席委員は14名で、全委員が出席してお

ります。 

 ただいまから、平成27年度各会計決算審査特別

委員会を開きます。 

 それでは、早速、本日の日程であります認定第

１号平成27年度網走市各会計歳入歳出決算中、福

祉部及び教育委員会の所管に関する細部質疑を行

います。 

 まず、福祉部の所管に関する細部質疑から入り

ます。 

○田島央一委員 私のほうからは、まず、昨日も

ちょっと質問したのですが、コミセンの利用のこ

とを含めて、ちょっと福祉部のほうにお聞きした

い点が１点ありまして、平成27年度決算委員会資

料要求項目、こちら、表紙に一覧が出ています、

17番の22ページです。昨日、市民部のほうに

ちょっと質問させていただきましたが、西網走コ

ミュニティセンターのほう、子供の利用がふえて
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いまして、なおかつ、運営は各コミセンの運営委

員会のほうでやっておるのですが、その中で話が

出たのが、実は西網走地区のほうには児童館がな

いという状況がございまして、児童館がない中、

西網走の子供たちは100円のお金を払ってコミセン

を利用しているという実態があります。これは随

分昔からそうなのですけれども、そこの負担軽減

を何とかできないかということで、昨日はちょっ

と質問をさせていただいて、市民部のほうでは、

団体に対する負担軽減措置は持っているというお

話をされていましたので、個人に対しての負担軽

減の措置はないということでしたから、子供たち

に対して負担を軽減するようなことを、ちょっと

市民部と福祉部のほうで話し合っていただきたい

ということで、市民部のほうは話し合いをしてい

きますということでしたけれども、福祉部として

も協力して、ちょっとその辺、取り組んでいただ

きたいなと思っておりまして、その点、お願いと

いうよりは、ちょっと児童館を地元で建てろと

言っているわけではないので、その補完的な意味

合いでも、取り組みをちょっと進めてほしいなと

思っております。その点について、ちょっと認識

などあればお聞かせ願えればと思います。 

○清杉利明子育て支援課長 市民部のほうから

も、西網走コミセンだけではなくて、ほかのコミ

セン等でも子供たちが来ているというような状況

については情報提供がありまして、把握している

ところでございますけれども、市民部のほうと連

携、協議をしていく中で、児童の居場所づくりと

いう観点からも必要かなというふうには考えてお

りますので、連携して協議を進めていきたいとい

うふうに思います。 

○田島央一委員 ありがとうございます。連携し

て進めていただけるということで。 

 実は私も、昔、小学生のときに、たまたま僕は

卯原内小学校だったのですけれども、中央小学校

の友達がいて、小学生のときに遊びに行ったら、

児童館に連れていってくれまして、西網走にはそ

んなものはなかったので非常にびっくりして、こ

ういう場所があったのだと思って、何でうちの地

区はないのだろうということを思ったことがあっ

たのですけれども、それが、今はお金を払って子

供たちはコミセンを利用している状況もあります

ので、できればそういう公平感と言ったらあれで

すけれども、ちょっと何か軽減措置があってもい

いのかなという思いも持っていますので、ぜひと

もよろしくお願いいたします。 

 続きまして、網走市の合計特殊出生率につい

て、ちょっと見解をお伺いしたいと思います。 

 合計特殊出生率のほうは、道のほうで５年ごと

に国調にあわせて取りまとめなどもしていると思

うのですが、市民部の健康管理課のほうで、毎

年、網走独自ということで数値のほうを作成して

おります。数字のほうで言っていくと、平成27年

は1.64、平成26年は1.44、平成25年は1.90です。

非常に高い数字を、1.90は相当高いかなと思って

おります。 

 網走市は、その直前も、平成20年から平成24年

の間、平均1.51で、全道35市の中で３位という数

字になっております。非常に高い数字で市の中で

は推移しているのかなと思っているのですが、そ

の中で、決算ということで、過去の部分、ちょっ

と振り返りの部分もあるのですが、この合計特殊

出生率が、今、昨年は1.64だったということで、

これについてのまず分析だとか、そういったもの

は何かお持ちでしょうか。 

○岩永雅浩企画総務部長 合計特殊出生率の網走

の特徴なのですけれども、総合戦略の検証をして

いただいている市民団体の中に医師会の代表の方

がいらっしゃいますが、その中で、合計特殊出生

率の件について、委員さんからの質問がありまし

た。 

 そのときに、医師会からは、具体的な理由につ

いては把握できないのだというお答えがありまし

たので、我々も、なぜこういう推移になっていく

のかという分析はできていないという状況です。 

○田島央一委員 私は、市独自で数字を洗い出し

てというのか、つくって、ここまでやっていると

いうことは、相当分析もされているのかなと思っ

て、ちょっとお聞きしたのですが、特に平成25年

の1.90というのは相当高い数字だと思います。も

しかしたら子育て支援課のほうで、健康管理課は

ただ数字を追っていく状況なので、そこの部分と

は別で、子育て支援課としては、例えば網走で整

備している子育て支援ゾーンがしっかり整備され

て、そこに女性の方とかが産みやすい環境が非常

にできて、数字が上がったのだとか、そういう分

析は何か持っているのか、もしくは、例えば国の

政策で、子供の手当が出てきて、どんどん子供を

産むようになっただとか、そういう社会背景とい

うか、国全体の流れだとかも含めて、こういう数

字を出しているということは、そういう追いかけ
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だとか分析をしっかりされているのかなというの

を感じていたので、ちょっとその辺の見解を、本

当は福祉部のほうから聞きたいなと思っていたの

ですが、よろしくお願いします。 

○岩永雅浩企画総務部長 そこの議論は、市民会

議の中でも一定あったのですけれども、推測でし

かないということなのですけれども、網走市の自

然動態の特徴としては、ほかのまちにない特徴と

いうところで、15歳から24歳のところに厚みを

持っているというところがあるので、そこの24歳

までのところで出生が多いのかどうかというとこ

ろは、かなり綿密に調べないと、エビデンスとし

ては出せないというのが、医師会からいらっ

しゃっていた、その方は産科のお医者さんですの

で、かなり詳しい事情をわかっていると思います

が、それでもそういうお答えでしたので、我々も

それ以上踏み込んで調べるのがなかなか、手立て

も含めて見出せていないというのが実態です。 

○田島央一委員 市民部の健康管理課のほうで出

している数値は、当年で出産された方の年齢層と

人数等把握して、出生率を出しているという形で

承知しているのですけれども、追いかけ方として

は、別に間違っていたり、これで相当誤差が、幅

があり過ぎるということは、多分ないのだろうと

僕などは思っているのですけれども、逆に高く

なったときに、網走市としてどういう取り組みが

今できていたのかとか、そういうところの検証が

しっかりあれば、例えば次に網走のまちをつくっ

ていく上で、例えば子育て支援ゾーンがしっかり

して、それは一定の効果が出たのかなというとこ

ろも一つあるのかなと勝手に思っているのですけ

れども、そういうのが成功したのであれば、では

次にまちをつくっていく上で、そういうところを

ふやしていくだとか、整備の仕方というのはまた

違ってくると思うので、ちょっと総合戦略の委員

会とは、今後の戦略というのとはまたちょっと別

としても、そこの分析をしっかり子育て支援課な

りでやっていただければ、また次につながってい

くのかなという思いで質問させていただきました

けれども、なかなか分析のほうは難しいというこ

とで部長からも答弁ありましたので、そこは承知

をしましたが、ぜひとも、ちょっと深掘りという

か、そういう数字も追いかけながら、今後に生か

していただければなと思っております。 

 とりあえず以上です。 

○渡部眞美委員長 次。 

○小田部照委員 主要施策成果報告書49ページの

障がい者就労実態基礎調査事業について伺いま

す。 

 まず、網走における事業所の数は幾つあるの

か。 

 また、障がい者雇用促進法の義務化基準は従業

員数50名以上の事業所となっていますが、これに

該当する事業所は幾つあるのか、伺います。 

○酒井博明社会福祉課長 網走市内にある事業所

の数、これについては、今、データは持っており

ません。 

 従業員50名以上のところということで、これも

実際に50名以上の会社が実際に何社あるのかとい

うデータは現在持ち合わせていないのですけれど

も、今回の就労実態基礎調査におきましては、こ

の従業員50名以上の会社を中心に、昨年度50社、

そして今年度も50社で、100社で調査をやっている

というところでございます。 

○小田部照委員 50名以上の会社は幾つあるとい

うのは、今は持ち合わせていないということなの

ですが、では、公共団体、市役所ですけれども、

これは法的義務の数値みたいなものがあるようで

すけれども、現在の状況を説明いただきたいと思

います。 

○酒井博明社会福祉課長 障がい者雇用の従業員

に対する雇用の割合ですけれども、これは２％と

いうことになっておりまして、従業員50名以上と

いうことになりますと１名ということで、100名で

すと２人という形になるのですけれども、基本的

に公共団体におきましては、その割合になってい

るという状況でございます。 

○小田部照委員 今の説明ですと、民間企業は２

％ということだと思うのですけれども、国や地方

自治体、特殊法人などは2.3％に改正されていると

思うのですよね。それで、今、現状の網走市役所

としては、この雇用体制、何％あるのかお聞きし

たかったのですが。 

○酒井博明社会福祉課長 そのデータにつきまし

ては、後ほど調べ上げて御説明させていただきた

いと考えています。 

○小田部照委員 わかりました。 

 それでは、現在、網走での障がい者の雇用実

態、総数は何名いるのか、また、業種や雇用体系

など、わかる範囲で教えていただきたいと思いま

す。 

○酒井博明社会福祉課長 今、全体で何名あるか
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というデータは持ち合わせておりませんので、調

べて、ちょっと休憩させていただきたいと思いま

す。 

○渡部眞美委員長 答弁調整のため、暫時休憩い

たします。 

午前10時15分休憩 

午前10時24分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、質疑を続

行いたします。 

 小田部委員の質問に対する答弁から。 

○岩永雅浩企画総務部長 私からは、市の障がい

者の雇用についてお答えをしたいと思います。 

 平成25年から2.3％になりました。それ以降、市

長部局、教育委員会部局、それぞれこの2.3％を上

回る雇用をしております。 

○酒井博明社会福祉課長 私のほうから、まず、

網走市内の全事業所の数でございますけれども、

これは2,036社ございました。 

 それから、そのうちで50人以上の雇用をしてい

る事業所の数ですけれども、これは61社ございま

す。 

 民間ですので、２％以上、２％を超えるという

ことで、１名以上の雇用ということが義務づけら

れるのですけれども、その率につきましては、ま

だこちらのほうでは把握をしていないという状況

でございます。 

○小田部照委員 わかりました。 

 今後、法定雇用率も含めて調査していただきた

いと思います。 

 網走は季節的に積雪寒冷地ということでもあ

り、なかなか通年雇用ができないというような事

情や環境の中にあると思いますが、この調査事業

も大変難しく、苦労も多いことと思いますが、問

題点や課題があれば教えていただきたいと思いま

す。 

○酒井博明社会福祉課長 今回の雇用の調査を

やってわかったことですけれども、確かに積雪寒

冷地ということでもあるのですけれども、ただ、

逆に積雪寒冷地であるがゆえに障がい者ができる

というような作業もあるというふうに考えていま

す。あと、積雪寒冷地の中で、例えば除雪機器の

雪を落とすような作業とか、そういうようなもの

もありますので、そういうような作業が実際に障

がい者に当てていただくことができないかという

ようなことも、今後また、ことしもこの事業を行

いますので、事業所のほうに働きかけるなりのこ

とをやっていきたいと考えています。 

○小田部照委員 わかりました。 

 こちら、先ほど聞いたのですが、障がい者雇用

の市全体の総数は、今わかりましたら。 

○酒井博明社会福祉課長 その数字につきまして

は、実はハローワーク管内ということで数字が、

調査するとわかるのですけれども、網走市内とい

う数字では持ち合わせておりませんので、今現

在、調べているところで、後ほど御説明させてい

ただきたいと思います。 

○小田部照委員 わかりました。 

 それでは、その業種や雇用体系などもわかる範

囲で教えていただきたいと思います。 

 網走は、来春４月に日本体育大学特別支援学校

が開校いたします。多くの関心と期待が寄せられ

ている中、さすがに網走市民は障がい者に対する

意識もほかとは違うなという実績をつくり出して

いかなければならないと思っています。 

 今後ともこの調査事業の充実を図りながら、１

人でも多くの障がい者が網走で就労して、自立し

た生活ができるように、私も関心を持って活動し

ていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 以上です。 

○渡部眞美委員長 次。 

○永本浩子委員 私のほうからは、まず、主要施

策の成果等報告書の48ページ、臨時福祉給付金事

業なのですけれども、去年、27年度は6,000円とい

うことで、先日の文教民生委員会では、ことしの

３万円の臨時福祉給付金が、やはりもらいに来な

い方が結構いらっしゃるということで、去年の

6,000円のときも支給率が78.1％と結構かなり低い

のではないかなと思うのです。1,529人がもらって

いないということで、先日、委員会で聞いたとき

は、多分、入院していたりとか、御本人がきちん

とその内容がわかっていなかったりとか、忘れて

しまったり、もらいに来る気がなかったりという

ことではないかというお答えだったのですけれど

も、せっかく国のほうからもお金が出ている事業

で、こんなに多くの方がもらっていないというの

は、やっぱりもったいないと思うのですけれど

も、この通知方法とかはどのような形になってい

るのでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 この通知方法につきま

しては、対象者を事前に市のほうで、非課税世帯

が対象になるのですけれども、それを調査いたし
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まして、郵便で対象者のほうに通知させていただ

いております。 

○永本浩子委員 その郵便なのですけれども、字

の大きさとか、そういったものは何か工夫されて

いたりするのでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 字は、臨時福祉給付金

ということで、大きく書くというふうにしており

まして、また、封筒の色も、通常の封筒とは変え

るということで、わかりやすくして通知しており

ます。 

○永本浩子委員 字の大きさとか色とかを工夫さ

れているということで、私も今回、特定健診を受

けていなかったので、黄色いはがきをいただいて

しまったのですけれども、それでもなかなか日程

調節がつかなくて、結局、予約したのがキャンセ

ルになってしまったのですけれども、かなり黄色

のはがきに赤い文字とかというのは目立つなと

思って、今も色を変えたりとかしていらっしゃる

ということなのですけれども、結構やっぱり高齢

者となってしまうと、ある程度の期間を置いて、

郵送、もちろんされるわけだと思うのですけれど

も、その置いたところも忘れてしまったり、そう

いったこともあるのかなと思いますので、ちょっ

とそういった目立つ工夫をさらに凝らしていただ

きたいとか、もし可能だったらば、３カ月間とい

う期間の中で、あと残り１カ月とかいう時点で、

来られていない方には、もう一度、ちょっと目立

つ形のはがきとか、封書だと、中に入れてしまう

と、いろいろな封書が、結構うちの父にも市役所

からいっぱい封書が、医療費のことだとか、いっ

ぱい来るのですけれども、ほかのと一緒になって

わからなくなってしまうということもあるかと思

いますので、何かちょっとそういう工夫を今後し

ていただけるといいのではないかと思うのですけ

れども、こういった点はいかがでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 臨時福祉給付金につき

ましては、そういう対応が、これは国の制度で

行っているものですので、そのような対応も可能

であると思いますので、こちらでも検討させてい

ただきたいと思います。 

○永本浩子委員 ぜひ今度、そういった形のもの

を検討していただいて、より多くの市民の方が恩

恵を受けられるように、ぜひお願いしたいと思い

ます。 

 次に、就労自立給付金給付事業なのですけれど

も、これ、生活保護から何とか自立をして仕事に

ついていただくという、とても大事な取り組みだ

と思っております。少しでも多くの人がこういっ

た形で自立していただければいいかと思うのです

けれども、昨年、平成27年度に関しては、６件と

いうことでここに出ているのですけれども、この

６件、６人全ての方が自立できたというふうにと

らえてよろしいのでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 お見込みのとおりで、

全員が生活保護から自立をされました。 

○永本浩子委員 予算現額が75万円で、決算額31

万3,000円ということで、多分、市としては、もう

少し多くの方の自立を見込んでこの予算を立てて

出したと思うのですけれども、１年間で６人でき

たということは、それだけでも評価してもいいか

なと思うのですけれども、今まで毎年何人ぐらい

の方が自立できているのでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 生活保護を受けている

方で、特に稼働収入、働いたことによって生活保

護から自立をされたという方は、平成27年で15名

おりました。その前の年が８名、その前は12名と

いうことで、おおむね10名から15名程度の方が稼

働収入の増加ということで生活保護から自立され

ております。 

○永本浩子委員 平成27年で15名ということは、

この６名の方とはまた、この数はどうして違うの

でしょう。 

○酒井博明社会福祉課長 この６件というのは、

15のうちの内数です。この就労自立給付金は、直

近６カ月間の収入で見るのですけれども、例え

ば、すぐに就労につきましたというような形で、

今後働きますので生活保護はもう要らないですと

いうような形になりますと、そこで収入という実

績がないものですから、この就労自立給付金の対

象にならないというようなことが出てまいりま

す。 

○永本浩子委員 よくわかりました。 

 ３月の予算のときにも言わせていただいたので

すけれども、本当に大事な取り組みだと思います

ので、あのときも丁寧な支援の仕方ということ

で、これからもやっていただけるということでし

たので、ぜひ今後もこういった形で自立できる方

がふえていけるように、ぜひよろしくお願いした

いと思います。 

 次に、49ページの、先ほど小田部委員のほうか

らも質問があった障がい者就労実態基礎調査事業

なのですけれども、これ、平成27年度に50社訪問
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して、28年度にもさらに50社の調査を行うという

ことになっておりますけれども、昨年、平成27年

度に50社訪問しての手応えというようなものは何

かありますでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 今回、50社訪問いたし

まして、障がい者を雇用されているという回答を

いただいたのが17社ございました。この17社とい

うのは、50社のうち３分の１ですので、当初の我

々の予想よりは多い数字だなというふうに思って

おります。 

 その調査をしている中で、何らかの支援制度、

例えば障がい者をサポートしてくれるような人が

いれば、自分たちは雇用できるとか、あるいは人

件費の補助とか、そういうのが制度としてあれば

雇用できるというような回答もいただきまして、

ただ、そういう制度というのは国のほうで整備さ

れているのですけれども、事業所としてもまだ御

承知いただいていないという方も結構ありまし

た。ですから、今回の調査を通じて、そういう説

明会とかを行うことによって、さらにまた広げて

いくことができるのではないかというような、我

々としてはそういう感触を持っております。 

○永本浩子委員 私もちょっと雇用できない場合

の問題点とか、雇用した上での問題点等を聞こう

と思ったのですけれども、今答えていただいたよ

うに、雇用した後のサポート、また、人件費の補

助ということで、そこら辺のことがジョブコーチ

とかがこのサポートの形になってくると思うので

すけれども、網走としてはジョブコーチの人数と

いうのは、余り足りてはいないかと思うのですけ

れども、実態は、ジョブコーチのほうは、今どれ

ぐらいの人数になっているのでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 現在、網走市内でジョ

ブコーチの研修を受けて、正式にその資格を持っ

ているという方は１名であります。ことし、また

１人がジョブコーチの研修を受けに行きましたの

で、その方がもう終えましたので、今の時点では

２名という状況です。 

○永本浩子委員 とても大事な取り組みだと思い

ますので、１名ずつにしても、プラスになってい

くということが大事だと思いますし、こういった

制度があるというのを、また丁寧に知らせていっ

ていただきたいと思います。 

 そして、職親会の設立について検討していきま

すということになっておりますけれども、現時点

で、この障がい者の就労支援や社会参画に活動し

ている事業主さんというのは何人ぐらいいらっ

しゃるのでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 職親会の設立について

は、我々の構想の中で、今後、職親会を設立して

いきたいというような考え方を持っておりまし

て、今回の調査の中で、直接職親会というところ

まではお話はしていないのですけれども、今後、

職親会を設立するということは、各会社から会費

などもいただきながら運営していくという形に

なっていきますので、この調査を終えていって、

次の切り口として、各事業所さんのほうに、また

今度職親会ということも設立していって、それを

設立することによって、障がい者の方の、例えば

勤続表彰とかそういうのができたりしてインセン

ティブにもなりますので、それについてまた働き

かけをしていくというふうに考えていきたいと

思っています。 

○永本浩子委員 職親会、事業主の方の中にも、

そうやって就労支援、社会参画というところで応

援していただける方がふえていくことがとても大

事な取り組みだと思いますし、また、障がい者の

方を雇っている事業主同士の情報交換、交流の場

にもまたなってくるかと思いますので、ぜひこう

いった取り組みは力を入れて進めていっていただ

きたいと思います。 

 次に、50ページの障がい者訪問入浴サービス事

業なのですけれども、これは実利用者数が２名と

いうことで、予算現額が118万2,000円あるのに、

28万7,000円の決算額ということで、かなり予算か

ら少ない決算になっているのですけれども、こう

いったところの原因はどういうところにあるので

しょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 まず、当初、この予算

を算定したときの算定方法なのですけれども、一

応受給者の方が週に２回、１年間入浴サービスを

受けるということを前提に、単価が１万2,590円で

したので、それを掛け合わせてこの金額を算定い

たしました。利用回数としては、１年間で96回と

いう形になるのですけれども、実際、その利用を

見込んでいた方が、例えば年度途中の４カ月間、

療養介護といいまして、別なサービスを利用して

いて、美幌の療育病院のほうに入所したというこ

ととか、それから、訪問看護を受けたときに、そ

の訪問看護の支援を得て、自宅で入浴を行うこと

などができたということで、利用回数が下回りま

した。 
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○永本浩子委員 わかりました。 

 もしこういったサービスがあるのがわからなく

て利用していないという方がいないのであれば、

別の形で間に合っているということならば、問題

はないと思いますので、こういったサービスの周

知とかも、またこれから、もしそういう方がいれ

ば申しわけないと思いますので、やっていただけ

ればと思います。 

 次に、51ページの高齢者除雪融雪サービス事業

なのですけれども、除雪サービス利用世帯が188世

帯で、延べ2,020回、融雪のほうが１世帯で１回と

いうことで、これもやはり予算現額よりもかなり

決算のほうが少なくなっていますけれども、これ

は降雪量が減ったからということなのでしょう

か。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 高齢者除雪融雪サービ

ス事業の事業費の減というふうなことでございま

すけれども、利用件数が18件ほど減少しているこ

とと、１世帯当たりの年間実施回数も0.8回ほど減

少しているというようなことが要因であるという

ふうに考えております。 

○永本浩子委員 やはりそこら辺は降雪量の問題

ですかね。平成26年は251万円だったのが、今回

ちょっと減ったということで、多分、雪の量の問

題だと思いますね。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 お見込みのとおりでご

ざいます。大雪は複数回あったのですが、継続的

に降る雪が少なかったというようなことが影響し

ていると考えております。 

○永本浩子委員 よくわかりました。 

 52ページの小規模多機能型居住介護事業所整備

事業補助金ということで、今回、花・水・木さん

が駒場にできまして、また、53ページのほうに

も、グループホームとしても花・水・木さん、あ

と、グループホームすまいるさんが新たに27年度

にできたということなのですけれども、できた当

初に、ちょっと関係の方に聞いたときは、入居状

況、ほぼ満室ということを聞いたことがあるので

すけれども、現在、全部入居されている状態なの

でしょうか。入居状況を教えていただければ。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 このグループホームと

小規模多機能型居宅介護につきましては、本年の

８月末というふうなことになっておりまして、４

月以降、随時、入居を進めております。 

 グループホームにつきましては、２ユニット18

名定員が２カ所というようなことで、すまいるに

つきましては満床となっておりまして、花・水・

木駒場につきましては、今、13名の入居というよ

うなことで聞いております。 

 小規模多機能型居宅介護につきましては、併設

しているサービス付高齢者住宅、定員25名の方の

利用を見込んで25名というようなことになってお

りますけれども、サービス付高齢者住宅がまだ満

床にはなっておりませんので、ちょっと数字的に

は今把握しておりませんが、まだ満床とはなって

いない状況でございまして、イコール小規模多機

能のほうの利用も、定員25というようなことでは

ありますけれども、そこにはまだ至っていないと

いうようなことでございます。 

○永本浩子委員 まだ満床になっていないという

状況ですね。当初、介護人材の確保が難しくて、

部屋はあるのだけれども、入居に対応できないと

いう話も、それは別のほうの、直接の関係者では

なくて、別の介護関係の方から聞いたことがある

のですけれども、そういったことはやっぱりある

のでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 網走市全体で介護人材

の確保が難しい状況が生じていることは事実であ

ります。その部分につきましては、今年度から、

事業者を集めて、介護人材確保検討会というのも

開催をしながら、どういったことをすれば人材確

保ができるのかというような検討も進めておりま

すし、このグループホーム２カ所と小規模多機能

型居宅介護につきましても、当初、やはり人材確

保が難しいというようなことも、入居がおくれた

要因でもありますけれども、徐々に入居者を入れ

ていく、職員も利用者さんもなれていくというよ

うなところで、徐々に利用者をふやしていく、そ

れに伴って介護人材の募集もしながらというよう

なことで進めている状況で、今、職員については

補えているというような状況であると考えており

ます。 

○永本浩子委員 やはり介護人材の確保というの

が、これからとても大事なポイントに、多分、網

走だけではなくて、日本全国の問題としてもある

かと思いますので、一時期、外国人の方の介護人

材のという話もありましたけれども、ちょっと中

断している状況で、どういうふうにしたら介護人

材がふえてくれるのかということで、お給料の面

とか、いろいろなことは検討されていますけれど

も、網走としても、介護人材が確保できないと、

幾ら施設ができても、賄っていけないというよう
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な現状があったりもするかと思いますので、ぜひ

この介護人材の確保に関しては力を入れて取り組

んでいっていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 次に、53ページの子育てサポート事業なのです

けれども、登録会員数297名ということで、平成26

年度のときは306名が297名ということで、若干

減ってきているという実態だと思います。延べ利

用数は467回から602回にふえていまして、利用的

にはいい形にいっているのだと思うのですけれど

も、この中の協力会員が95名ということで、平成

26年度は92名だったのが、これが27年度には95名

に３名ふえたという形になっています。去年聞い

たときに、高齢化で、常時動けるのは、登録が92

名あったとしても、30名ぐらいというお返事だっ

たと思うのですけれども、平成27年度に関して

は、協力会員の実態というのはどういう感じなの

でしょうか。余り変わらない状況なのでしょう

か。 

○清杉利明子育て支援課長 子育てサポート事業

の登録会員のことでございますけれども、年齢構

成等も含めまして、高齢化もありますけれども、

状況としては変化ないような状況ですけれども、

年４回ほど、新規の会員になっていただけそうな

方については、研修会等も開きながら、丁寧に御

説明をしているところで、年何名かずつではござ

いますけれども、新規に協力会員となってくれて

いる方も毎年出ているような状況ではございま

す。 

○永本浩子委員 その募集の仕方というのは、ど

ういったツールを使ってやっていらっしゃるので

しょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 この事業は社会福祉

協議会のほうに委託をして実施していただいてい

るのですが、そこでチラシ等をつくったり、ま

た、子育て支援センターと保護者の方、依頼と協

力と両方やっていただく、両方の会員登録という

のもできますので、子育て支援センター等でも周

知を図ったりして、会員になっていただく方への

周知を努めております。 

○永本浩子委員 町内会のほうにも１回、この依

頼、募集というか、そういうのが来たこともある

のですけれども、チラシとかを配る、何かもう

ちょっと違う角度の切り込みとか、あるといいの

かななどと思うときもあるのですけれども、そう

いったあたり、社協さんのほうといろいろ相談さ

れたりする機会というのはあるのでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 いろいろな問題点が

上がったりですとか、相談事等ありましたら、随

時、連携を図りながら話し合いを進めておりまし

て、社会福祉協議会のほうで行っているようなイ

ベントですとか、また、子育て支援センターのほ

うで行っているイベントなどにおいて周知を図っ

ていたり、また、社会福祉協議会のほうで機関誌

等も発行していますので、その中でとか、市の広

報紙等で周知を図っているところでございます。 

○永本浩子委員 いろいろな角度でやっていただ

いている中で、今、本当にちょっと高齢になって

も仕事をされている方がふえているかと思います

ので、ただ、若い人たちを応援する意味でも大事

な取り組みだと思いますので、この制度の周知、

やっていただく方、また、利用していただく方、

両方に対して力を入れてまたやっていっていただ

きたいと思います。 

 あと、歳入歳出決算書のほうの367ページなので

すけれども、成年後見相談支援事業612万円という

ことで、この612万円の内訳というのはどういう内

容になっているのでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 成年後見相談支援事業

でございますけれども、昨年から社会福祉協議会

のほうにサポートセンターが開設されております

が、その中で、生活困窮者に対する部分と、成年

後見に対する部分、職員を配置しまして対応して

いる部分でございます。 

○永本浩子委員 ということは、相談員の方の人

件費と考えてよろしいのでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 人件費、あと事務費、

成年後見につきましては市民後見人の養成研修で

すとか、市民向けの講習会ですとか、そういった

ものも含まれた委託料になります。 

○永本浩子委員 この成年後見を現在利用してい

る人数というのはどれぐらいあるのでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 通常、成年後見制度に

つきましては、裁判所が管轄というようなことに

なりますので、実際、網走市でどの程度の利用者

がいるかというのはちょっと把握していないので

すが、網走市の市長申し立てによる成年後見の平

成27年度の実績でいきますと、４件というような

実績が、家族がいないですとか、申し立てる方が

いないといった場合に、市長がかわりに申し立て

て成年後見人さんを選任するというようなことが

あるのですが、平成27年度の申し立て実績は、市
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長申し立て４件というようなことの実績はござい

ます。 

○永本浩子委員 まだ成年後見制度がスタートし

てそんなにたってはいないわけなのですけれど

も、今のところ、この成年後見制度を使った上

で、何かトラブルがあったとか、そういったこと

はなかったのでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 そういったトラブルは

聞いておりません。 

○永本浩子委員 これからやっぱり超高齢社会が

訪れるわけで、こういった成年後見制度を利用さ

れる方というのもふえてくるかと思いますので、

市としても、掌握できる範囲というのは、今お聞

きしましたら、限られているようなのですけれど

も、これからこういった制度を利用して、安心し

て生活していける仕組みをさらにまた推進して

いっていただきたいと思いますし、そういったト

ラブルとかが起きないように、即対応していただ

けるように、今後の対応になるかと思いますけれ

ども、よろしくお願いいたします。 

 私のほうからは以上です。 

○渡部眞美委員長 ここで、暫時休憩いたしま

す。 

午前10時58分休憩 

午前11時09分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 先ほどの小田部委員の質問に対する答弁の準備

ができましたので、答弁のほうからお願いいたし

ます。 

○酒井博明社会福祉課長 先ほどの網走市内の障

がい者の雇用者数ということで御質問いただいた

のですが、網走市内のデータというのはございま

せんで、ハローワーク管内のデータというのがご

ざいました。ハローワークで把握しているのは、

50名以上の企業についての障がい者の数というこ

とで把握しておりまして、平成27年度では4,862人

が対象労働者数で、そのうち障がい者の雇用者数

の数は72名でございました。雇用の率としては

1.49％でございます。業種については、調べまし

たが、そこまではわからないという状況でした。 

○渡部眞美委員長 質疑を続行いたします。 

○川原田英世委員 それでは、私のほうから質問

させていただきます。 

 成果等報告書の47ページ、一番上の民生委員活

動推進事業について、何点かお伺いさせていただ

きたいのですけれども、この実績にある民生委

員・児童委員数106名とありますけれども、今後の

方向性にもあるように、なり手不足が課題だとい

うことは私たちも共通認識として持っているとこ

ろでありますけれども、今、平成27年度106名とあ

りますが、望ましい委員数というのは何名ほどと

いうことになるのでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 民生委員の一つの配置

の基準が厚生労働省のほうで定められております

けれども、人口10万人未満の都市の場合であれ

ば、120から280世帯までの間の中で１人というよ

うな形で定められております。網走市につきまし

ては200世帯で１名という形で配置しておりまし

て、厚生労働省の基準の中ではほぼ中間値という

形で配置しております。人口の多い潮見地区につ

きましては、今まで民生委員を増員したという経

過もありますので、今のところ配置としては望ま

しいものであると考えています。 

 定員は、民生委員につきましては94名、それか

ら、主任児童委員というのがあるのですけれど

も、主任児童委員が12名で配置しておりまして、

定数としては網走の中では満たされているという

ふうに今、考えています。 

○川原田英世委員 200世帯に１名ということで、

今の人数で、平成27年度の状況では充足されてい

るというふうな御答弁だったということで理解を

いたしました。 

 ただ、問題としては、今後のなり手の不足なの

だろうなということで、方向性として上がってい

るということだと思うのですけれども、ここで

やっぱり全体のまち自体の高齢化ということも踏

まえて、民生委員の活動もいろいろとふえてきて

いることもあり、それもあってなり手も不足して

いるということなのかなというふうに私は思うと

ころなのですけれども、この106名の民生委員の方

の平均年齢はわかりますでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 今の民生委員の平均年

齢は63歳でございます。ちなみに、最高齢の方が

78歳で、最年少の方は43歳でございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 平均年齢で63歳、若い方でも43歳の方も民生委

員として活動していただいているということで、

若い方にもいろいろと活動、活躍していただける

ということは非常に大事だなと思いますし、民生

委員って何やっているのだろうなという方が、多

分、市民のほとんどなのではないかなというふう
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に思いますので、民生委員の募集というか、若い

方にもどんどん参加していただけるというよう

な。 

あと、女性の活躍というのもそこで重要だと私

は思っていて、特にやっぱりこれから高齢の方が

ふえてくると、女性ならではの視点、目線で、高

齢の単身で住まわれている方の世帯だとかに、ど

うですかという形で行けるというのも、なかなか

男性では、そこまで親身になってというわけでは

ないのですけれども、女性ならではのやっぱりそ

ういった目線というのも重要になってくると思う

のですが、そういった点を踏まえると、今、平成

27年度の106名の中で、現状として女性の人数はど

のくらいいるのかなというのが、ちょっと把握さ

せていただきたくなってくるのですけれども、い

かがですか。 

○酒井博明社会福祉課長 女性の人数ですけれど

も、割合といたしましては、まず、民生委員のほ

うが、94名のうち女性35名でございます。主任児

童委員のほうにつきましては12名なのですけれど

も、そのうち10名が女性の方に担っていただいて

います。 

○川原田英世委員 わかりました。女性の率も徐

々にということで、これから先、さらに広めてい

くという上で、やはり女性の方にもっと活躍して

いただくということが重要になってくるかなと思

いますので、そういったことも含めて、なり手不

足の課題、これの解決策をしっかりと進めていた

だきたいなというふうに思います。 

 次に、その下段、２個下の自立相談支援事業に

ついてなのですけれども、生活保護者を除く生活

困窮者の自立という部分でありますけれども、ま

ず、実績にある新規相談受付件数60件、この60件

の受けられた方たち、相談してこられた方たちの

平均年齢を伺いたいのですが。 

○酒井博明社会福祉課長 平均年齢のデータはな

いのですけれども、年代別に、相談されている数

ですけれども、10代の方が２名、20代が２名、30

代が８名、40代が10名、50代が15名、60以上が23

名で、合計60名の相談を受けているところでござ

います。 

○川原田英世委員 60代の方が一番多いというこ

とで、理解いたしました。 

 相談を受けて、いろいろなところと協力しなが

らでないとなかなか解決に結びつかない課題が多

いと思うのですけれども、相談を受けて、どのよ

うな対応をしているのか、60人の方の相談の対応

についてお伺いします。 

○酒井博明社会福祉課長 60人ですので、当然、

60通りの相談ということになるのですけれども、

おおむね集約していきますと、例えば定年等、失

業によって生活が困窮してしまった、あるいは年

金だけでは生活できない、それから、高齢の方

の、特に家族の認知症の親に対して対応で苦慮し

ているというようなことで、困窮以外の相談など

もございます。 

 こういう相談に対しての対応ですけれども、例

えば失業によって生活困窮があったというような

ことであれば、例えばハローワーク、それから職

業紹介をする事業所などもありますので、そこと

ネットワークをつないでおりますので、そこを通

じて職業あっせんをする、あるいは協力していた

だける企業へ職業紹介をするというようなことを

行っております。あるいは、シルバー人材セン

ターを紹介するとか、それから、認知症等につき

ましては、市の福祉担当、あるいは、実際にグ

ループホーム等の施設なども紹介するというよう

なこともいたしております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 やはり各機関との協力、これをしっかりととら

なくてはいけないところだなというふうなことは

よくわかったのですが、これは委託先、社会福祉

協議会ということでありますけれども、対応され

ている方、何名体制で対応されているのでしょう

か。 

○酒井博明社会福祉課長 ２名で対応しておりま

す。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 ２名で対応して、60件、27年度であれば、受け

付けたものに対して、ハローワークだったらハ

ローワークと相談して、そちらのほうに対応を振

るというような形の、基本的な相談から終わりま

での流れというのはそういった形だということで

理解してよろしいでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 そのような理解でよろ

しいです。 

○川原田英世委員 となると、やはりもっとこの

事業自体、いろいろな方の相談を受けられるよう

な形にしても私はいいのかなというふうに思いま

す。２名の対応で60件というわけではなく、生活

困窮者という位置づけもなかなか難しいのかな

と、受ける側にとってはですね。あなた、生活困
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窮者ですねなどということはないわけでありまし

て、自分がどう受け取るかになってくるのですけ

れども、そこを、生活困窮者というよりは、生活

に本当に困っている、何か相談があればしてくだ

さいと言えるような形での対応、これは予算のと

きにもいろいろ名前のつけ方とか、そういうのも

考えていったらいいですよねという話もさせてい

ただいたのですけれども、そういった意味も含め

て、これからもっといろいろな人が使いやすい、

相談しやすいということを広めていけるようにし

ていっていただければなというふうに思います。 

 それと、その隣の48ページの中ほど、先ほども

質問があったところなのですけれども、就労自立

給付金給付事業であります。これも先ほどもあり

ましたし、僕も予算のときにも質問させていただ

いたのですけれども、ちょっと何点か確認させて

いただきたいのですが、生活保護の方が就労に結

びついた、それに対しては６件で、全体としては

15件あったということなのですけれども、ちょっ

とこれの年齢層も確認させていただいていいです

か。 

○酒井博明社会福祉課長 就労で自立されている

方ですので、基本的には稼働年齢層、65歳以下の

方なのですけれども、おおむね30代から40代の方

が多い状況でございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 30代から40代ということですね。その世代の方

たちが現場に入ってこられるというか、現役に復

帰できるというのは非常に大切なことだなと思い

ます。 

 それで、今回、この給付事業外も入れても15件

なのですけれども、皆さん、家庭状況、何人家族

なのか、ちょっと教えていただきたいのですけれ

ども。 

○酒井博明社会福祉課長 この15件の家庭が何人

家族かというデータは、今、持ち合わせてはおり

ません。 

ただ、基本的には、母子家庭で自立していると

いう方がいますので、母子家庭は基本的には大体

３人前後の家庭が多いという状況でございます。 

 あと、１人で傷病をきっかけで生活保護を受け

ていて、回復して就労につながって、自立につな

がったというような方もおります。 

○川原田英世委員 済みません、僕の聞き方が悪

くて。母子家庭の方が何件だとか、シングルの方

が何件だとか、そういうことは把握できていると

いうことでよろしかったですか。 

○酒井博明社会福祉課長 この６件の内訳につい

ては、今、データは持ち合わせておりません。こ

れにつきましては、私どもでデータがありますの

で、調べて、後ほど御説明させていただきます。 

○川原田英世委員 ぜひともお願いいたします。

やはり子供の貧困含めて、いろいろなところでそ

ういうことがクローズアップされるような、そう

いった時代になってしまったというか、必ずしも

ふさわしくない状況です。やっぱりこれを支えて

いくというのは、本当に親も子供も一緒に支えて

いくというか、社会でどうやって、全体でどうい

うふうにケアしていけるのかということも含める

と、こういった事業は非常に重要になってくるの

かなというふうに思いますので、さらなる取り組

みをお願いしたいというふうに思います。 

 次に、50ページの中段、就労継続支援給付事業

についてなのですけれども、障がいの方に関して

も、先ほども質問があったとおりでありまして、

網走、日体大の高等学校ということもあり、非常

に注目されるべきところなのかなというふうに思

うのですけれども、私はこの中で、特にＡ型がこ

れから重要になってくるのかなというふうに思っ

ていまして、国のほうでいろいろと議論があった

ということも承知しているのですけれども、やは

り実際に、より社会に近い方向にどういうふうに

挑戦していってもらえるのかということが大事だ

というふうに思うのですが、実績ではＡ型26名と

いうふうに書いてあるのですけれども、今後、こ

れをどのようにしていくお考えがあるのか。ふや

していく方向性があるのかどうか、お伺いしたい

と思います。 

○酒井博明社会福祉課長 Ａ型の事業所は、今、

網走市内に１社あるのですけれども、実はこの１

社の経営が不振ということで、事業がとまってい

るという状況でございます。 

 おっしゃるように、Ａ型というのは一般就労に

一番近い方を雇用するというものですので、今、

残念ながらここの会社の事業がとまっているので

すけれども、今後、担っていただけるような事業

所をまたこちらのほうで働きかけるなどして、新

たにまたここを生み出していきたいというふうに

考えています。 

○川原田英世委員 状況について理解いたしまし

た。 

 ここはやはり担っていただける事業所をぜひ積
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極的に探していっていただきたいなというふうに

思います。 

 障がいをお持ちの方で、よく話を聞くのは、障

がいを隠してハローワークに行って、民間のとこ

ろに働いてみたのだけれども、やはり状況がどん

どん悪くなっていって、悪循環を起こして、また

どんどんと落ち込んでいってしまう、そして本当

にもう社会に戻れなくなっていってしまうという

悪い連鎖が最近非常に多いということを耳にして

います。それをとめるのは、やっぱり目の届くと

ころで、Ａ型のような形で、社会経験をいろいろ

積んでいただきながら、そしてそこでもう大丈夫

だなとなったときに、本当に社会の中に入ってい

ただくということができるのが望ましい形だなと

いうふうに思いますので、Ａ型、今後、今そうい

う状況ということは理解しましたけれども、ぜひ

積極的に担っていただける事業所の取り組みをお

願いしたいと思います。 

 私のほうからは以上です。 

○渡部眞美委員長 次。 

○古都宣裕委員 最初に、決算書195ページ、障が

い者理解促進啓発事業について伺います。 

 昨年度のやつでは７万3,000円の予算がついて、

６万6,000円使って、内容としても就労の講習会、

お茶会等を開催してやっていたのですけれども、

今年度、８万2,000円の予算に対して、使用が２万

7,330円なのですけれども、この事業の内容につい

てお伺いします。 

○酒井博明社会福祉課長 障がい者理解促進啓発

事業、この事業につきましては、障がい者同士が

理解を進めていこうということで、お茶会を行っ

ている事業でございます。 

 平成26年につきましては、先ほど申し上げまし

た就労支援事業所のＡのところが喫茶店をやって

いましたので、その喫茶店の中で、身体、それか

ら精神、それから知的、この３障がいの方、相互

に集まって交流会を行いました。平成27年度は、

その交流会に加えて、かなり重度の障がいの方も

多いので、まちなかを歩いていただいて、買い物

の体験とか、ヘルプカードの利用の疑似体験とい

うものをやってもらう、こんなことを行いまし

た。 

○古都宣裕委員 昨年の成果等報告書の中で、28

年４月から障がい者差別解消法が施行され、障が

い者に対する理解促進がさらに求められることか

ら、引き続き関係機関と連携しながら研修会等を

実施しますとあるのですけれども、私、どちらか

というと、障がいがある方同士の理解を促進では

なくて、どう社会に接していくかというので、普

通の民間の企業だとか、そっちのほうの人たちに

理解を求めていかなければいけないと思うのです

けれども、どのように今後実施していくのでしょ

うか。 

○酒井博明社会福祉課長 民間の方の障がい者の

理解ということでは、先ほど御説明申し上げまし

た、障がい者の就労に向けての基礎調査事業もそ

うなのですけども、ことし行いましたまちなかの

散歩事業などは、町内の４条の商店街の方々に協

力をいただきまして、こういう特性を持っている

障がい者の方がまちなかを散歩して、買い物と

か、そういう疑似体験を行いたいということで説

明を行いまして、実際に障がい者とふれあってい

ただくというようなことを行っておりまして、そ

ういう中で、まちなかの市民の方々にも少しずつ

理解を進めていくというふうに取り組んでいま

す。 

○古都宣裕委員 では、この予算が８万2,000円

だったわけですけれども、決算額が２万7,330円と

いうことで、何を予定していたものができなくて

この予算と決算の差額が出たのでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 この差額で大きかった

のは、使用料の差額なのですけれども、先ほどの

就労への喫茶店、それを２回使うということで見

ていたのですけれども、２回目につきましては、

そこの喫茶店を使わないでまちなかを散歩すると

いう形で、取り組みの方向を変えましたので、そ

の分が不用額として残りました。 

○古都宣裕委員 では、その下の障がい者自発的

活動支援事業、これ、内容がたしかヘルプカード

ということで、成果報告書にもあるのですけど

も、これ、今500枚作成中、何枚程度利用が出て、

どのような説明を全４カ所、どの場所で、どう

いった団体や、どういった人たちに対して行った

のでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 ヘルプカードの現在の

交付状況は58枚でございます。説明会ですけれど

も、これは民生委員の研修会、あるいは社協、あ

るいは町内会、そういうところの活動研修会など

に入らせていただいて説明を行いました。もう１

回は、ケアマネさんの連携の研修会、そちらのほ

うに参加させていただいて、説明をさせていただ

いているというところでございます。 
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○古都宣裕委員 これはつくって終わるのでなく

て、つくって、利用していただく人はもちろんな

のですけれども、使うときに、ヘルプカードの内

容としては、中に障がいなり自分の特性なり書い

て、できないことに対して助けを求めるカードだ

と思うのですけれども、普通の市民の方々がそれ

を理解していなかったら、カードを提示したとこ

ろで全く意味がないので、そういった、この上の

障がい者理解促進啓発事業というのは、そういう

のも含めた上でやっていくべきだと思うのですけ

れども、いかがでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 そこについては、委員

おっしゃるとおりでございまして、今、利用促進

に向けて、まず福祉団体の関係しているところ

に、こういうカードの趣旨の説明を行っておりま

した。今後、またＰＲ、例えば市の広報とか、そ

れからマスコミなどで、既にこういうカードを配

布しているということはＰＲをさせていただいて

いるのですけれども、今後、またふれあい広場と

か、そういう市民が集まる中で、新聞等も使いな

がら、こういうカードの周知をまた図っていきた

いというふうに考えています。 

○古都宣裕委員 説明先等も、近年、発達障がい

という言葉も多いように、網走でも言葉の教室な

ど、いろいろ取り組んでいると思うのですけれど

も、そういったところへの説明や、利用していた

だくほうへの周知ももっと積極的に行っていただ

いて、それプラス、それ以上の数の人が市民でい

るわけですから、その人たちみんながわかってい

るような状態、学校等の協力も得ながら、みんな

がわかっている状態に持っていかなくてはならな

いので、もっともっとここは理解とか啓発、やっ

ていかなくてはいけないのではないかなと思いま

す。 

 下のほうに入るのですけれども、社会参加促進

事業の中のジョブコーチ、27年度はジョブコーチ

がいなかったということなのですけれども、障が

い者職場実習雇用受け入れ事業補助金とあるので

すけれども、これも27年度は利用がなく、昨年の

質疑の中で、たしか金兵議員も、昨年も利用実績

がなかったというふうにあったのですけれども、

障がい者職場実習雇用受け入れ事業というのは、

これは今まで使われたことがあるのでしょうか。

もしあれば、その事例等も含めてお願いします。 

○酒井博明社会福祉課長 今のところ、この補助

金につきましては、使われた事例はございませ

ん。 

○古都宣裕委員 たしか３年使われていないとい

うことなのですけれども、これも理解促進啓発と

いう部分で、それがなされていないから利用がな

いのではないでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 この補助金につきまし

ては、過去に障がい者の就労に向けての講習会、

市のほうで４回、平成26年に行っているのですけ

れども、そこでこういう補助金があるという紹介

をさせていただいたり、今回の就労実態基礎調査

におきましても、この補助金の紹介をさせていた

だいて、企業にこういう制度もあるよということ

で紹介していって、周知を図っているというとこ

ろでございます。 

○古都宣裕委員 では、これは今、27年度、28年

度行われている障がい者就労実態基礎調査事業に

も絡めて、もちろん調査している団体にも周知し

ているということでよろしいでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 そのように考えていた

だいて結構です。 

○古都宣裕委員 ただ、全部合わせて言えること

は、もっと広く理解促進という意味ではＰＲして

いかないとならないのではないかと思いますが、

今回、１事業だけとって申しわけないですけれど

も、８万2,000円の予算で２万7,000円しか利用が

なかったということは、まだまだＰＲする余地、

予算があったにもかかわらず、しなかったという

ふうに受け取らざるを得なくて、もうちょっとや

れる部分があったのではないかと思うのですけれ

ども、いかがでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 障がい者の理解促進と

いうことでは、今挙げたような事業というのは理

解促進の事業なのですけれども、それ以外にも、

例えば障がい者の差別解消法が今回施行になりま

したけれども、そういう説明会とか、そういう取

り組みなども行っておりますので、そういう説明

会、それからイベントなどを絡めながら周知を今

後も図っていくというふうに考えています。 

○古都宣裕委員 趣旨ももっとも、わかるのです

けれども、障がいのある方同士がそんなに差別す

るわけではなくて、むしろ障がいのない人がそう

いう誤解を招いていることが多いわけですから、

むしろそういったほうに積極的に理解を促進して

いく必要が私はあると思います。 

 次の質問にいきます。 

 197ページ、障がい児通所給付事業とあるのです
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けれども、これ、予算が7,651万3,000円だったの

が、決算では9,266万2,672円となっているのです

けれども、この増理由についてお伺いします。 

○酒井博明社会福祉課長 まず、この障がい児の

発達支援の給付事業ですけれども、まず増加した

要因というのが、利用者の数がふえたということ

が要因として上げられます。 

 例えば児童発達支援給付事業で申しますと、平

成26年度は92人が利用されておりましたが、平成

27年度に98人となり６名増加しております。それ

に伴いまして、利用日数も平成26年度は4,388日

が、平成27年度は4,827日というふうにふえている

ということで、決算額も増加したという状況でご

ざいます。 

 それから、加えまして放課後デイサービスの給

付事業でございますけれども、こちらにつきまし

ても利用者が増加いたしました。平成26年度に60

人だったものが、平成27年度に73人となり、13名

ふえているという状況でございまして、利用日数

もそれに伴いまして、平成26年度は4,803日が、平

成27年度で6,246日というふうに増加しているとい

う状況でございます。 

○古都宣裕委員 増加傾向にあるというのは、各

データからも認識しておりましたので、しっかり

とここは実施していただきたいと思うのですけれ

ども、その下の計画相談支援等給付事業、こちら

は、今年度の予算が1,288万1,000円だったにもか

かわらず、決算だと740万5,736円と500万円近く差

があるのですけれども、この実態については。 

○酒井博明社会福祉課長 まず、障がい者の計画

相談の支援給付事業につきましては、決算乖離の

理由ですけれども、これはサービス利用の中止を

された方が見込みよりも多くて、定期的に計画を

策定した後に、モニタリングというのを行うので

すけれども、そのモニタリングの件数が見込みを

下回ったということが決算乖離の理由でございま

す。 

○古都宣裕委員 理解いたしました。 

 その下の敬老会事業について伺います。 

 昨年も伺ったのですけれども、先日、敬老の日

だったわけですけれども、ことしは何人が１人当

たりどれぐらいのものをもらったのでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 敬老会でございますけ

れども、平成27年度におきましては、市街地区で

6,434人、郊外地区で1,134人が対象となっており

ました。 

 平成27年度の記念品につきましては、市街地区

がお菓子の詰め合わせとごみ袋になります。郊外

地区につきましては、郊外地区への委託になりま

すので、委託費の支給と、記念品としてごみ袋を

お渡ししております。 

○古都宣裕委員 これ、去年もちょっとやったの

ですけれども、もらいに行くに当たって、費用対

効果はいかがなものかという話が結構あるのです

よね。楽しみにしてもちろん行っている方もい

らっしゃると思うのですけれども、内容がわから

なくて、タクシーを使って行ったら、お箸とごみ

袋をもらって、またタクシーで帰ったら、明らか

に赤字になると、そういった意見もありまして、

それだったら、むしろ何か直接もらえるものは

送ってもらったりしたほうがいい。もらいに行く

に対しても、本人が行けない場合、代理でもらい

に行く人がいたりですとか、なかなか周りの負担

と、費用対効果としていかがなものかという意見

も聞くものですけれども、記念品について、どの

ように考えているのでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 費用対効果というよう

なお話でございますけれども、やはり敬老会、敬

老の趣旨というところがございますので、継続し

て実施していきたいというような意向ではござい

ますけれども、ただ、やはり会場に、市内地区に

おきましては、先ほども御説明したとおり、6,434

人、その９割の方が会場に来られるというような

こともございます。それもお菓子の引きかえがほ

とんどで、会場に入る方については、昨年の実績

でいきますと、600人ぐらいのアトラクションです

とか、式典への参加というようなことでございま

すので、そう考えると、出席率というような部分

では、余り効果が出ていないのかなというような

気がするのですが、ただし、やはり敬老というよ

うなことでございますので、それを楽しみにして

いる方も実際いらっしゃるというようなことも含

めますと、内容については、今後検討していかな

ければならないというふうに認識しておりますけ

れども、この事業については、今年度、75歳以上

というようなことで変えさせていただきました

が、やっぱり敬老というような趣旨から、継続し

ていきたいというふうには考えております。 

○古都宣裕委員 敬老の日、お年寄りの方を敬う

日ですから、趣旨自体は否定するものではないの

ですけれども、例えば中央商店街の方々と組ん

で、それ相応の商品券ですとかでまちなかの活性
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を図るとか、やり方はまだいろいろあると思うの

で、しっかりと検討していただきたいなと思いま

す。 

 次に入ります。 

 201ページ、ひとり親家庭支援事業になりますけ

れども、こちら、今、ひとり親家庭となる人たち

がどれぐらいいるのか、お伺いします。 

○清杉利明子育て支援課長 ひとり親家庭の人数

の御質問かと思いますけれども、一応ひとり親家

庭、収入制限等はございますけれども、児童扶養

手当の支給人数ということでは押さえております

けれども、その受給者数につきましては、平成27

年度におきましては391名となってございます。 

○古都宣裕委員 391名は、近年、昨年度等から比

べて増加傾向にあるのか、減少傾向にあるのか、

どちらなのでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 平成26年度におきま

しては388名、それから平成25年度におきましては

383名ということで、近年については400名前後で

推移しております。 

○古都宣裕委員 ひとり親になることが精神的

に、親御さんの観点から見ればよろしくない、ど

うなのでしょうね、我慢すること自体がいいこと

かどうかというのもありますけれども、お子さん

の観点から見ると、やはりそろっているほうがい

いし、また、しっかりとその辺の部分もサポート

していくようお願いいたします。 

 最後に、207ページ、生活保護事業なのですけれ

ども、これも平成26年度の決算から見てもふえて

いるのですけれども、これは生活保護受給者世帯

数がふえたのか、それとも、医療費のほうが増大

したのか、どちらなのでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 生活保護の、まず受給

者のほうで見ますと、平成26年度が735人、平成27

年度が741人で、６名の増加でございました。 

 この６名の増加ですので、扶養額全体にはそれ

ほど大きな影響は与えないというふうに考えてお

りまして、今回、決算額が増加したのは、やはり

医療費の増大が大きかったというふうに考えてお

ります。特に平成27年度につきましては、大腿骨

の骨折とか、がんの治療とか、動脈瘤などの血管

疾患の大きな手術を受けられる方が非常に多かっ

たということで、その分で、医療扶助が増大し

て、決算額としては増加したという状況でござい

ます。 

○古都宣裕委員 理解させていただきます。 

 以上です。 

○渡部眞美委員長 次。 

○金兵智則委員 それでは、まずちょっと確認を

させていただきたいのですが、決算書195ページの

中ぐらいにあります重度障がい者医療的ケア支援

事業、これが予算額に比べると決算額が随分少な

いという状況なのですが、事業の内容と決算額が

少なかったことについて、内容をお伺いしたいと

いうふうに思います。 

○酒井博明社会福祉課長 この事業は、重度の心

身障がい者で医療的なケアを要する方に対して、

デイサービスなどを利用する際に、家族の負担軽

減を図るために、看護師の配置費用などを公費で

支援している事業でございますけれども、通年、

３名の利用を見込んでおりましたけれども、２名

の利用にとどまったということにあわせまして、

両名とも家族の都合で、家族の体調など、それら

の理由がありまして、利用日数が減ったというと

ころで、決算が減少したというところでございま

す。 

○金兵智則委員 人数も見込みよりは１人少なく

て、その２人についても、利用日数も少なかった

ということで、大きいかどうかわからないですけ

れども、差異が出たということで理解をさせてい

ただきたいというふうに思います。 

 次に、民間福祉活動推進事業というのが同じ

ページの下のほうにあるのですが、その中に、決

算書にはないのですが、当初予算の中にはボラン

ティア団体活動支援事業というのが25万円、予算

組みされていたのですが、これが決算書に載って

いないということは、使用されていないというこ

とだと思いますが、これの理由についてお伺いし

たいというふうに思います。 

○酒井博明社会福祉課長 この補助金につきまし

ては、委員おっしゃるとおり、ボランティア団体

の活動に対して支援をするということで補助して

いるものでございますけれども、例えば平成26年

度でありましたら、就労支援のセミナー、民間の

ほうで開催していただきました。それと手話通訳

の養成の研修にボランティア団体の方が参加した

いということで、助成を行っているのですが、27

年度につきましてはこのような状況が発生しませ

んでしたので、執行がゼロになったという状況で

ございます。 

○金兵智則委員 もともと何か予定されていたけ

れども、なくなったために執行しなかったのか、
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27年度はもともとそういう事業が組まれなかった

から、ボランティアの方の活動の支援の補助にも

ならなかった、どちらになりますか。 

○酒井博明社会福祉課長 先ほど申しました手話

通訳の講師の研修、そのようなものにつきまして

は見込んでいたのですけれども、現実に行くこと

ができなかったということで、ゼロ決算になりま

した。 

○金兵智則委員 ボランティアの方の活動という

のは、やっぱり障がい者の方々の活動をサポート

する上で重要な役割を果たすのだと思うのですけ

れども、やはりこれはもっときちっとこの事業を

使われるように行政として周知をしていかなけれ

ばいけないというふうに思いますけれども、いか

がですか。 

○酒井博明社会福祉課長 確かにボランティア団

体の、特に障がいはボランティア団体が非常に活

動されていますので、自立支援協議会で障がい者

の団体なども参加されていますので、こういう制

度があるということは周知しているのですけれど

も、さらにその協議会なども通じて皆さんのほう

に周知を図っていきたいというふうに考えていま

す。 

○金兵智則委員 周知はされているということ

で、皆さん知ってはいるのだということだと思い

ますけれども、使われない。これは、やっぱりこ

ういう補助金があるので、皆さん使ってください

と言って、待っていても使われない事業なのかも

しれないですし、行政のほうが、こういうことを

したいので、ボランティアの皆さん、このお金が

あるので活動していただけませんかということ

で、意図を持って行政側が少し主導的というか、

後ろから押してあげるような、そんな形をしてい

かないと使われないのかなというふうな感じもす

るところでありますが、いかがですか。 

○酒井博明社会福祉課長 おっしゃるとおりで、

こういう事業があるということは紹介しておりま

すので、さらにそれぞれの団体の取り組みとか、

この取り組みだったらこの助成金が使えるよとい

うような形で、食い込んだ形で、それらを聞き取

りながら、こちらのほうでもそれは弾力的に適用

させていきながら支援をしていきたいというふう

に考えます。 

○金兵智則委員 ぜひ積極的な取り組みをお願い

したいというふうに思います。 

 次に、先ほど来、ちょっとお話が出ていました

ジョブコーチ養成研修補助金なのですけれども、

平成27年度は予算が執行されていない状況でした

けれども、先ほどの答弁の中で、ジョブコーチの

方が１名ふえたということをおっしゃられていま

したけれども、こちらの方は１号でしょうか、２

号の方になりますでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 この方は施設のほうで

支援員として従事されている方ですので、１号

ジョブコーチになります。 

○金兵智則委員 １号ジョブコーチということ

は、今のところ２号の方は網走市にはいらっしゃ

らない。２名ということですので、両方とも１号

の方だったのかなと思いますけれども、それでよ

かったでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 委員お見込みのとおり

でよろしいです。 

○金兵智則委員 このジョブコーチ養成研修補助

金についても、先ほど古都委員のほうからありま

した障がい者職場実習雇用受け入れ事業補助金と

いうことについても、いろいろ担当課のほうで動

かれて、それでも使用されていないという状況が

あるということで、今後も継続して取り組んでい

かなければならないということでありましたけれ

ども、逆にこのジョブコーチの補助ですとか、障

がい者職場実習雇用受け入れ事業の補助金、こう

いう補助金がありますよというのを福祉事業所の

方のほうに紹介ということはされていますでしょ

うか。 

○酒井博明社会福祉課長 これは福祉事業所の方

には当然我々のほうは周知しておりますし、福祉

事業所の方というのは、基本的にみんな自立支援

協議会のメンバーになっていますので、その中で

も御説明をさせていただいております。 

○金兵智則委員 そうしたら、福祉事業者の方は

もちろんこれは知っているということであるので

あれば、例えば福祉事業者の方に、逆に行政のか

わりではないですけれども、事業所のほうに、こ

ういう事業があるので、受け入れのほうをお願い

できませんでしょうかというような、逆に福祉事

業所の方にも協力を仰ぐような体制というのも考

えてみてもいいのではないかと思いますけれど

も、いかがでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 先ほど申し上げました

就労実態基礎調査などでも紹介をしているところ

でございますけれども、今、委員がおっしゃられ

たような切り口でも可能だと思いますし、実際、
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福祉の支援の方々がそれぞれ民間と結びつきなが

ら障がい者の雇用を受け入れていただいていると

いうところもありますので、そういうネットワー

クを通じながら、また紹介していきたいと考えて

います。 

○金兵智則委員 いろいろな考え方ができるのか

なと思いますし、いろいろな人の協力を仰ぎなが

ら進めていったらいいのではないかなと思いまし

て、お話をさせていただきました。 

 それでは、次の質問に入ります。 

○渡部眞美委員長 金兵委員の質疑の途中です

が、ここで、昼食のため休憩いたします。 

 再開は、午後１時といたします。 

午後０時01分休憩 

午後１時00分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 金兵委員の質疑を続行いたします。 

○金兵智則委員 続きまして、決算書197ページ、

高齢者生活支援事業の中でお伺いしたいのです

が、先ほど、雪が少なくなって除雪サービスが少

なくなったというようなお話がありましたけれど

も、高齢者等さわやか収集支援事業、これが昨年

度と比べても、また、予算額から比べても、結構

多くなっているなという現状があるのですけれど

も、この辺の状況についてお伺いしたいというふ

うに思います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 高齢者等さわやか収集

支援事業でございますけれども、決算額が361万

2,416円というようなことで、前年度対比で123.6

％という状況でございます。 

 要因といたしましては、利用世帯が21世帯ふえ

たことが考えられます。 

○金兵智則委員 当初見込みに比べて二十数世帯

ふえたということでありますけれども、これはふ

えた要因、どのように見られますか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 ケアマネージャーなど

と連携をしながら、事業の利用者というようなこ

とで進めておりますので、そういった部分で要介

護者、要支援者の利用がふえたものだと考えてお

ります。 

○金兵智則委員 人数、これからもちょっとふえ

ていってしまう事業なのかなというふうに思うと

ころがありますけれども、確認ということでさせ

ていただきました。 

 続きまして201ページ、これもちょっと確認とい

う形になりますが、児童家庭相談事業の中に婦人

相談事業ということがあるのですが、これが昨年

度の決算から見ると半分ぐらいになっているので

すが、昨年度、相談員さんの退職金ということで

計上させていたという理由があったので、それが

なくなったからこれぐらいなのかなと思うのです

が、当初予算から比べると若干ふえているという

状況でありますけれども、その辺の中身について

お伺いしたいというふうに思います。 

○清杉利明子育て支援課長 昨年度の決算額との

比較で、昨年度の決算額が618万9,000円というこ

とで、今年度が319万4,000円ということでござい

ますけれども、先ほど御説明ありましたとおり、

相談員の退職金が平成26年度で計上されていたと

いうことで減っております。 

 また、決算額において若干ふえている部分でご

ざいますけれども、一つには、この事業におきま

しては、国庫補助金が財源として入っているので

すが、平成26年度の精算分として、8,000円ほど返

還金がこの事業から支出をしていることに伴いま

して、若干ふえているということと、嘱託の賃金

も年齢加算でちょっとずつ上がっていきますの

で、そういうことも影響しております。 

○金兵智則委員 今の御答弁の中で、補助金8,000

円の返還金が生じたというのと、賃金が年齢加算

によって上がっていったということでありますけ

れども、決算額337万6,000円、端数はありますけ

れども、当初予算でいくと319万4,000円なのです

よね。賃金については年齢加算があるということ

は、多分、見込まれた上で当初予算は組まれるの

ではないかなと思うのですけれども、そこが理由

なのですか。 

○清杉利明子育て支援課長 予算上は、それを見

込んで予算化はしておりますけれども、基本額に

ついては当初予算から計上しておりますけれど

も、時間外等を計上して、予算額より20万円ほど

ふえております。 

○金兵智則委員 時間外というのが予想より多

かったということであります。時間外がつくとい

うことは、相談の件数なのか、時間なのかが長く

なったということが考えられるのですが、その相

談の回数、時間、その辺の昨年度からの比較、ど

のようになっているか、お伺いしたいというふう

に思います。 

○清杉利明子育て支援課長 相談件数の実績でご

ざいますけれども、平成26年度におきましては、
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延べ件数でいきますと284件、平成27年度におきま

しては467件ということで、相談の拾い方というの

を、若干細かな点も拾ったということでちょっと

ふえている部分もあるのですが、全体的には相談

件数としては多くなってきているところでござい

まして、また、相談の時間としては、勤務時間外

の夜にという部分も、相手の都合等もございます

ので、そういう部分で対応している部分もござい

ます。 

○金兵智則委員 随分件数、集計の仕方が若干変

わったのかなと思うところもありますが、件数が

ふえているということで、婦人相談事業となる

と、女性の保護ですとか、自立支援に関する相談

というような、相談の中身的にはそういう中身

だったと思うのですが、どういったことがふえて

きているのか、その傾向というのはどのような感

じでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 相談内容の傾向でご

ざいますけれども、婦人相談事業におきまして

は、やっぱり家庭内の相談ですとか、また、離婚

の関係ですとか、また、生活上の経済的な面です

とか、また、その中には、配偶者からのＤＶです

とか、多方面にわたっておりますけれども、主に

はそういうようなところが多いです。 

○金兵智則委員 全体的にいろいろな形での相談

がふえてきているのかなと。女性の方の相談の

セーフティー窓口ということで、重要なところで

ありますが、たしか職員は１名で対応されていた

かなというふうに思います。初日のほうにも時間

外勤務というような話もありました。相談を受け

なくていいということもないので、やっぱりここ

は対応しなければいけないのですが、職員の方の

時間外がふえてくるということになると、またい

ろいろなことを考えていかなければいけないと思

いますので、その辺は推移を見守りながら対応し

ていっていただけたらなというふうに思います。 

 続きまして、同じページ、先ほどもありました

けれども、子育てサポート事業についてお伺いい

たします。 

 昨年度と比べて利用数がふえたということであ

りました。たしか平成24年度からは減少傾向で、

一時保育がしっかり使われてきているので、その

辺がかわりを担っていたのではないかなというこ

との答弁もあったかと思うのですが、このふえた

要因というのはどのあたりでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 詳細な部分について

は分析できていないのですが、さまざまなところ

での周知ですとか、そういう部分で、今まで減少

傾向にありましたけれども、そこに歯どめがか

かったのかなということと、また、子育て支援セ

ンターにおきましても、こういう事業をやってい

ますよということを、お父さん、お母さん等に周

知を図っているところから、一時保育等では難し

い部分とかもありますので、そういう部分以外の

部分での利用というのがふえているのかなという

ふうには思っております。 

○金兵智則委員 周知が結びついてきたというふ

うに見ていいのかどうか、これも継続して見てい

かなければいけないのかなというふうに思います

けれども、協力会員数が少ないというのがやっぱ

り課題だということで、協力会員に関しては95名

いますけれども、実質動けるのは、たしか30名弱

というのが去年の答弁だったと思います。先ほど

もそれと余り変わりないということだったので、

その辺ぐらいなのかなというふうに思いますけれ

ども、ここをふやしていく方策も、やはり周知な

のかなというふうに思います。なかなか難しいと

ころで、数が少なくなったからやめられる事業で

はないというのは毎年言っていますけれども、今

後もきちっとした対応をしていっていただきたい

と思いますけれども、協力会員の方々というの

は、多分、市内全域にいらっしゃるというふうに

思うのですけれども、依頼会員の方と距離が近い

ほうがいいのかなというイメージもあるのですけ

れども、その辺の協力会員の方々の分布と言えば

いいのでしょうか、その辺はつかまれていますで

しょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 会員の地区割という

ところまで把握はしていないのですが、なるべく

近いところの会員を利用するということでは利用

を図っております。 

○金兵智則委員 人口集積地が上にあるというこ

ともありますので、多分、協力会員の方も依頼会

員の方もそういったところが多いのかなと思いま

すけれども、そうなってくると、協力会員の方々

の中で、偏りではないですけれども、そういった

ことがあって、協力会員をちょっと続けていられ

ないというようなことがないようにしていただき

たいと思いますけれども、そのような感じは別に

ないという理解でよかったですか。 

○清杉利明子育て支援課長 今のところは社会福

祉協議会のほうからも、そういうような相談等に
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ついては、大きな問題となっている点はございま

せん。 

○金兵智則委員 総体的に足りないということで

ありますので、そこまで考えていっていいものか

どうかというところもありますけれども、そうい

うことを踏まえながら続けていっていただきたい

というふうに思います。 

 最後です。先ほどもありました、成年後見制度

推進事業です。 

 先ほど成年後見相談支援事業の中身については

大まかに聞かせていただきました。26年度が全く

なかったものが、市長申し立てで４件と。そのほ

かの数についてはちょっととらえられていないと

いうことではありましたけれども、これは大事な

事業ですので、必要な方にはきちっと利用ができ

るような体制というのが必要なのかなと思います

けれども、利用支援事業のほうは決算額でいうと

16万4,420円、これがちょっと少ないのかなという

ふうに思いますけれども、その辺の見解をお伺い

したいというふうに思います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 予算の中身ですけれど

も、申し立てにかかわる費用、そして後見人に対

する報酬の助成というような予算の内容になるの

ですが、予算時には、市長申し立て３名、申し立

て費用助成１名、報酬助成４名というようなこと

で積算をしましたが、実際のところ、それほど利

用がなかったというような状況となっておりま

す。 

○金兵智則委員 見込んでいたようにはいかな

かったということでありますが、一歩進んだとい

うことは評価したいなというふうに思いますけれ

ども、やはりこれがしっかりと周知をされて、き

ちっと使われていくということが大事だというふ

うに思いますけれども、見解を伺いたいと思いま

す。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 認知症などにより支援

が必要な方、また、身内のいない方、こういった

方々が今後ふえてくることは予想されます。そう

いった方々のためにも、こういった事業をしっか

り推進していきたいというふうに考えています。 

○金兵智則委員 やっとスタートしたというとこ

ろだと思いますので、今後もまた推移を見守りな

がら、またいろいろなところで議論させていただ

きたいというふうに思います。 

 以上です。 

○渡部眞美委員長 ここで、午前中の川原田委員

の質問に対する答弁の申し入れがございますの

で、それを許可いたします。 

○酒井博明社会福祉課長 先ほどの就労自立給付

金の受けた方の内訳でございますけれども、全部

で６名だったのですが、その６名のうち、家族が

２名の母子ですけれども、これが３世帯、それか

ら、父、母、子供２名の４名による世帯が１世

帯、それから、単身の方、これが２世帯という内

訳でございました。 

○渡部眞美委員長 次。 

○松浦敏司委員 私のほうからも何点か伺いま

す。 

 最初に、決算書の195ページに手話通訳者派遣事

業ということで108万5,451円ということでありま

すが、この間の活動内容と、手話通訳者が何人い

たのか、その辺、まず伺いたいと思います。 

○酒井博明社会福祉課長 まず、手話通訳者の人

数でございますけれども、網走市は10名おりま

す。 

 活動内容ですけれども、手話通訳の派遣の件数

が平成27年度では72件ございました。 

 それと、この事業の中では、手話講座を行いま

して、手話通訳者を育成していこうという取り組

みを行っております。平成27年度につきまして

は、入門講座で昼と夜、それから、さらにレベル

アップする中級講座があるのですけれども、平成

27年度につきましては、人数が少なかったので、

これを行うことはできませんでした。ただ、中級

講座のほうにつきましては、人数がおりましたの

で、実施しているという状況です。入門講座につ

きましては、今年度につきましては十分な受講生

がいますので、実施しているという状況です。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 後継者を育てるというのは非常に大事なことだ

というふうに思うのです。そこで伺いたいのです

が、市役所の内部に、手話通訳のできる職員とい

うのは何人ぐらいいらっしゃるのでしょう。 

○酒井博明社会福祉課長 今、手話を使える職員

というのは、もう障がいを離れている方ですけれ

ども、１名いるという状況です。 

○松浦敏司委員 やはり依然としてふえていない

といいますか、やはり庁内に来る人の中には、ろ

うあ者の方もいらっしゃるというふうに思います

ので、そういった者に対する対応という点では、

やはり庁内における後継者というのもしっかりつ

くっていかなければならないと。この辺も、今
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後、いろいろな講座を行ったり、入門だとか、い

ろいろあるのだけれども、そういったところに職

員も含めて育てていかないと、対応に苦慮すると

いうことになるのだろうというふうに思うのです

が、その辺どのようにお考えでしょう。 

○酒井博明社会福祉課長 実際に手話を覚えて

いって、実際、十分な使いこなしをできるという

ことになりますと、かなり長い経験が必要になる

と思います。入門講座が一番の取っ掛かりという

形になると思うのですけれども、これにつきまし

ては、市民向けに周知をしております。直接職員

に対しての受講勧奨というのは行っておりません

けれども、そういうことが可能かどうかというこ

とは、今後またちょっと研究していきたいという

ふうに考えています。 

○松浦敏司委員 ぜひ職員の中にそういった人を

ふやす必要が私はあると思うので、今後ぜひ検討

してほしいと思います。 

 次に、さきの質問者と若干重複するのですが、

重複しない部分について、高齢者の除雪の関係で

す。昨年も伺ったのですが、シルバー人材セン

ターの職員の方で除雪機を持っている方について

は、燃料費の負担をしてもらえれば、除雪をやる

ことについては可能だということでありました

が、それは今も変わらないのか、今といいます

か、平成27年度も変わらなかったのか。そして、

もしそういう人がいるのだとすれば、何人いらっ

しゃるのか、伺いたいと思います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 まず、機械による除雪

でございますけれども、シルバー人材センターの

委託料として、機械による除雪加算というような

ことで400円。通常ですと、除雪につきましては、

１時間当たり1,205円が委託料になりますが、これ

に機械による除雪加算400円というようなことで取

り扱っております。 

 実際、機械を使っている方というのは、今、

ちょっと情報としては把握しておりません。 

○松浦敏司委員 少なくとも１名はいると。私の

隣の家で使っている人がいますから、多分、少な

くとも１名はいると思うのですが、やはり非常に

体の都合で、除雪作業そのものができないという

家が、結構高齢化の時代の中であるのですね。そ

こに対しては、やはりこういったサービスを受け

られる人がいれば、非常に喜んで利用している状

況からしても、これはぜひしっかりつかんで、対

応してほしいというふうに思います。 

 次に行きます。 

 保育についてです。決算資料の29ページに、保

育所入所児童の経年変化というのが一覧表として

出されております。ここを見て私が感じたのは、

平成27年度の入所児童が、公立３園ありますが、

そこではいずれも減少していると。同じく法人立

認可保育所では、ほぼ維持しているというような

状況があるのですが、ここはどのような要因があ

ると考えられますか。 

○清杉利明子育て支援課長 市立ですね。市立の

保育園の入園者数の減少ということでございます

けれども、やはり地域的には、人口、子供が多い

ところは、潮見地区が一番多いのですが、そこに

は市立の公立の保育園はないという部分が１点か

と思います。また、老朽化も進んでおりまして、

すずらんとたんぽぽ、北地区と新町地区にござい

ますけれども、そこについては老朽化も著しいと

いうことで、統合施設の整備については進めてお

りますけれども、そういうようなこともあって、

敬遠されているのかなというふうに思っておりま

す。 

○松浦敏司委員 多分、そういう状況があるのだ

ろうと私も感じたところです。人口の多いつく

し、駒場、潮見といったところでは、それほど極

端な変化はないけれども、やはり新町、川向と

いったところに影響があるのだろうなというふう

に思います。 

 それで、30ページに保育所徴収基準金額及び階

層別入所者数というのが出ているのですが、ここ

で非常に特徴的なのは、Ａ階層、つまり生活保護

世帯以外で、前年度、市町村民税非課税世帯とい

うところが65人いて、全体のおよそ28％を占めて

いるということで、それだけ苦しい暮らしの中で

子育てをしているということが状況として非常に

わかるわけです。そういう意味では、重要な役割

を保育所がしているのだろうなというふうには思

うのですが、そういう点では、保育料を払うにも

結構大変な思いをしているのかなというような予

想もしているところです。ただ、この保育料につ

いては、当市の場合、国の基準に準じて保育料が

変わっていくというふうに私自身は思っているの

ですが、その辺、そういったことで間違いないで

しょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 保育料につきまして

は、市が国の基準をベースとしまして、市町村で

定めております。 
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 当市の場合は、国の基準より段階を細分化して

おりまして、なおかつ、市独自で上限額等は軽減

をして、この表となってございます。 

○松浦敏司委員 理解しました。 

 そういう中にあっても、実は保育料の滞納状況

もあります。同じく資料の33ページに収納状況と

いうのが出ていますが、平成27年度は96.8％、現

年度で言えば。滞納分で言うと11.5％というふう

になっております。これは前年よりは、あるいは

前年度よりは若干伸びてはいるのですけれども、

この滞納世帯というのは、主にどういった世帯で

起きているのでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 平成27年度の未納の

所得階層というか、保育料の段階別で言います

と、Ｂ階層が３名、それからＣ１階層が３名、そ

れからＤ２階層が６名、それからＤ４、Ｄ５、Ｄ

６が各１名、それからＤ９階層が１名の計16名の

未納者となってございます。 

○松浦敏司委員 Ｃ１とかＤ２とかというのは、

いずれにしても所得層としては比較的低い階層の

人たちがやはり大勢を占めているのかなというこ

とで、この辺に対する対応については、ぜひ柔軟

な方法でしっかりと取り組む必要があるのだろう

なというふうに思いますが、現在、こういった滞

納世帯に対する対応というのはどんなふうになさ

れているのでしょう。 

○清杉利明子育て支援課長 当然、督促ですとか

催告というのは定期的に行っておりますけれど

も、そのほかには、未納額が大きくなってきた段

階で、お子さんを保護者はお迎えに来ますので、

それにあわせて保護者と面談をしたり、また、納

付計画等の相談をしたり、また、あとは児童手当

の支給がありますけれども、そこからは保育料の

引き去りというのは可能となってございますの

で、そちらのほうから引き去りができないかとい

うような同意をもらったりということで対応して

おります。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 いずれにしても、余り無理のないといいます

か、よく保護者との話し合いというのを重視して

ほしいというふうに思います。 

 最後に、介護保険について質問します。 

 平成27年度の第１号被保険者、65歳以上の数は

１万714人、29％くらいになるかと思いますが、前

年度に比べて265人増加と。要介護認定者数は

1,897人で、前年度に比べて48人増加というふうに

監査委員の報告の中に出ておりました。この状況

は、これまで原課として想定していたものと違い

はあると思っているのか、その辺、まず伺いたい

と思います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 高齢者人口と要介護者

でございますが、高齢者人口につきましては、実

績として１万714人、１号被保険者というようなこ

とでございまして、計画値は１万575人、実績が

101.3％といったことで、少しふえている状況でご

ざいます。 

 要介護認定者でありますけれども、1,897人、実

績でございますが、計画としては1,871人というよ

うなことで、比率が101.4％といったことで、ふえ

ている状況でございます。 

○松浦敏司委員 想定より上回る形で高齢化が進

んでいるという実態だと思います。 

 それで、次、要支援１、２が保険から外された

ということで、地域支援事業ということで、市が

行うことになったということであります。 

 この53ページで、歳出のところで、地域支援事

業費で、平成26年度9,429万4,000円から、平成27

年度については１億1,239万4,000円と、大きくふ

えているのですが、この理由について伺いたいと

思います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 26年度と27年度の比較

に伴う事業費の増というようなことでございま

す。 

 介護保険法の改正に伴いまして、地域包括的支

援事業に新たに四つの事業が加えられましたこと

から、そのことを担うために、現在、市内に２カ

所ある地域包括支援センター、それぞれに１名ず

つを増員しております。加えて、成年後見相談支

援事業というようなことで、平成27年度から始め

ておりますので、この２点で1,700万円ぐらいの増

額というようなことになっております。 

○松浦敏司委員 それは理解しました。その影響

だろうなと思います。 

 それで、３点目に、収支状況を見ますと、平成

26年度と27年度の対比では、単年度収支でマイナ

ス711万6,000円となっているのですが、このこと

について、どんな状況でこのようになったのか、

伺いたいと思います。監査報告の53ページ。 

○渡部眞美委員長 答弁調整のため、暫時休憩を

いたします。 

午後１時35分休憩 

午後１時39分再開 
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○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 松浦委員の質問に対する答弁から。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 平成26年度の歳入歳出

差引額716万5,000円を平成27年度の繰越金として

歳入といたしまして、その部分を国への返還金と

いうようなことで充当しておりますので、マイナ

ス711万6,000円というような形の数値になりま

す。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 次に、最初のところで言いましたけれども、第

１号被保険者数が１万714人で、そのうち要介護認

定者は1,897人ということでありました。それ以外

の高齢者というのは、みずから高齢者でありなが

ら、介護保険を支える側にいるというふうになっ

ております。 

 そこで伺いますけれども、現在、要介護認定を

受けているけれども、サービスを利用しているの

は何％の人がいるのでしょう。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 サービス利用者の数で

ございますけれども、平成27年度におきまして

は、要介護1,306人のうち1,202人、これは率にし

ますと92％、要支援591人のうち449人、率にしま

すと76％、この方々がサービスを利用している状

況でございます。 

○松浦敏司委員 つまり、それ以外の人はサービ

スを受けていないということであります。できる

限り、年をとってもサービスを受けないぐらい元

気でいるのが一番いいのですけれども、しかし、

認定は受けていてもサービスを受けていない人も

これぐらい、一定数いるという現状がわかりまし

た。 

 それで、次に、保険料の予算現額は５億7,466万

円、収入済額が５億8,638万5,320円、そして不納

欠損として494万3,800円とありますけれども、こ

の辺の要因について、原課としてどのようにとら

えているか、伺います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 収納率につきまして

は、現年度、滞納繰越ともに上昇傾向にございま

す。 

 不納欠損でありますけれども、494万3,800円と

いうようなことでございまして、処分事由といた

しましては、時効による消滅というようなことで

ございまして、処分者の内訳というようなことで

ございますけれども、死亡７名、転出６名、納付

意識欠如76名、合計で89名といったことになって

おります。 

○松浦敏司委員 これを見て感じたのは、平成26

年度がなぜか多いのですよね。平成25年度と比べ

て26年度が大きく伸びていて、27年度が若干下が

るというようなことがあるのですけれども、それ

はそれぞれの高齢者の事情によって状況が変わる

のだろうと思うのですが、この辺、26年度との大

きな違いみたいなのが、もしわかればお話しして

いただきたいと思います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 不納欠損につきまして

は、どうしても欠損してしまうと、負担がふえて

３割負担になってしまったりというようなことが

ありますので、できるだけ不納欠損したくないと

いうような状況の中で平成25年度までは対応して

きたのですが、やはり理解いただけないというよ

うな方もいらっしゃいますので、そこは制度上や

むを得ないというような判断で、厳しくといいま

すか、何度お話ししても御理解いただけないよう

な方については、不納欠損していくというような

ことで、平成26年度から、ちょっと事務処理を転

換しておりますので、その部分で平成26年度以

降、不納欠損がふえているというような状況にな

ります。 

○松浦敏司委員 その辺、よくわかりました。理

解できるかどうかは別として、内容としてはわか

りました。 

 次に、基金の積立金というものがあって、平成

27年度は469万4,000円と、前年度より大きく減少

しているように思うのですが、この辺はどういっ

た理由からなのでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 平成26年度におきまし

て、平成25年度の精算に伴う道支出金の追加交付

がございましたので、平成26年度の積立額が多く

なっております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 いずれにしても、介護保険制度というのは、３

年に１度、計画を見直していくということで、も

うすぐまたそういった時期がやってくるというこ

とで、原課としてはそれぞれ今までいろいろな努

力をしてきているのはよく承知しております。同

時に、いろいろな施設がふえれば、それが必ず保

険料にはね返るというのも現実問題。このままで

いくと、多分、次の第７期のことを考えたとき

に、保険料がこの現状のままで済むのかといえ

ば、若干上がってしまうのではないかという不安

を持っているのですが、その辺、差し支えない程
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度でお答えいただければと思います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 高齢者の増加に伴いま

して、要介護認定者もふえていくというようなこ

ともございます。また、施設の待機状況などを見

ても、まだまだ足りないような状況ではあります

けれども、2040年をめどに高齢者人口が減少して

いくというようなこともございますので、つくり

過ぎは法人も苦しめることになりますし、また、

保険料の上昇というようなことにもつながります

ので、そこはしっかり関係者と協議をしながら見

極めて、第７期の計画の策定をしたいというふう

に考えております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 いずれにしても、全国的には5,000円を超えてい

るところが出てきていると。しかし、これは相当

きつい話でありまして、前の担当部長も、5,000円

を超えるのは非常に厳しいというような印象を

言っておりましたけれども、そうならないように

願っているところであります。 

 とりあえず私のほうの質問は以上で終わりま

す。 

○渡部眞美委員長 次。 

○平賀貴幸委員 それでは、質問させていただき

ます。 

 最初に、決算書の201ページ、児童福祉施設ＡＥ

Ｄ設置事業についてです。 

 昨年も伺ったのですけれども、昨年、日本救急

医療財団のほうで公開しております全国のＡＥＤ

マップに、児童福祉施設のほうは公開されていな

かったものですから、どのようになっているかと

いう質問をさせていただきました。答弁では、当

時の子育て支援課長答弁だと、マップ自体は知っ

ているのだけれども、登録のほうまではわからな

いということだったのですが、確認させていただ

いたところ、前年度も、今も登録されていないの

ですけれども、これは何か意味があって、子育て

支援施設のＡＥＤについてはマップに登録されて

いないのでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 現状としては、財団

におけるＡＥＤマップのほうには現在、登録はし

ておりませんが、市のホームページ上におきまし

ては、ＡＥＤのマップつきの一覧等では掲載をし

ているところでございます。ただ、こちらの財団

のほうにつきましては、今後、登録に向けて進め

たいなというふうには考えております。 

○平賀貴幸委員 ぜひ登録をしていただきたいと

思います。やはり心臓など、体に不安のある方、

旅行等、あるいは出張等でこれを見ている方も実

はいらっしゃるのだということも、この間、調べ

ていくとわかりましたので、ぜひそこは進めてい

ただきたいなというふうに思います。 

 一方で、その他の施設についても、去年は網走

市の施設は全てＣランクになっておりまして、ち

なみに制度のＡは、点検担当者の配置があるもの

で、Ｂは、点検担当者の配置はあるのですが、期

限が比較的長くたっているもの。それから、Ｃの

ほうは、点検担当者の配置がないという登録に

なっていました。 

 ことし、マップのほうを確認させていただきま

すと、網走市内の施設でも、かなり制度がＡに

なっているところと、それからＢになっていると

ころもあるのですけれども、相変わらずＣのまま

というところもありました。恐らくこれを進める

所管は市民部なので、きのう本当は聞いたほうが

いいのかもしれないですけれども、たまたま見て

いると、この近くだと税務署がＡになっているの

に、なぜか網走市役所がＣになっているというよ

うな状態があったり、でも消防はＡになっている

とか、結構ちぐはぐになっているのですよね。や

はりこれはどこかの課でこういうものがあるとい

うことを周知した上で、登録されたかどうかの確

認までやらなければいけないのだけれども、うま

くそれがいっていないのではないかなと思うので

すけれども、その辺、どなたに答弁いただけるか

あれですけれども、いかがでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 全市的な部分もあろ

うかと思いますけれども、昨年度の委員からの質

問を受けまして、全庁的な取り扱いにつきまして

は、市民部のほうで対応して、各施設の所属長宛

てには、こういうマップがあるよということで通

知はいただいているところでございますが、あと

はそれぞれの所属の課において対応しているよう

な状況でございます。 

○平賀貴幸委員 そういう状況なので、多分、ば

らつきが出るのだと思うのですよね。積極的に対

応された課と、そうでない課と言ったらいいので

しょうか、あるからこういうふうになるのだと思

うので、ここは全庁的に取り組むという形で、あ

る程度期限を持って取り組んでいただきたいとい

うふうに思います。多分、このぐらいのことはす

ぐ取り組んでいただけると思いますので、次の質

問に移ります。 
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 決算書の193ページです。居宅介護等給付事業と

いうことで、障がい者の方の在宅での暮らしを支

援する事業があります。 

 また、次のページ、195ページにいくと、障がい

者の移動支援事業で、今度は外出を支援する事業

があります。 

 恐らく居宅介護の事業のほうは、お子さんの利

用は余りないと思うのですけれども、障がい者移

動支援事業のほうは、障がい児と障がい者の利用

があると思います。それぞれいわゆる知的、身

体、精神の３障がいがあると思うのですけれど

も、それぞれこの二つの事業の利用状況がどう

だったのか、伺いたいと思います。 

○酒井博明社会福祉課長 まず初めに、居宅介護

等給付事業でございますけれども、この主要施策

の成果報告書の中には、実利用人数159名というこ

とでうたっておりますけれども、この159名という

のは、身体介護とか、それから家事援助とか、通

院介助とか、それを重複して受けている方の数、

そのまま生で算定しておりますので、実際に居宅

介護を受けている実人数というのは94名でござい

ます。 

 その内訳ですけれども、身体障がい者が29名、

それから知的障がい者が19名、それから精神障が

い者が８名、それから児童は、身体障がい児の方

が２名、知的障がい児の方が６名で合計94名とい

う内訳になっております。 

 それから、移動支援のほうですけれども、こち

らは合計129名ですけれども、その内訳として、身

体障がい者が12名、知的障がい者が35名、精神障

がい者が８名、それから児童が74名で、この74名

のうち、身体障がい児の方が２名、知的障がい児

の方が72名という、そういう内訳になっておりま

す。 

○平賀貴幸委員 状況については理解をいたしま

した。 

 利用については、さまざまな条件で振幅はある

と思いますが、この利用状況について、どう捉え

ているのか伺いたいのですけれども、状況を見る

と、まず居宅介護のほうは精神障がいの方が若干

少ない傾向がある。これは多分、毎年変わらない

のだと思いますけれども、それから移動支援事業

のほうは、圧倒的にお子さんの利用が多いのは、

暮らしの形態上、そうなるのだと思います。大人

のほうになると、身体の方が居宅介護に比べれば

減るのは、なかなか外出しづらい状況があるのだ

ろうなと思いますし、精神のほうはやっぱり少な

い状況があるのですけれども、この辺については

どういう評価をされているのでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 居宅介護のほうにつき

ましては、基本的にはここ３年程度の推移で見ま

すと、ほとんど内訳が変わらない、ほぼ横ばいの

状態でいっております。平成27年度、94名ですけ

れども、その前年度も94名で、その前が96名であ

るということで、ほぼ変わらなくて、また、各３

障がい等の内訳とかを見ても、それほど大きな変

化はないという状況でございます。 

 それから、移動支援のほうでございますけれど

も、移動支援につきましては、利用が増加してい

るという状況にあります。人数としては、平成25

年度に117名、平成26年度が130名、平成27年度129

名ということで、平成25年度から平成26年度に伸

びが出ておりまして、この制度自体が、委員おっ

しゃるように、非常に外出を促すという効果があ

りますので、特にお子様にとっては移動のツール

として使いやすいということもありますので、こ

ちらについては利用が伸びているという状況にあ

ります。 

○平賀貴幸委員 それでは、居宅介護の関係で

伺っていきますが、同じく決算書の195ページに

は、共同生活援助、いわゆるグループホームの予

算も決算として上げられています。特に精神障が

いの方々が地域で暮らすのがふえていかなければ

ならないというのは状況としてあって、これまで

も３障がい含めて取り組んでいましたが、やはり

立ちおくれているのが精神だというのは御承知の

とおりだと思いますけれども、地域で暮らす方が

ふえていくという流れから考えると、やはり居宅

介護の利用、精神の方が８人というのは少ないの

だと思うのです。それについて、余り変化がない

のですけれども、地域に移行した精神障がいの方

というふうな視点で考えると、どんなことが平成

27年度では言えたのでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 共同生活援助の傾向で

見ますと、平成25年度に65人の利用だったのが、

平成26年度、平成27年度で、80人、81人という形

で、グループホームの利用は、やはりかなり伸び

ているという状況にあります。 

 その一方で、居宅介護ですけれども、平成25年

度の精神が31人、平成26年度が37人、平成27年度

が38人で、平成25年度から平成26年度につきまし

ては、やっぱり６名ふえていますので、地域移行
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に伴って、やはり居宅介護の精神の利用もふえて

いるというところは見受けられるというふうに考

えています。 

○平賀貴幸委員 向陽ヶ丘病院も新しくなって、

さらに地域移行を進めていくという流れも一つ、

つくり出すチャンスもあるのだろうなというふう

に思っているところですので、ここは積極的に進

めていただきたい点なのですけれども、介護保険

の関係の質問に結果的にはなるのだと思います

し、障がいのほうの質問にもなるのですけれど

も、地域移行をやはり進めるためには、訪問看護

の中に精神障がい者の専門的なサービスの提供が

できるところがないと、なかなか進まないという

のが、先日も日赤看護大学で学会がありまして、

私も出ていたのですけれども、改めて共有されて

いるところで、その事業所が北見に、たしか一つ

しか今ない状況で、あとは専門的な対応が実はな

かなか難しい状態があるのだというふうに伺って

います。 

多分、網走はなかなかそれができていないのだ

と思いますけれども、その点についてはどんな所

感をお持ちでしょうか。 

○渡部眞美委員長 理事者の答弁前ではあります

が、ここで、暫時休憩いたします。 

午後２時00分休憩 

午後２時10分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 平賀委員の質問に対する答弁から。 

○酒井博明社会福祉課長 地域移行支援の取り扱

いについてでございますけれども、北見の事業所

のほうに委託しまして、網走で現在、利用者が２

名いるところでございます。 

 地域移行支援に当たりましては、毎月１回、病

院、それから行政、それからサービス事業者等に

よりまして、長期入院者の地域移行についての

ケース検討を行っているというところでございま

す。その中で、地域移行後において、必要によ

り、向陽ヶ丘病院の訪問看護の派遣とか、それか

ら居宅介護の利用を調整しているというところで

ございます。 

○平賀貴幸委員 ぜひこの部分の体制の強化に引

き続き取り組んでいただきたいと思います。ここ

がある程度整っていかないと、なかなか地域移行

は進まないですとか、居宅介護との連携も大事に

なってくるのですけれども、居宅介護と、訪問介

護や、あるいは医療機関との連携がなかなかうま

くとれていないケースも、精神の地域移行の場合

には少なからずあって、それが課題で、行ったり

来たりするケースもあるものですから、ぜひそこ

は積極的に取り組んでいただきたいと思います。 

 看護師のことに触れたので、先に看護師の関係

の質問を続けますが、同じ195ページに、障がい者

訪問入浴サービス事業もあります。これも看護師

さんを含めてサービスの提供を行っていると思う

のですけれども、たしか網走には１社なのかなと

思いますが、利用状況について伺いたいと思いま

す。 

○酒井博明社会福祉課長 この実施事業者は、

おっしゃるとおり、今、網走では１社でございま

す。 

 利用状況につきましては、現在、このサービス

は２名の方が利用されております。２名の方で、

合計が23回ということで、基本的には入浴の介助

で、これを受けながらやっているというところで

ございます。 

 平成27年度、当初見込んでいた方が在宅の方

で、もう１名の方は網走養護学校に在学している

方が利用されているというところでございます。 

○平賀貴幸委員 状況については理解いたしまし

たが、この１社が斜里３町含めて網走と対応して

いるわけなのです。同じグループの会社が、北見

や大空町方面をカバーしていたりして、分担しな

がらカバーしていただいているようなのですけれ

ども、いずれにしても１社しかないのです。経営

状況については、なかなか厳しい状況にあると

伺っておりまして、人材の確保も厳しいのだとい

うことであります。 

 きのうも市民部のところで伺ったのですけれど

も、207ページには、訪問看護ステーション負担金

ということで、事業団さんでやっている部分につ

いては負担金として支援をしていたり、あるいは

看護師、薬剤師対策ということで、病院に勤める

看護師さんや、看護師の養成についての支援は

やっているのですけれども、訪問看護そのもの

や、あるいは今の訪問入浴、あるいは精神の看護

師さんの確保含めて、その支援策という点では、

まだまだ非常に薄い状況があります。 

 去年まで介護の問題で人材の確保の議論をいろ

いろさせていただいて、それについては一定程度

の動きが出始めたなというふうに見ているのです

けれども、この部分はまだ手つかずなのです。こ
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こは市民部と連携しながらやっていかないと、ま

たがっているものですから、一体どこの責任でど

うなるのだろうというのは、実はあいまいな部分

だと思っておりまして、ぜひ訪問に携わる看護師

さんの確保や養成、あるいは現在、仕事はしてい

ないのだけれども、地域に眠っている看護師さん

を、ここからまずはスタートするというのも方法

として私は十分あると思います。看護師さんのお

給料も比較的高いわりには、ある程度サービスの

提供も、病院に勤めるよりはゆるいと言ったら言

い方はあれですけれども、少し心的なハードルは

低い状態でできるものですから、そういうことが

あるなと思うのですけれども、この辺については

何か取り組み、今後考えていく予定はあるでしょ

うか。 

○酒井博明社会福祉課長 この障がい者の訪問入

浴サービス事業につきましては、障がい者総合支

援法の中で行っているサービスですので、この

サービスに対する給付というのは、法の枠組みか

ら離れて取り組みを広げるということはなかなか

難しいものだというふうに考えています。 

 それに携わる看護師等の育成につきましては、

社会福祉課に限らず、全庁的な取り組みというこ

とで、健康管理課等も関係してくるわけですけれ

ども、そういう関係各課の中で協議しながら対応

していかなければならないものと考えています。 

○平賀貴幸委員 あえて介護保険のほうに飛んで

伺いますが、介護保険のほうで行う訪問入浴の

サービスを利用される方は、相当重度な方が多く

て、サービスを使った後、翌日や翌々日にお亡く

なりになる方まで結構いらっしゃるのが実態だと

いうふうに見ております。かなり重度な方が最後

の入浴をされるような方もいらっしゃるような

サービスでありまして、これがなくなると、相当

よくないなという実感を持っているのですが、経

営はやはり厳しいのです。その事業者が、先ほど

申し上げた障がい者の訪問入浴サービスも担って

くださるという形がほぼ全国的にはあるのですけ

れども、網走は間違いなくそうなっているのです

が、やはり何らかの支援策をいろいろ考えていく

必要があると思うのですけれども、介護保険の所

管としてはどういうふうにお考えでしょう。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 介護保険における訪問

入浴でございますけれども、この事業につきまし

ては、平成22年５月に北見市の事業者が網走市内

でもサービス提供された経過がありまして、その

後、平成23年度にこの事業所が市内に事業所を開

設していただいたというような経過がございま

す。 

 平成27年度の実績で言いますと、24名の方が御

利用されているというようなことで、前年度と比

較すると増加傾向にあります。 

 そういった意味も含めまして、この事業者と協

議をいたしまして、どういった事業の内容ですと

か、今後のことについて協議をしていきたいとい

うふうに考えております。 

○平賀貴幸委員 ぜひここは積極的に進めていた

だきたいと思います。大変地域にとって貴重な

サービスだなという実感を持っておりますので、

ぜひ進めていただきたいと思います。 

 質問を戻して、195ページの障がい者移動支援事

業をちょっと続けさせていただきますが、外出の

支援、お子さんを含めてふえてきているというの

がわかりました。これ、過去、さかのぼってみる

と、ガイドヘルプサービスが実は前身でありまし

て、ボランティアで行う活動だったものを、制度

として整えて、移動支援事業、現在の形になると

いう経過があります。ガイドヘルプですから、目

の見えない方も含めて、今、別の事業にそれが分

かれていったりしているのですけれども、事業と

しては続けられているのですが、支援事業から、

実質、数えてもう10年以上たって、中を見ていく

と、実は過去のガイドヘルプ事業でもやれたもの

もこの移動支援事業の枠組みの中でやられている

という実態があるのです。先ほど金兵委員の質疑

の中でも、ボランティア団体の活動支援の事業

で、予算の執行がなかったということもあります

が、昔は行政もかかわりながら、ガイドヘルパー

の養成というのは、社会福祉協議会等も含めて結

構やっていたのです。ところが、移動支援事業の

形になったものですから、プロのサービスになり

過ぎて、地域のボランティア活動が、ここは実は

ほぼ失われてしまったものだというふうに認識を

しております。改めてここは復活させねばならな

いものも中にはあって、それが本当に必要な人の

サービスが適切に使える、ボランティアで済むよ

うな内容のものはボランティアでという形で、す

み分けにつながっていって、かえって使いやすく

なると思うのですけれども、その辺、どうお考え

でしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 この障がい者の移動支

援事業につきましては、先ほど申し上げましたよ



－ 145 － 

うに、非常に利用者数がふえているということ

と、この制度自体がかなり使い勝手がいいという

ことで、割と利用したい方が気軽に利用の申し込

みをされているというところがあります。 

 ガイドヘルパーの養成ということにつきまして

は、今のところガイドヘルパーの養成というとこ

ろまでは考えておりませんけれども、ただ、この

移動支援事業の中でカバーしきれないところ、そ

れがあるというような状況で、これは今後、自立

支援協議会とかからまた情報を収集しながらとい

うことになってまいりますけれども、そういう支

援事業者、それから利用者等から意見聴取しなが

ら、この必要性について研究していきたいという

ふうに考えます。 

○平賀貴幸委員 プロのヘルパーとして、プロの

移動支援の従事者として働くための、実は入り口

にもなる部分なのですけれども、その部分が失わ

れているので、人材の供給もなかなか難しくなっ

ているというのが、結局、今振り返るとあるもの

ですから、あえて聞かせていただきましたが、先

ほどのボランティア団体の活動支援事業を活用す

るとか、それから、市民活動センターに対してこ

ういう課題が実はあるのだというのを投げかけて

みるですとか、過去、そういった事業に取り組ん

でいる方に話をすれば、多分、そういうところは

あるよなというふうに思い返していただけるもの

だと思いますし、本当に中にはボランティアで十

分だろうなと思うものもこの中には入っているの

は間違いないと。私も実際に過去、サービスを提

供していて感じていることもありましたので、そ

ろそろそこに振り返る時期なのかなと思って質問

させていただきましたので、ぜひそこは状況を見

ていただきたいと思います。 

 次に、197ページに、先ほどちょっと触れられて

いましたが、児童発達支援事業があります。この

事業と、195ページの子ども発達支援センター管理

運営事業合わせて、恐らく児童発達支援センター

の歳出という形で見ていくという形になるのだと

思いますが、ここは端的に伺いますけれども、児

童発達支援給付事業は、私はサービスの給付とし

ては十分ではない、つまり、十分なニーズに対し

て応えきれているサービス量を確保できていない

のが実態だと思っているのですけれども、いかが

でしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 子ども発達支援セン

ターのほうの給付状況というか利用状況という点

だと思いますけれども、こちらのほうの通所の部

分におきましては、利用定員を１日20名としてお

りまして、基本的に午前と午後、10名ずつという

ことでしておりますけれども、現在、利用状況と

しては不足しているというふうには考えておりま

せん。 

○平賀貴幸委員 不足していると考えていないと

いうことなのですけれども、では、週何回、利用

者さんはそこで児童発達支援の事業のサービスの

提供を受けられる状態なのでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 発達支援の状況にも

よりますけれども、基本的には週１回がほとんど

でございます。 

○平賀貴幸委員 週１回の状況で児童発達支援が

足りるという根拠は何でしょう。 

○清杉利明子育て支援課長 発達支援の利用者に

つきましては、利用計画等、また、サービス契約

等結んで利用していただいておりますけれども、

そこで、現在のところは、もっと利用したいと

か、大きな課題として上がっているというような

状況ではないというふうに考えております。 

○平賀貴幸委員 支援費の時代に戻して考えてい

ただければすぐわかるのですけれども、障がい者

のニーズというのは、サービスがこのぐらい使え

ますというと、このぐらい使いたいというふうに

出てくるのですよ。現状ですと、週１回ないし２

回程度しか使えないという実態があるので、そう

いう声が出てこないというのが障がい者のニーズ

だということをぜひ理解いただきたいのですよ

ね。 

 私が申し上げているのは、事業発達支援事業に

ついては、もともと児童デイサービスから、療育

を専門に分離されて、そして幼児に対するサービ

スとしてつくられたという経過があるのは御承知

のとおりなのですけれども、その結果、浮き彫り

になったのは、療育を受ける機関として、公立の

ものが各市に一つずつ、こういう形であるのです

けれども、それだけでは実は足りないということ

なのですよね。ここは児童発達支援の事業所を地

域の一般のＮＰＯ法人や社会福祉法人のほうにぜ

ひ開設をしていただくことを、私は市として働き

かけるべきだと思います。その上で、サービスの

提供の仕方も、やはり法人の方針で変わりますか

ら、選べる環境をつくるというのが、支援費制度

から今の自立支援法の制度の流れであるわけです

から、今、１カ所しか選べないですよね。もちろ
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んまちを乗り越えれば選べますけれども、そうし

ないと難しい状況にあるというのも変える必要も

あるので、そこは給付量をふやすためにも事業所

をふやすという方針を私は持つべきだと思います

けれども、いかがでしょう。 

○清杉利明子育て支援課長 ほかの市町村等の状

況については把握しておりませんけれども、利用

状況ですとか、利用回数の要望ですとか、そうい

う意見等も踏まえた中で、必要であれば検討する

必要はあろうかとは思いますけれども、現在のと

ころにおいては、そういうような状況にはないと

いうふうには考えております。 

○平賀貴幸委員 では、もし利用回数が、日数

が、今、週１回だったものが、週２回、３回にふ

えたら使いたいと思いますかというアンケートも

多分とったことないと思うのですけれども、そう

いったアンケートは今後やっていく考えはあるの

だというふうに理解していいですか。 

○清杉利明子育て支援課長 「ふわり」のほうを

利用している方は、保護者等も来ますので、そう

いったモニタリングというか、計画書をつくる段

階でも保護者とは話をして進めていきますので、

そういった中で意見等も伺っていきたいというふ

うには考えております。 

○平賀貴幸委員 ぜひ積極的にやっていただきた

いと思いますし、過去には身体障がいのある小さ

いお子さんで、もっと回数多く通いたいという声

があったのは、これは紛れもない事実ですし、議

場の中でも、私、やりとりしていますので、ない

わけはないはずですから、そこは聞き取りでも質

問紙でも結構ですので、ぜひニーズを調査した上

で、ニーズがあるのであれば、地域の事業者に、

「実はこういうニーズがあります。開設しません

か。」というふうに働きかけることも、私、とて

も大事なことだと思いますので、ぜひ進めていた

だきたいというふうに思います。 

 次の質問に移らせていただきます。 

 介護保険の質問を先にさせていただきます。 

 松浦委員からも幾つか質問がありましたので、

重複しないところだけ伺いますが、松浦委員から

は、介護の状況が、利用者含めて認定を受ける方

もふえているのだという状況があったところです

が、逆に私は伺いたいのですけれども、介護サー

ビスを受けた結果、介護度が下がった方の割合と

いうのは、網走市の場合はどのぐらいあるものな

のでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 現在のところそういっ

た集計はとっておりませんので、把握しておりま

せん。 

○平賀貴幸委員 そこは集計を含めてやっていた

だきたいなと思う点なのですけれども、実際に

サービスを受けていて、介護度が下がると、実は

事業者さんに入ってくる介護報酬も下がってしま

うのです。ですから、ここをしっかりと把握して

おかないと、実際にどうなのかということはなか

なかわからない問題が実はありますので、ここは

しっかり把握するためにも、把握する必要が私は

あると思います。 

 実際に、やはり介護サービスを受けて、その結

果、介護度が下がるという状態がないと、なかな

か介護保険というのはうまく回らないので、制度

改正が重ねられてきたという現状ですよね。それ

をやっぱり把握していないということはちょっと

問題があるのだと思いますので、そこは把握に努

めていただきたいと思います。 

 把握した上で、私は手立てが必要だと思ってい

るのですけれども、例えば品川区などでは2013年

からやっているのですけれども、介護度が一つ改

善すると、月額２万円の奨励金を出して介護事業

者の努力を応援するようなことをやっています。

これは品川だけではなくて、幾つかの市町村で、

そういう形をやらないと、実際、介護の事業者さ

んが、報酬が下がってしまうと切ないというのが

あるのでやられているのですけれども、こういっ

た努力をされているところを評価するような政策

が必要かどうかの判断もできない状態だというこ

とですから、ぜひそこはやっていただきたいと思

います。 

 ところで、367ページに介護予防の関係の事業が

あります。通所の介護の予防事業については予算

立てもされていて出ておりますし、それから、２

次予防の対象者の把握についても予算立てされて

いるのですけれども、先ほどの松浦委員の答弁

で、要支援の76％の方がサービスを受けていると

いうふうなことですが、この２次予防事業の対象

者で把握したものについても、そのぐらいの方が

サービスを受けているというふうに考えていいの

でしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 ２次予防対象者につき

ましては、毎年第１号被保険者の中から、要介護

者、要支援者を除きまして、そのうち地区割りで

大体半分の方に、２年間で全員にアンケートが行
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き渡るような形で基本チェックリストを送付して

身体状況を把握しているのですが、平成27年度に

つきましては4,322人の方に基本チェックリストを

お送りいたしまして、回答された方が3,040人、回

収率は70.3％になりますが、このうちおよそ３分

の１に該当する1,085人の方が２次予防事業の対象

者というようなことで把握をしております。 

 しかしながら、この２次予防事業対象者に該当

する方に、事業の勧奨、通所型の機能訓練ですと

か、口腔機能の向上ですとか、そういった部分の

事業の利用を勧奨しているのですが、なかなか事

業参加率が少ないというようなことがございま

す。 

 要因としては、２次予防事業対象者、要支援、

要介護状態になるおそれのある高齢者というよう

なことでございますので、なかなか個々の認識が

低いというか、まだまだ自分は元気だというよう

な方がおられることが要因となって、この事業利

用につながっていないというようなことが現状で

あります。 

○平賀貴幸委員 理解をさせていただきました

が、そこを伸ばしていく努力というのが必要なの

だと思います。 

 通所に通っていただこうということと、口腔ケ

アの答弁があったのですけれども、一方で、訪問

型のサービスもあるはずなのですが、去年はたし

かその利用人数について答弁あったと思うのです

けれども、決算を見ると、訪問について介護予防

事業がどの程度あったのか決算では見通せないの

ですけれども、どのぐらいの利用があって、どの

ぐらいの決算額なのでしょうか、訪問のほうは。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 ２次予防事業対象者の

事業の中で、訪問型というのは現在実施をしてお

りません。 

○平賀貴幸委員 実施されていないということが

わかりましたが、ここが一つ改善策なのかなと思

います。来てくださいと言ってもなかなか来ない

のが、これまた自明の理でありまして、ならば出

掛けていこうというサービスがやっぱり必要なの

ですよね。それで、２次予防の中には、訪問型の

介護予防事業があって、そのサービスの実施を国

も求めているのだと思うのですけれども、検討状

況はどうなっているのでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 来年度から地域支援事

業に総合事業、現在の介護保険制度における通

所、要支援者のヘルパーとデイサービスが地域支

援事業にして、総合事業というようなことになり

ますけれども、その中で、現行のデイサービス、

ヘルパー、現行相当の事業に、さらにそこに多様

なサービスというようなことで、通所型の事業、

訪問型の事業というのが加わって、総合事業とい

うようなことで実施されることになります。 

 現在、まだ検討段階ですけれども、理学療法士

ですとか、そういった専門職による訪問型の事業

というものを検討しているところでございます。 

○平賀貴幸委員 平成27年度から引き続き現在も

検討されているということがわかりました。閉じ

こもりがちな方だとか、「鬱」傾向にある方も高

齢者の方にはいらっしゃいますし、当然、認知機

能が低下したり、通所が難しいような方もいます

し、先ほど申し上げたとおり、なかなか腰が上が

らない方もいらっしゃるわけです。 

 そこで、まず訪問型の予防事業を行った上で、

通所へとつなげていくという形で、社会性を取り

戻していただくというのがまず大事な第一歩だと

思いますし、そこから介護度を下げていくという

取り組みも私は始まるのだと思いますので、もし

くは上げていかないということも始まると思いま

すので、ぜひここはやっていただかなければいけ

ないので、できるだけ早い事業の実施につながる

ことを希望したいというふうに思います。 

 あわせて、介護に携わるスタッフの確保の問題

がいろいろあって、過去にも議論させていただき

ました。いろいろ動きが出てきていることは承知

をしていますので、そこは推移を見守っていきた

いと思いますが、やはり介護事業者の経営自体も

厳しいというところも一つあると思います。たし

か調査もされていたと思いますけれども、27年度

でその調査の結果は出たのでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 平成27年度の４月12日

に、事業者に対する介護報酬の改定の影響という

ような部分と、人材確保、この二つのことのアン

ケート調査をいたしました。 

 現状では、やはり介護報酬の改定は影響がある

という事業者が約８割おられたことが事実でござ

います。 

○平賀貴幸委員 やはり網走市内でもそういう状

況があって、対応が必要な状況があるということ

が改めてわかりました。全国的に見ても、昨年度

は、たしか過去最多の閉鎖数だったはずなのです

よね、事業所が。特に小規模の事業所を中心に、

経営が成り立たなくて閉鎖されているところが多
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くて、その影響でサービスを利用される方が困っ

たという事例が全国的にあったということであり

ますので、ぜひそこは状況を見ながら、国に対し

ても働きかけをしていく必要があると思いますけ

れども、いかがでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 やはり事業所の閉鎖と

いうようなことになりますと、今のところ網走市

につきましては、在宅、居宅サービスについて

は、介護難民というような方はいらっしゃらない

のですが、事業所が閉鎖というようなことになれ

ば、やはりそういった方も出てくる可能性がござ

いますので、しっかり事業所と連携をしながら、

対策について進めていきたいというふうに考えて

おります。 

○平賀貴幸委員 ぜひ進めていただきたいと思い

ます。 

 一方で、働き方そのものもどう見直すかという

ことも大切だと思っていまして、重度化を防いで

いくというサービスの流れをつくることがそこに

もつながるので、ぜひそこは進めていただきたい

のですが、一方で、本当に重度の方を見ていると

ころの幾つかでは、コンセプトを、初めてきょ

う、介護の仕事に携わった人でもできるサービス

の提供をするのだというところに置いているとこ

ろが実はふえてきている状況があります。 

 というのは、人材が足りないからということ

と、もう一つは、結局、できるだけ最後まで普通

に食事をして、トイレに行ったり、お風呂に入っ

たりして死を迎えたほうが、高齢者のＱＯＬも当

然いいからなのです。そういった事業を行ってい

くと、結果的に介護するスタッフの側が体も心も

楽なのです。 

そういったサービスの提供ができるところは、

なかなか網走ではまだないと思うのですけれど

も、そういった先進事例の調査も、行政としても

そうですし、各事業者さんも必要ではないかなと

思うのですけれども、その辺いかがでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 状況としては、やはり

事実を把握していないのが現状でございますの

で、他市の状況なども含めて、事業者さんにもお

話を聞きながら研究していきたいというふうに考

えております。 

○平賀貴幸委員 現実にはそんなことは容易では

ないというふうに思われる方が非常に多いのです

けれども、実際に私が見ているところでは、胃ろ

うをつけて来た方が、胃ろうを外し、自分で食事

ができるようになり、お亡くなりになるまで通常

の生活のリズムの中で、夜は寝てという形で過ご

されて亡くなっていくという方が実際にいらっ

しゃる事業所が、本当に複数存在していて、それ

が少しずつですけれども、ふえていっている状況

があります。そういったところがもっとマスコミ

等で取り上げられていけばいいなと思うのですけ

れども、なかなかそういう状況にならないもので

すから、ぜひ先進事例の調査を行政として進めて

いただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

○渡部眞美委員長 他に質問者いらっしゃいます

か。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、以上で、認定第１号中、福祉部の所

管に関する細部質疑を終了いたしました。 

 理事者の入れかえのため、暫時休憩いたしま

す。 

午後２時40分休憩 

午後２時48分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

それでは、引き続き本日の日程であります認定

第１号中、教育委員会の所管に関する細部質疑に

入ります。 

○永本浩子委員 済みません、私のほうから何点

か質問させていただきます。 

 最初に、成果等報告書のほうの84ページ、学校

遊具安全対策事業ということで、東小学校４遊

具、呼人小中学校２遊具ということで、六つの遊

具が撤去されて、また新たに東小学校でジャング

ルジムが新設されたということになっております

けれども、この撤去された六つの遊具というの

は、具体的に何が撤去されたのでしょうか。 

○林幸一管理課長 撤去された遊具についてです

けれども、基本的に、東小学校におきましては木

造でできていた遊具がございまして、腐蝕が激し

いということもございまして、撤去に至ったとい

うことでございます。 

 また、呼人に関しましても、劣化が激しいとい

うことから、危険性を伴うということで、撤去し

たということでございます。 

○永本浩子委員 具体的には。 

○林幸一管理課長 東小学校の木造に関しまして

は、木造でロープを張っていたような、ターザン

ロープをイメージしたような遊具になるのですけ
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れども、そのような木造の遊具ということでござ

います。 

 呼人小中学校に関しましては、ちょっとお時間

いただきたいと思います。 

○永本浩子委員 では、中身的には調べていただ

くということで、そして、六つの遊具を危険だっ

たり、老朽化ということで撤去されたということ

ですけれども、新設になっているのは、東小学校

のジャングルジムだけなのですけれども、六つな

くなって新設一つだけということで、もう１回撤

去した遊具というのは、新しくまたそれを補うと

いうことはないのでしょうか。 

○林幸一管理課長 撤去に際しまして、新設の関

係も含めて、学校のほうと協議をさせていただき

ましたけれども、新しい遊具の設置については、

この段階では要望がなかったということでござい

ます。 

○永本浩子委員 では、学校のほうからの要望が

ないということで、承知いたしました。 

 ほかにも危険な遊具とかというのは、随時調べ

て、こういう撤去とか新設ということは考えてい

らっしゃると思うのですけれども、今のところわ

かっている部分というのはありますでしょうか。 

○林幸一管理課長 遊具の管理・点検も含めまし

て、基本的には学校の教頭先生が危険度とかをチ

ェックしていただいております。その中で、交換

あるいは危険度の御相談があれば、随時対応を検

討しているというところでございます。今のとこ

ろはないということです。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 ということは、ちょっと私も調べなかったので

すけれども、28年度の予算には計上されていない

ということでよろしかったですか。 

○林幸一管理課長 28年度の予算に関しまして

は、こちらのほうで学校と御相談した中で、網走

小学校、潮見小学校、南小学校において、遊具の

解体、それから、一部新設等を予定しておりまし

て、160万円ほどの予算を計上しております。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 せっかく六つ遊具あったのがなくなってしまっ

て、要望がなかったということなのですけれど

も、子供たちに聞いて要望がなかったのか、どう

なのでしょう。六つもあったのが、一つは補充さ

れたけれども、遊具がなくなってしまって、子供

たちが校庭で遊ぶときには、それでいいという見

解なのでしょうか。 

○林幸一管理課長 基本的には、学校で協議して

いただいて、お話をいただくこととしておりま

す。 

 その中で、学校の中で子供たちの意見をどこま

で拾い上げてうちのほうに話が上がってきている

のかは、経過はお伺いしておりませんけれども、

今のところは学校と市教委でやりとりをしている

という現状でございます。 

○永本浩子委員 やはり遊ぶのは子供なので、何

か機会をつくって、子供たちの要望とかそういう

ものもとっていただけるといいかなと思いますけ

れども、いかがでしょうか。 

○林幸一管理課長 先ほどもお話ししましたけれ

ども、子供たちの意見ということは、学校のほう

で調整していただければと考えているところでご

ざいますけれども、遊具に関しましては、だんだ

ん劣化も激しくなってくるということもございま

して、危険値のお話もありますので、その辺は学

校のほうとお話をしながら、子供たちの意見もど

ういうふうに拾い上げていくのかも含めてお話を

させていただきたいと思います。 

○永本浩子委員 もちろん危険な遊具はきちんと

対応していただきながら、できれば子供たちが安

全に遊べる遊具というものも、なくなった分、

ちゃんと補充していっていただければいいかなと

思いますので、またその辺も含めて話し合いのほ

うを進めていただければと思います。 

 次に、85ページのスクールバスの整備事業なの

ですけれども、民間車両の運行から市所有の車両

に変更になって、ことしの２月４日から二見ヶ岡

－嘉多山線で運行されているということなのです

けれども、多分、私が議員になる前に、こういっ

た論議がもうされたことかと思うのですけれど

も、民間車両から市の車両に変更になった、その

経緯というのをもう一度教えていただければあり

がたいと思います。 

○林幸一管理課長 民間所有、バス会社所有のバ

スで、昨年度途中までは運行委託をしていたとこ

ろでございますが、市が購入したバスをバス会社

に使用していただいて運行していただくというこ

とで、コストの削減につながるというところが大

きいところでございます。 

○永本浩子委員 民間の今まで使っていた車両が

老朽化してとか、何かそういう理由があったので

しょうか。 

○林幸一管理課長 網走市所有のバスであれば、
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新料金制度が適用とならないということもござい

ます。貸切バスに関しては、新料金制度の改定が

ございましたので、スクールバスを市で購入し

て、網走バスと変えた中での運行を市のほうで決

断したということでございます。 

○永本浩子委員 ということは、市のバスを使う

と、新しい料金体制の改正はしなくていいので、

利用者の方にとって、子供たちにとって、安いま

まで乗れるというふうに解釈してよろしいでしょ

うか。 

○林幸一管理課長 貸切バスの使用の料金が国に

よって新料金制度に変わったということでござい

ます。スクールバスに関しましては、そもそも料

金をとって運行しているものではございません。 

○田口桂学校教育部長 スクールバスの運行につ

いてですが、昨年、おととしですか、貸切バスの

料金制度の見直し、バスの事故の問題から、適正

なバスの料金にしなければならないということ

で、貸し切りの形のバスの料金が高くというか、

実質、それまでよりも高い料金を、国の政令に基

づいて料金が高くなったわけです。そうすると、

運行コストが上がるという現状ができてきたとい

うところでございます。それを委託料の中に含め

て費用として計上していたという運行をこれまで

してきて、それが高くなったので、その車両を市

が直接購入して、それをバス会社に利用してもら

うということで、バスの購入費での国庫補助、そ

れから、それの裏の起債についても、辺地債とい

う起債で、交付税の償還があるというような、い

わゆる有利な資金手当ができるということで、バ

スの償却費も含めて考えると、そちらのほうがコ

ストが下がるという判断から、バスを購入して、

スクールバスの運行をしたということに至ったと

いう経緯でございます。 

○永本浩子委員 よくわかりました。ありがとう

ございます。 

 89ページの網走市文化芸術振興褒奨金事業なの

ですけれども、文化芸術分野で全国大会、または

世界大会に出場する者へ褒奨金を支給しますとい

うことで、平成27年度は12万円だけだったという

ことで、岳風会の方にというふうに記載になって

いるのですけれども、この12万円というのはどう

いう基準でつくられているのでしょう。 

○吉村学社会教育課長 文化芸術振興褒奨金事業

につきましては、26年度までは社会教育振興事業

補助金という別な事業の中で、30万円の枠を持っ

て、全国等に出場する個人、芸術文化団体に補助

していたところでございます。26年度につきまし

ては、新しく南ヶ丘高校ほか、吹奏楽の団体が全

国大会に行くようなことがございましたので、こ

れを機に、27年度に拡充ということで、文化芸術

振興褒奨金事業を、一部要綱を改正して、拡充事

業として行っているものでございます。 

 その際に、一部要綱を改正いたしまして、ほか

のスポーツ課等の体育の関係の褒奨金事業などを

勘案して、新しく道外の全国大会へ出場する団

体、個人への単価の額の改正をしておりまして、

そのために、一応10人までの範囲の全国大会出場

団体については12万円の額、10人から15人まで、

15人以上といった形で区分を分けまして、単価を

設定して助成したものでございます。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 昨年は残念ながら１団体だけだったということ

ですね。 

○吉村学社会教育課長 そのとおりでございま

す。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 次に、94ページのブックスタート事業なのです

けれども、これは対象者数が281名で、絵本パンフ

レットの贈呈者が234名ということなのですけれど

も、この対象者数と贈呈者数の差の47名は、贈呈

はされなかったということなのでしょうか。 

○笹尾誠図書館長 ブックスタート事業でござい

ますが、実施方法としましては保健センターで

行っている子供さんの４カ月健診にあわせまし

て、事前に御案内をし、当日、希望する保護者、

子供さんに、図書館の使い方ですとか、絵本をプ

レゼントする事業になっております。ですから、

毎月決まっている４カ月後の健診のときに御案内

をしておりますが、その中で辞退をする保護者の

方がいらっしゃいます。その方たちが年間として

はこのような形になります。 

 ただ、例えば４カ月健診のときに、子供さんの

体調が悪くて来られない方は、翌月に来る方とか

もいらっしゃいますから、それらの方については

翌月に対応する。あるいは、年度末に、御希望さ

れない、あるいは連絡のとれない保護者について

は、改めてこちらから御連絡をし、年間、結果と

してこのような数字としてなっております。 

 以上でございます。 

○永本浩子委員 数字に関してはよくわかりまし

た。 



－ 151 － 

 このブックスタート事業を行われていて、ブッ

クスタートで絵本やパンフレット等をいただいた

方、親御さんの何か感想とかそういったものは、

反応はどうでしょうか。 

○笹尾誠図書館長 この事業は、平成23年度にス

タートしまして約５年間経過いたしました。毎年

このような形で取り組んできておりまして、これ

まで５年間で1,319名の子供さんにこのような対応

をさせていただいております。ですから、この

ブックスタートをきっかけとして、その後、絵本

を利用していただくために図書館に来ていただい

たり、実は平成23年度から、あわせまして月１

回、こういう赤ちゃん向けのフォロー事業とし

て、ゼロ歳からの読み聞かせも行っておりますの

で、そういうところに顔を出していただきなが

ら、子供さんが絵本に親しむことの、本当にタイ

トルどおり、ブックスタートになっているのでは

ないかと考えております。 

○永本浩子委員 とても大事ないい事業だと思い

ますので、今後もまた続けていっていただきたい

と思います。 

 決算書のほうの255ページなのですけれども、学

社融合事業ということで載っているのですけれど

も、学校教育と社会教育の融合の事業だと思うの

ですけれども、この具体的な内容はどんな事業に

なっていたのでしょうか。 

○吉村学社会教育課長 御質問の学社融合事業に

つきましては、学校のさまざまな教育課程の授業

を含めまして、そちらに網走市民ほか有識者、そ

ういった方を講師として学校に派遣をする際に、

私どものほうで謝金ということで、講師を担って

いただいた方に御支援をするというような事業で

ございます。 

○永本浩子委員 平成27年度は具体的にどういっ

た内容の取り組みがあったのでしょうか。 

○吉村学社会教育課長 平成27年度につきまして

は、各学校で希望のございましたさまざまな講師

の事業が行われているわけですが、市内の歴史を

語っていただくような事業だとか、東小学校では

地元の伝統芸能でございます豊郷神楽の事業、そ

のほか西小学校では、特別支援学級において、お

花に親しむような講座、そのほか西が丘小学校で

は、４、５年生を対象に茶道、そのほか中学校に

おいては、キャリア教育の講演会などが行われて

いるところでございます。 

○永本浩子委員 さまざまな取り組みがされてい

るのがよくわかりました。ありがとうございま

す。 

 それと、決算委員会の資料要求項目のほうなの

ですけれども、18ページ、不登校児童生徒の状況

と教育相談の状況及び適応指導教室の利用状況と

いうことで、不登校の件数が、平成27年度は小学

校が２名、中学校が20名、合計22名ということで

載っているのですけれども、平成25年度、平成26

年度に比べると、少しふえてきているかなという

状況で、こういった不登校に対する対応というの

はどのようになっているのでしょうか。 

○大西篤学校教育部次長 不登校児童への対応に

つきましては、網走市の家庭教育児童相談室にお

いて、不登校児童への対応、また、その保護者に

対してのサポートなどを行っているほか、ケース

によりましては、子育て支援課と連動しまして、

北見市の児童相談所も入ったケース会議などを開

催して対応に当たっているところでございます。 

○永本浩子委員 さまざまな角度で対応していた

だいているということで、年間30日以上欠席した

ということで、ここに人数が出ているかと思うの

ですけれども、そういった対応によって、不登校

から脱出できたというか、また登校できるように

なったというお子さんは何人ぐらいいらっしゃる

のでしょうか。 

○大西篤学校教育部次長 平成27年度はこの数字

になっているところなのですけれども、今年度、

平成27年度の実態を調査した段階では、現段階で

どのような解消の状況にあるかというところまで

押さえられておりませんので、今後行われる調査

の中で明らかにしてまいりたいと考えておりま

す。 

○永本浩子委員 ぜひそういったところはきちん

とつかんでいただきたいなと思います。 

 そしてまた、最近、自殺してしまった子供さん

の問題とか、テレビでもよく取り上げられてい

て、いろいろな自分からのＳＯＳが、先生とのや

りとりのノートの中でも見えていたのに、それに

対する適切な手が打てていなかった、そういった

内容を、また保護者の方にも伝えられていなかっ

たというようなことがあって、最終的に自殺につ

ながってしまったということも、テレビでもいろ

いろと報道されていましたけれども、例えば22名

のお子さんに対して、30日欠席する前に、どう

いった手を打つようにしているのかとか、そう

いったところはどうなのでしょうか。 
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○大西篤学校教育部次長 22名の状況につきまし

ては、人間関係に起因するもの、家庭環境に起因

するものなど、それぞれの事情がさまざまな状況

にあるのですけれども、各学校におきましては、

担任、または生徒指導担当者が家庭訪問を行った

りですとか、保健室での授業を行うなどの対応を

しているところでありますけれども、22名の中に

は、家庭環境ですとか、さまざまな理由が含まれ

ておりますので、そこも含めて、個々のケースに

応じた対応をしているところでございます。 

○永本浩子委員 やはり不登校になる前の手立て

というところが、傷を大きくする前に手が打てる

ことがとても大事な部分ではないかなと思います

ので、ぜひそういったところのきめ細かなフォ

ローというか、そういった部分に力を入れていた

だきたいと思います。 

 そのことと関連するのですけれども、教育相談

の状況というところで、学校生活の中の人間関係

というところがずっとゼロが多いというのは、何

となくちょっと不思議に思うのですけれども、こ

の教育相談というのはまた違う角度になるので

しょうか。 

○大西篤学校教育部次長 ここに示されておりま

す数字につきましては、網走市家庭児童教育相談

室への相談の件数の内訳になっておりますけれど

も、その中で、不登校に関して相談があった22件

を含む部分について、人間関係によるものが１件

もなかった、児童生徒または保護者からの相談件

数なのですけれども、24年度以降、４年続けて１

件もなかったというようなカウントになっており

ます。 

○永本浩子委員 不登校の原因、この表で見ると

家族関係が一番多い数字にはなっているのですけ

れども、現実は学校内の友達関係とか人間関係は

大きいのではないかなと思うのですけれども、先

ほど大西さんのほうからも、人間関係とか家庭関

係でというお話があったのですけれども、そこが

ゼロというのは、どうもちょっとしっくりこない

のですけれども。 

○大西篤学校教育部次長 文部科学省が実施して

おります長期欠席者の状況等の調査によると、人

間関係によるものも何件かカウントされていると

ころなのですけれども、家庭児童教育相談室への

相談状況の不登校問題の中に、その人間関係に関

する相談も含まれているものというふうに押さえ

ております。 

○永本浩子委員 ここの人間関係のところ、ゼロ

という数字にはなっているけれども、不登校問題

24という中に入っているということですね。何と

なく人間関係とわざわざ項目ができているにもか

かわらず、そういうふうな数の取り扱いというの

は、ちょっと納得ができない部分もありますが、

そういうことだということですか。この統計のと

り方自体、少し考えなければいけないのかなと思

いますが、いかがですか。 

○大西篤学校教育部次長 この統計の中の人間関

係という部分につきましては、学校生活の中での

人間関係に特化した相談がなかったというような

カウントになっておりますが、不登校問題の中に

は、人間関係に起因する不登校も含まれていると

思われますので、どのような内訳になっているか

という部分につきまして、家庭児童相談室のほう

にも確認をとるとともに、統計の方法も詳細にわ

かるようにしていきたいというふうに考えており

ます。 

○永本浩子委員 ぜひここら辺の捉え方がきちん

としていかないと、解決にも結びつかないという

場合もあるかと思いますので、ぜひ相談された

後、どうなったのか教えていただきたいと思いま

す。わかり次第で結構ですので。 

 適応指導教室の通級状況ということなのですけ

れども、適応指導教室、平成11年から試行的に開

設して、12年度から本格的に開設したとなってお

りますけれども、この適応指導教室というのは、

中央小学校の言葉の教室ということでよろしいの

でしょうか。 

○大西篤学校教育部次長 この適応指導教室とい

うものは、市役所の向かいにあります家庭児童教

育相談室の２階のほうに設置されておりまして、

不登校傾向のある児童ですとか、それから発達障

がいを持っているお子さんで、なかなか学校に通

えないというお子さんに対して、個別に指導して

いる教室になっております。通称、クリオネ学級

という名称で取り組まれております。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 同じ資料のほうの21ページなのですけれども、

指定管理施設、過去５年間の利用状況ということ

で、網走スポーツトレーニングフィールドと屋内

ゲートボール場が26年度よりは利用が減っている

という数字が出ているのですけれども、スポーツ

トレーニングフィールドが減っているというの

が、ちょっと私も驚きだったのですけれども、こ
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れはどういった理由によるのでしょうか。 

○大西広幸スポーツ課長 スポーツトレーニング

フィールドの利用者数の減少ですが、団体数はふ

えているのですけれども、団体の人数が少なく

なっておりまして、実数を累計しますと、実人数

が減少してしまうということとなっております。 

○永本浩子委員 わかりました。 

 では、団体の数はふえているけれども、来てく

れた人数自体になると減ってしまったということ

ですね。 

○大西広幸スポーツ課長 そのとおりでございま

す。 

○永本浩子委員 屋内ゲートボール場は、年々、

ちょっと利用者が減っているような感じなのです

けれども、こちらは何か理由というのはあるので

しょうか。 

○大西広幸スポーツ課長 屋内ゲートボール場に

つきましても、利用団体数的には、毎日サッカー

ですとか野球少年団に利用していただいておりま

すが、それにつきましても、個々の団体の人数が

減っておりまして、累計の人数が減っている状況

となっております。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 特にスポーツトレーニングフィールドは網走の

自慢の施設ですので、平成28年はぜひまた、団体

数もそうですし、利用者数のほうもまた伸びてい

ただけるように、ぜひ力を入れていっていただき

たいと思います。 

 私のほうから、以上で終わらせていただきま

す。 

○林幸一管理課長 先ほど永本委員から御質問の

ありました、東小学校と呼人小中学校の撤去され

た遊具の具体的な遊具名をということでございま

した。 

 呼人小学校におきましては、回旋塔の支柱と

シーソー遊具を撤去しております。 

 東小学校におきましては、四つの遊具で一体と

なったコンビネーション遊具ということで、木製

でできた遊具を撤去したということでございま

す。 

○永本浩子委員 ありがとうございます。了解い

たしました。 

○渡部眞美委員長 次。 

○田島央一委員 私のほうからは、スクールバス

の運行のことについて、何点かお伺いさせていた

だきたいと思います。 

 昨年、平成27年度で言えば、悪天候で相当通行

止などもありまして、その影響も大分あったと

思っております。 

 そこで、ちょっとお伺いするのですが、悪天候

でスクールバスが運休した日数の把握などはされ

ていますでしょうか。授業にかかわる部分という

ことなので、学校がやっている期間でということ

で、数字を教えていただければと思います。 

○林幸一管理課長  申しわけございません、

ちょっと手元に数値がございませんので、後ほど

お答えさせていただいてよろしいでしょうか。 

○田島央一委員 承知しました。 

 それでは、ちょっとここだけ確認したいのです

が、その休みになった部分は、基本的には別の

日、学校が丸１日休みになったら、丸１日分、別

の日に学校を開いて、とまった分は、その分だけ

学校が開いているということでよろしいのですよ

ね。 

○大西篤学校教育部次長 悪天候などによりまし

て、学校が休業日になった場合につきましては、

年間の文部科学省で定められております授業時数

がありまして、それよりも100時間程度のゆとりを

持って各学校が年間指導計画を組んでおりまし

て、そのゆとりがある分の中で、休業になった分

を補うというような形になっておりますので、長

期休業中に、例えば休業になった分を振りかえて

登校日にするというような対応をしているという

ことは、昨年度は行われておりません。 

○田島央一委員 承知しました。ありがとうござ

います。 

 それで、例えば昨年、この前の冬のシーズンに

見ていても思ったのですが、天候がよくても道路

があかなくて、結局、学校がなかなか再開しない

ということがありまして、自分も地域を歩いてい

たら、昼なのに何で子供たちがいるのだろうと

思ったら、天気もいいのですよね。バスが走って

いないから、きょう休みなのだという話を聞くの

ですよね。極力、除雪の体制にもちょっとかか

わってしまうのですが、そういったところの見直

しだとか、どこまで道路をあけるだとか、そう

いった要望は教育委員会から、例えば関係機関に

働きかけしているのかなというところを一つお聞

きしたいと思っています。 

 具体的に言ってしまうと、実は西網走で言う

と、網走－端野線のほうがなかなか開かなくて、

そちらのほうにバスが入っていけないので、ス
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クールバスとしてはストップということで、数

日、学校が休校となっていたこともありましたの

で、除雪体制、市の管理の部分は直接いろいろや

りとりができるかもしれませんが、道に対してい

ろいろな、ここまでは早くあけてほしいだとか、

ここまであいたから、ちょっとスクールバスを走

らせるとか、いろいろな手立てはあるかなという

感じはするのですけれども、その辺の働きかけの

部分について、ちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

○林幸一管理課長 スクールバスが運行する部分

の除雪の体制に関してでございますけれども、市

道に関しましては、除雪が始まる前に、うちの土

木課のほうには、スクールバスが走る路線だとい

うことで説明をして、なるべく可能な限り早くあ

けていただきたいというお話をしています。 

 それからまた、道道に関しましても、同様のお

話はさせていただいております。喫緊に関してと

か、急にとかという部分では、市道、道道とも、

北海道のほうにも連絡をとりまして、道路状況を

確認した中で、学校にも情報を伝えて、バス会社

にも同時に伝えているという状況でございます。 

○田島央一委員 わかりました。 

 あともう１点、ちょっと確認したいのですが、

例えば道道なりは通行止にはなっているのだけれ

ども、それは、例えば具体的に言うと、荷上坂の

ほうに行くときに、ちょっと下におりていって、

バスが転回する場所のほうが、例えば大雨で水が

ついたり、土砂が流れてきて転回ができなくて、

そっちのほうはちょっと入れないということが

あったにしても、例えばそこの地区の保護者の方

にちょっと御協力願って、子供たちを上まで運ん

できてもらえれば、例えばスクールバスが運行で

きるというような、そういう状態があった場合に

は、親御さんに対して、ここまでは協力してくだ

さいだとか、そういったことの働きかけというこ

とは、これまでやられていたりはしていたので

しょうか。 

○林幸一管理課長 基本的には、通行止になれば

スクールバスは通るということはないところでご

ざいますけれども、生活道路として使用されて、

車が通行可能であるという場合におきましては、

今回の台風のときもそうだったのですが、学校か

ら保護者のほうに連絡をとって、可能であれば

送ってきていただいた中で、学校で授業を受けて

いただくという体制はとれましたということでお

話はお伺いしております。 

○田島央一委員 承知しました。 

 いろいろ協力体制をとりながら、学校の授業日

数に影響してきたりだとか、非常に学校側も苦労

している部分もありますので、保護者の方にも協

力を仰げる部分は仰ぎながら、スクールバスの運

行体制もうまくやっていただきたいなと思ってお

ります。 

 続きまして、ちょっと資料はないのですが、１

件、確認したい点がありまして、学校給食のこと

なのですが、学校に調理場があるところは、たし

か学校長が場長になって、一応責任者という形に

なっていると思うのですが、学校に調理場がない

学校の校長先生とかは、調理場の運営委員会の委

員という形を、多分、教育長名で委嘱をされてい

るかと思うのですが、この運営委員会というの

は、開催状況とかというのはどういうふうになっ

ているのでしょうか。定期的に開くものなのか、

何かあったときに開くものなのか、その辺、

ちょっとお伺いしたいのですが。 

○林幸一管理課長 通常でいきますと、年２回ほ

ど開催しております。年度途中に１回開催してい

るのですけれども、こちらでは、運営に関して、

各学校で何か協議したいような案件がないかとい

うことで集まっているのが１件と、年度末に向

かって、もう１回は、給食費の標準単価を決めな

ければなりませんので、参考単価ですね、そちら

をお示しする関係で開催しているということでご

ざいます。 

○渡部眞美委員長 答弁調整のため、暫時休憩い

たします。 

 着席のままお待ちください。 

午後３時30分休憩 

午後３時39分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 質疑を続行いたします。 

 田島委員の質問に対する答弁から。 

○林幸一管理課長 先ほど私がお答えした運営委

員会のお話は、市全体の運営委員会についてのお

話でして、学校ごとの運営委員会につきまして

は、共同調理場設置校であります校長を場長とし

て運営委員会を設置しております。構成メンバー

としましては、教育長が委嘱の形をとりまして、

当該校の校長、教頭先生、それから小学校から配

出している側の中学校の校長先生、教頭先生、そ
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れから給食調理員、同時にＰＴＡの代表の方、そ

れから配出している側の中学校のＰＴＡの方が構

成員となって運営しております。 

 集まり方なのですけれども、こちらは定期的に

ということではなくて、何かあれば集まって協議

していただくと。その中で、何かお話があれば、

教育委員会にも同時にお話をいただくという流れ

になっております。 

○田島央一委員 ありがとうございます。 

 そこで、ちょっと確認したかったのですが、例

えば何かあったということは、この前も給食に異

物混入があったとか、そういった場合を想定して

なのか、それとも、あくまで場長、調理場がある

ところの校長先生が音頭をとる形なので、その一

存に限ってしまうという形なのか、市全体として

そういう集まりの場があるのだったら、そこで吸

収できるだろうという意見も多分あるかもしれな

いですけれども、そこの中のやり方というのは、

特段、決めが全くないということでいいのです

か。 

○林幸一管理課長 基本的には、そこの場長であ

る学校長の判断になるかとは思いますけれども、

異物混入など、急を要する場合は、当該学校長の

場長である立場での判断による周知方法とか、対

応についての決断になるかと思いますけれども、

そのほかに、例えばアレルギーの子に対する対応

で、食器を例えば変えたらどうだとか、そういっ

た部分については、案件としては上がってくるこ

ともあるのかなとは思っています。特段の決めは

ございません。 

○田島央一委員 ちなみに、昨年、開催されたと

か、そういったことは把握はされていますか。 

○林幸一管理課長 昨年度、各校の共同調理場で

の開催状況、申しわけございません、把握してお

りません。 

○田島央一委員 大分お疲れのようなので、この

辺にしておこうかと思います。 

 運営の方法とか、ちょっと詳細な部分、わから

なかった部分がありましたので、お聞きした部分

もありました。 

 どういう位置づけかというのをはっきりしてお

くことによって、招集権者がしっかりどういうふ

うにやれるのかというのもあると思いますので、

その辺でちょっと質問させていただきました。 

 以上でございます。 

○林幸一管理課長 先ほど田島委員のほうから御

質問のありました、ことしの冬期間に休業になっ

た日数の関係なのですけれども、東部地区で４

日、西部地区で３日ということになっておりま

す。 

○渡部眞美委員長 よろしいですか。 

○田島央一委員 はい。 

○渡部眞美委員長 次。 

○川原田英世委員 私のほうからも質問させてい

ただきたいと思います。 

 委員会要求項目の資料の中から、18ページ、先

ほど永本委員のほうからの質問でもあった部分か

ら質問させていただきたいのですが、18ページ、

２番、教育相談の状況及び適応指導教室の通級状

況からなのですけれども、平成27年度はどっと数

が減っているというところで、下のほうに米印

で、教育、福祉の相談件数の重複内容を改めたと

いうふうに書いてあります。括弧で、日程調整な

どにかかわる連絡は件数に含めないこととしたと

いうことになっているのですけれども、ちょっと

この内容がよくわからなくて、重複内容を改めた

ということで、どれくらい減っているのか、重複

内容を改めたことによる数字の反映の部分を教え

ていただきたいのですが。 

○大西篤学校教育部次長 平成17年度から平成26

年度まで、300件から600件の間で推移しているも

のが、平成27年度、24件になっているものにつき

ましては、平成26年度まで、１件の案件につい

て、相談室と学校のやりとり、それから相談室と

保護者とのやりとり全てを含めた数がカウントさ

れておりました。例えば、平成25年度は614件あり

ますけれども、これにつきましては上の不登校の

件数の21件、プラス不登校の傾向がある児童生徒

の相談も含めた二十数件にかかわっての相談が614

件あるというカウントになっております。そのよ

うなカウントの仕方になっていたのですけれど

も、一つの事例については１件というふうに平成

27年度からカウントするような形になったため、

24件というような統計の数値になってございま

す。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 往復で連絡をとっただとか、そういうことも１

個１個でカウントしたのを、一つの件数という

か、一つの対象に対してまとめたというか、それ

で24件ということで理解しました。 

 ということは、実質的には、これは数が減って

はいないという認識でよかったでしょうか、平成
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26年度、平成27年度の間だけでいくと。 

○大西篤学校教育部次長 相談室のほうに確認し

たところ、カウントの件数を改めたということ

で、具体的な数字については把握していないので

すけれども、推移としましては、やはり500件程度

あったものというような報告を受けております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 では、全体でいけば、そこまで実質は前年度で

言えば変わっていないということで理解しまし

た。 

 全体の計でいくと、とはいえ年々減ってきてい

るのかなというふうな形で見させていただいてい

たのですけれども、しかしながら、いろいろな報

道等の調査を見ると、10代、20代の子供たちの４

人に１人が自殺を考えたことがあるというような

データも出ていたり、先日は10代の方が自殺直前

までいって踏みとどまったとか、そういう事件も

あったというふうに伺っています。 

 非常に子供たちのそういった環境がよくなく

なってきているというか、いろいろな情報がふえ

てきているということ、それから格差の要因、子

供の貧困だとか、そういったいろいろなことが背

景にあるのだと思うのですが、そういうことがふ

えてきているのと逆に、この相談の件数というの

は減ってきているというか、平成20年度ごろから

比べると徐々に減ってきているのかなと。つま

り、見えない、わからなくなって、把握できなく

なってきているのではないのかなというふうに

思っています。子供たちも隠すような状況がふえ

てきているのではないかなというふうに私は思っ

てしまうのですけれども、そこで１点お伺いした

いのは、それまで多かった非行などは平成23年度

からずっとゼロという形になっていますけれど

も、そのほか、家族関係だとかもずっと減ってい

ますね。不登校問題はずっと平成20年度ごろか

ら、多少の上下はあっても変わらないと思うので

すけれども、見えなくなってきている部分は、特

に家族関係が見えなくなってきているのかなと思

うのですが、相談を受ける中で、そういった見え

ない部分に注目して、着目してというか、そこに

向けて子供たちの相談を受けるような体制だと

か、そういった工夫とか、何かされているものと

いうのはありますでしょうか。 

○大西篤学校教育部次長 ここにカウントされて

いる数字につきましては、家庭児童教育相談室へ

の電話による相談、訪問による相談というような

部分なのですけれども、各学校におきましては、

道教委が実施するいじめアンケートですとか、ま

た、学級の環境、居場所、そういう子供の心のう

ちを探るＱ－Ｕテスト、アセステストといった、

そういったテストを実施して、子供の心の悩みを

引き出して対応するという体制が年々しっかりと

整ってきているというところもありまして、学校

で把握している分、ここに相談する件数が減って

きているという部分もあるのではないかというふ

うに考えているところでございます。 

○川原田英世委員 わかりました。ここにたどり

つく前の状況でということで、家族関係とかが

減ってきているのもそういった要因があるのかな

というふうに理解しました。 

 しかしながら、やっぱり見えないところで、特

に私は家族関係という部分は必ずふえてきている

のだろうなと。ただ、人に言えないという子供た

ちの感情が広がってきているのが大きいのだろう

なというふうに思います。 

 そして、その背景にあるのが、やはりさっき

言ったように、格差の問題だったり、母子家庭が

ふえてきているということも一つの要因にもある

のだと思います。 

 そういった中で、相談体制の中身なのですけれ

ども、こういったところで相談を受けたときに、

親御さんの状況も確認しながら、ほかの、例えば

社会福祉課のいろいろな事業等につなげていくよ

うな、そういった取り組みというのを、以前、予

算のときにもちょっと触れさせていただいたので

すけれども、そういった中身は検討されているの

か、もし実施されている例もあったら教えてくだ

さい。 

○大西篤学校教育部次長 この問題に関しまして

は、教育委員会と福祉部との連携によって進めて

いる部分でもございます。また、外部の機関、北

見の児童相談室などとも相談しながら行っている

部分、また、ケースワーカーですとか、スクール

カウンセラーを活用するなどして取り組みを進め

ているところなのですけれども、その部分につき

ましては、先進的な事例なども参考にしながら、

充実を図っていかなければならない部分というふ

うに考えております。 

○川原田英世委員 ぜひお願いしたいと思いま

す。やはり子供の状況からいろいろと見ていく

と、また違った形で、生活に困られている方の実

態というのが非常によくわかってくるのかなとい
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うふうにも思いますし、今は本当に格差が子供の

貧困という形で名前ばかり先行している部分もあ

るのですけれども、網走の実情は、この前伺った

ところ、やっぱり４人に１人ぐらいということ

だったということですから、これに対しては、

やっぱり各課挙げて協力して、連携をとって取り

組まなくてはいけないことだというふうに私も思

いますので、ぜひともさらに進めていっていただ

きたいなというふうにお願いをいたします。 

 僕のほうからは以上です。 

○渡部眞美委員長 次。 

○古都宣裕委員 私のほうからも何点か伺いま

す。 

 まず先に、網走市教育委員会事務点検評価報告

書から伺います。 

 この８ページに、特別支援教育の推進とあるの

ですけれども、これは毎年行っているものなので

すけれども、言葉の教室等のものだと思うのです

けれども、これは去年も同じく課題として増加傾

向にある要支援児童生徒に対する個別ニーズへ対

応する必要があると書いてあるのですけれども、

個別ニーズへ対応する必要があるというのは、僕

は人員増だと思うのですけれども、これはどのよ

うな意味で書かれているのでしょうか。パソコ

ン、タブレット等がふるさと納税によって導入さ

れたりはしていますけれども、これは人員増の必

要があると、増加傾向ということは、今後、対応

するためには、人員をふやしていく必要があるの

かなと私は思っているのですけれども、これはど

のような意味で書かれているのでしょうか。 

○林幸一管理課長 ニーズへの対応をする必要が

あるということで、28年度におきましては、特別

支援学級へのタブレットパソコンを導入するとい

うことも実施しているところでございます。 

 人員に関しましては、特別支援員の配置に関し

ましては、ふやしてきているところでございまし

て、現在はこの人数で特別支援のほうへの支援に

支障はないものと教育委員会では判断していると

ころでございます。 

○古都宣裕委員 ２年連続、増加傾向にあると、

もっと前から認めていると思うのですけれども、

今後さらにふえていくということで、教材のアイ

テムでニーズ対応というのはなかなか限界が来る

のではないかなと思います。ふるさと納税にも、

そういったほうに使うというふうに明言されてい

るので、しっかりと対応していただきたいと思い

ます。 

 次のページのいじめ対策事業について伺いま

す。 

 これも継続しているのですけれども、課題とし

て、表に出てこないいじめの実態把握に努める必

要があると毎年書いているのですけれども、これ

はどうやって表に出ないいじめを把握するので

しょうか。 

○大西篤学校教育部次長 いじめの実態把握につ

きましては、各学校が年に２回以上のいじめアン

ケートを実施しております。その実施方法につき

ましては、記名方式、それから選択方式、無記名

方式とあるのですけれども、学年、学級の実態に

応じた形で実施し、また、記名方式で行った場合

には、個別の相談を行うなどして、その状況につ

いて各学校が把握するように努めております。 

○古都宣裕委員 いじめ対策とあるのですけれど

も、近年、携帯電話を持つような小・中学生もふ

えてきている中で、ＬＩＮＥですとか、裏アカウ

ントみたいな、そういうようなのがあった中で、

全国各地でもＬＩＮＥのグループ内によるいじめ

等もあるのですけれども、そういった部分の把握

に対してはどのように取り組んでいるのでしょう

か。 

○大西篤学校教育部次長 ネットトラブルにかか

わる事例も近年ふえてきておりますことから、中

学校だけではなく、小学校も含めて、児童生徒に

対して、ネットトラブル未然防止の学習を開催し

たり、保護者を対象とした研修会を開催している

ほか、中学校におきましては、ネットトラブルも

含めた学校独自のいじめアンケートのようなもの

を実施したりしているような実態がございます。 

○古都宣裕委員 表に出てこないいじめというこ

とで、簡単にアンケートだけで発見できるもので

はないと思いますし、インターネット等を駆使し

てもなかなか見つけづらいところもあると思いま

すので、個々の対応の変化にしっかりと気づける

ような体制を築いていくことも必要ではないかな

と思います。すごく難しいと思うのですけれど

も、しっかり取り組んでいただきたいなと思いま

す。 

 あと、こちらの決算資料要求項目の中の、先ほ

どから何度か質問出ているのですけれども、18

ページのこの表なのですけれども、ちょっと私も

よくわからないところがありまして、平成26年度

から平成27年度にかけて、重複内容を改めたとあ
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るので、不登校問題に対しては、きっと不登校児

の日程等に関しての部分は重複しているからとい

うので記載していなくて、減少しているというの

はわかるのですけれども、この中の知能・言語と

いうのが急に28件とふえている。心身障がいとい

うのもいきなり14件ふえている。これは今年度に

限って急にふえたのでしょうか、このデータ変更

によって出てきたものなのでしょうか。 

○大西篤学校教育部次長 教育相談の内容、知

能・言語にかかわる部分につきましては、児童生

徒からの相談よりも、保護者、家庭からの相談の

割合が多いというふうに相談室のほうから報告を

受けておりますけれども、ここの部分につきまし

ては、不登校問題は一つの案件について重複した

カウントをしていなのですけれども、知能・言語

については、一つの事例について、複数の問い合

わせに対する対応も含めていることも考えられま

すので、その内訳について、確認させていただき

たいと思います。 

 この区分につきましては、例えばその他の部分

がこちらのほうにカウントされたとか、そのよう

な部分も考えられますので、カウントの仕方につ

いて、相談室のほうに改めて確認させていただき

たいと思います。 

○古都宣裕委員 それは、そうしたら心身障がい

のほうも一緒で、その他の部分が来ている可能性

があるというふうに理解して、回答を待ちたいと

思うのですけれども、同じようなカウントをして

いる中で、いきなり平成22年度に非行少年が64人

にふえて、その翌年度からゼロになってしまって

いるのですけれども、これもどのようなカウント

をしたらこういうふうになるのかなというのがわ

からないのですけれども。 

○大西篤学校教育部次長 平成22年度の64件が、

平成23年度はゼロ件になっている部分につきまし

ても、同様にカウントの仕方、どのような形でこ

のような内訳になっているのかという部分、先ほ

どの件とあわせて確認させていただきたいと思い

ます。 

○古都宣裕委員 わかりました。では、その部分

は回答を待ちたいと思います。 

 次に、ちょっとこれもわからないところがあっ

たので、資料要求項目の21ページなのですけれど

も、これも先ほどから議論があるところなのです

けれども、スポーツトレーニングフィールドとオ

ホーツクドームについてなのですけれども、こ

れ、僕は利用者の人数が多いほど収益が上がるの

かなと、利益というかお金がふえるというのは自

明の理だと思っていたのですけれども、ここの２

件だけ、なぜか平成26年度は５万9,612人で790万

円ぐらいあるのですけれども、その前年度、平成

25年度は６万人利用していて、なぜか翌年度より

人数が多いにもかかわらず、20万円ぐらい収益が

少ないのですよね。オホーツクドームも同じで、

平成23年度が一番収益を上げているのですけれど

も、人数的に言えば、今年度のほうが利用は多い

というふうになっているのですけれども、これは

どのような形でこういう数字が出てくるのでしょ

うか。 

○岩本博隆社会教育部次長 スポトレに関しまし

ては、ラグビー場とグラウンド等で、１回の使用

料というのがかなり安い設定になっております。

そこで50人、100人使って人数がふえたとしても、

数千円という形になります。例えばこの中には、

ゴーカートやおもしろ自転車の利用者も含まれて

おりまして、それは１人当たり四百数十円だった

り二百数十円だったりということで、単価が、同

じ１人でありましても違うものですから、人数と

収入というのが多少のバランスが崩れるという現

象になっております。 

○古都宣裕委員 スポーツトレーニングフィール

ドに関しては、前年度がそういったゴーカートと

自転車の収入があったのだなとわかるのですけれ

ども、オホーツクドームに関してはどのように

なっているでしょう。 

○岩本博隆社会教育部次長 オホーツクドームに

つきましては、個人利用でありながら団体貸しと

いう形をとっております。また、ドームでは多目

的に使う催し物等もありまして、そのようなとき

の使用料というのがスポーツで使うよりもかなり

高い単価になっておりますので、そこで先ほどと

同じように、利用人数と収入のばらつきが出てく

るというふうに押さえております。 

○古都宣裕委員 イベント等で使うのが多かった

り少なかったりしたら、そういう増減が出るとい

う理解をいたします。 

 次に、またちょっと教育委員会の事務点検評価

報告書に戻るのですけれども、この46ページのオ

ホーツク歩くスキーの集いとあるのですけれど

も、これ、ちょっとよくわからないのですけれど

も、参加申し込みが92人あって、実際に参加でき

たのが47人だけれども、参加者の増加につながっ
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ていないと、課題としてあるのですけれども、む

しろ半分しか申し込みに対して実施できていない

ので、これはどちらかというとやる側のほうの人

数が少し足りていないのではないのかなと思うの

ですけれども、どのようになっているのでしょ

う。 

○大西広幸スポーツ課長 オホーツク歩くスキー

の集いの件ですが、参加申し込み92名に対して参

加者が47名となっておりますが、大会の当日、悪

天候、吹雪になりまして、遠方からの参加者がた

くさんいらっしゃいまして、そちらの方が参加で

きなくて、参加人数が減少したものであります。 

○古都宣裕委員 平成26年度を見ると、参加申し

込みも九十何人いた中で、参加できたのが二十何

人になっているのですけれども、それも同じく天

候の関係でしょうか。 

○大西広幸スポーツ課長 はい、そのとおりでご

ざいまして、２年連続、当日、吹雪になりまし

て、参加者が減少しております。 

○古都宣裕委員 大変参加の申し込みがあるとい

うことは、人気がある中で、参加人数が追いつけ

ないというのはちょっと残念だなと思います。 

 あと、美術館についてお伺いいたします。 

 美術館、平成27年度はピカソ展に8,000人近く入

館者数がいらっしゃったと思うのですけれども、

居串佳一さんのところも含めて考えると、通年の

ほうは9,000人、プラス別として書いてあったの

で、ピカソのほうを含めると１万人以上の入館者

があったと。これは前年度に比べてどれぐらい人

数差があるのでしょうか。 

○古道谷朝生美術館長 まず、常設展のほうから

お話をさせていただきますけれども、常設展のほ

うは、前年度から比べますと、合計が4,321名から

１万1,078名に増加しております。 

 企画展でございますけれども、企画展のほうも

同じく増加してございまして、ほぼ倍近くにふえ

ていると申し上げていいと思います。 

 企画展のほうの数字でございますけれども、失

礼いたしました、26年度の企画展、移動展の合計

数が5,179名、平成27年度の合計数は１万748名で

ございます。 

○古都宣裕委員 企画展のほうは、ピカソの要因

がものすごく大きいのかなと思うのですけれど

も、常設展も倍以上になっているということは、

これは何が成功したと言えるのでしょうか。 

○古道谷朝生美術館長 企画展のほうの人数の入

館者の増が、そのまま常設展のほうの人数の増に

つながっております。常設展もあわせて無料にし

たことで、常設展のほうの人数も増加しておりま

す。 

○古都宣裕委員 ということは、企画の中で、こ

れはたしか信金さんの周年のやつもあわせてとい

うところだったと思うのですけれども、加えて、

それが無料だったというので、大変人気を博した

と記憶しているのですけれども、ということは、

美術振興のためにも、やっぱりネームバリューが

必要で、今後、こういった企画を大いにやってい

くべきだと思うのですけれども、どのように考え

ているのでしょうか。 

○古道谷朝生美術館長 今後もできる限りこのよ

うなネームバリューのある展覧会も企画してまい

りたいと考えております。 

○古都宣裕委員 昨年はミニミニセブンというこ

とでやった中で、評価報告を見ると、少ない人数

で大変だったと書いてあるのですけれども、今年

度はそういったことはなかったのでしょうか。 

○古道谷朝生美術館長 こちらのほうのピカソ版

画展のときには少ない人数でしたけれども、何と

か頑張って回しておりました。 

○古都宣裕委員 ミニミニセブンということで、

企画がころころ変わるから、すごく大変だったの

かなと思っていたのですけれども、美術振興とい

うのは、別に収益性を求めるものでなくて、芸術

的な地域醸成を図るものの一つとして大変必要な

ものであると思います。また、あわせて、網走に

はモヨロ文化もありますし、そこは網走でしか見

られないもの、また、博物館網走監獄も網走でし

か見られないもの、こういったものも観光等に全

部つながっていくものだと私は認識しております

ので、しっかりと売り出して、ＰＲしていってほ

しいなと思います。 

 以上です。 

○渡部眞美委員長 次。 

○小田部照委員 主要施策の成果報告書92ペー

ジ、スキー場備品整備事業について伺います。 

 レイクビュースキー場にタイム計測器の設置と

ありますが、昨シーズン、レイクビューのスノー

フェスティバルで市民スキー大会が行われたとき

に、私も実際、現場で拝見いたしました。関係者

の方から、1,000分の１秒の誤差で計測をするすご

い機器なのだというようなうれしい説明も受けた

ところなのですが、これはスキーやスノーボード
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以外の競技にも活用できるのか、伺います。 

○大西広幸スポーツ課長 昨年導入しましたス

キー競技用タイム計測器でございますが、昨年は

スキー少年団、スノーフェスティバル等で利用さ

れておりますけれども、そのほかの用途があると

は私は聞いておりません。 

○小田部照委員 わかりました。 

 今のスキー場は、標高やコースの状況だとか、

ロッジ、駐車場の確保ですとか、いろいろ課題は

たくさんあると思うのですが、せっかくすばらし

い計測器が導入されましたので、大人の大会とま

ではいかなくても、ジュニアの大会の誘致だとか

にも取り組んではどうかと思いますが、その辺は

どういうふうにお考えでしょうか。 

○大西広幸スポーツ課長 委員のおっしゃるとお

り、いい計測器も入りましたので、大きな大会を

誘致できるよう、スキー協会のほうにも協力をい

ただいて、検討してまいりたいと思います。 

○小田部照委員 わかりました。ぜひそうしてい

ただきたいと思います。 

 スキー場全体に老朽化が進んでおり、計画的な

整備を考えているのだと思いますが、今の認識を

伺いたいと思います。 

○大西広幸スポーツ課長 スキー場の施設の老朽

化についてでございますが、山麓ロッジのほうも

年数が経過しておりまして、老朽化しておりま

す。雨漏り等も報告されておりますので、その辺

の改修も含めて検討していきたいのと、スキー場

のリフトにつきましても、制御盤のほうの耐用年

数が過ぎておりますので、こちらも常時点検しな

がらメンテナンスを行って、長寿命化を図ってい

きたいと考えております。 

○小田部照委員 わかりました。 

 報告書の今後の方向性に書かれているように、

利用者の期待に応えられるような施設整備を行っ

ていっていただきたいと思います。 

 以上です。 

○渡部眞美委員長 次。 

○栗田政男委員 私のほうからもピカソについて

ちょっとお伺いをしたいのですが、ピカソ展、差

し障りなければ、総事業費はどれぐらい、市のほ

うと信金さんのほうとあったと思うのですが、雑

駁な総額というのはどれぐらいかかったのでしょ

う。 

○古道谷朝生美術館長 こちらのほうの資料に載

せてありますとおり、決算額247万6,000円、それ

から、こちらのほうの市のほうでおおよそ10万円

ぐらいということで、250万円強、260万円弱、こ

れぐらいのざくっとした予算になっております。 

○栗田政男委員 それだけの費用がかかったとい

うか、かけたおかげと申しますか、これは大きい

ところは信金さんの協力があったというところ

で、当時の小山理事長が非常にこういう絵画に造

詣の深い方だったので、それと合体してこういう

企画があったということで、ピカソですから、誰

しもが知っている有名な画家でありますし、その

一部ですから、主に版画等のものが多かったよう

に思います。もちろん我々議員は全員見ていると

思いますけれども、非常に内容の深い、ふだん、

余り美術館というところが脚光を浴びない場所で

すから、さっき古都委員のほうからも御指摘が

あったように、非常にいいことだったのだろう

と。 

 私、本当に美術とか芸術というのは全然造詣が

ないものですから、そういう自分であっても、普

通の人間であっても、見ることによって非常に感

動もいたしましたし、ピカソというのはこういう

ものをつくっていたのだということで、認識を新

たにした次第であります。 

 そういった意味で、今後、古都委員のほうから

も言われていましたが、やはりある程度の知名度

のある方、これが我々も知っているラッセンと

か、そういう人たちだったらもっともっとたくさ

んの入場も確保できるものかもしれませんし、逆

に、美術館というのはまちの非常な宝なのです

ね。私どもの網走、当市の美術館の位置というの

は非常にいい場所にあると私は思っています。宿

泊施設等も近いですし、繁華街にも近いので、そ

ういう中で、やはりＰＲというのがまだまだ不足

しているのかなという気がするので、ぜひとも市

民はもとより、観光の方々、いろいろ策は練って

いると思うのですけれども、もっともっと知って

もらって、せっかく網走にいい芸術の発信基地が

あるのだということを、各観光地にも結構個人で

開いたり、いろいろな美術館があります。そうい

うものも一つの巡る場所とか、いろいろな部分に

なっていますので、当市も取り組んではいますけ

れども、より一層努力をしていただきたいのです

が、その考えについてお伺いします。 

○古道谷朝生美術館長 今後もＰＲ、それから、

広報に努めてまいりたいと思います。 

○栗田政男委員 ぜひ、我々もＰＲに努めますの
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で、よろしくお願いしたいと思います。 

 モヨロ貝塚のラッピングバスの件なのですが、

原課のほうでこの効果というのはどういうふうに

押さえているのでしょうか。 

○米村衛社会教育部参事監 モヨロ貝塚のラッピ

ングバスの件ですが、空港から網走市内にかけて

の路線につきまして、そのバスにモヨロ貝塚の出

土品とか、そういうものをラッピングしてＰＲし

ていただいているところであります。 

 モヨロ貝塚、空港におりていただいて、まず、

荷物の回転台の前にも案内看板を出しております

し、それとあわせまして、ラッピングバスによっ

て、ちょうど空港バスはモヨロ貝塚の入り口にも

停車します。その中で、おりてきてくれる方もい

らっしゃいますし、全くモヨロ貝塚を知らないと

いう方には、非常に大きなアピールになっている

ものと認識しております。 

○栗田政男委員 私たち議員もいろいろな地域に

お邪魔をして、その場所、場所によって、その地

域を売る手法として、最近、やっぱりラッピング

バスだとか、いろいろなものもはやっています。

企業の宣伝に使うのが本来なのでしょうけれど

も、非常に効果があると思うのです。このモヨロ

文化というのは、やっぱり当市独特のものですか

ら、もっともっとＰＲをして、しっかりと発信す

ることによって、この部分も非常に観光の拠点に

もなるでしょうし、我々の宝になり得る大切な部

分なので、そのＰＲの部分で、僕は大成功だと思

いますので、高く評価をしたいと思います。 

 続きまして、先ほど来出ていましたスポーツフ

ィールドの件なのですが、人数が若干減少はして

いるのですけれども、１点お聞きしたいのは、毎

年毎年、芝生の張りかえをしなくてはいけないの

で、大変費用がかかるのですけれども、大体原課

としてはどれぐらいの範囲で更新というのを考え

ているのでしょうか。 

○岩本博隆社会教育部次長 スポーツトレーニン

グフィールドの芝の寿命でありますが、利用頻度

にもよるのですが、大まかに10年というふうに事

業者からは聞いております。ただ、網走のメンテ

ナンスをしている事業者というのが非常に能力が

高いということで、今までの例としましては、13

年、16年という形でもった例もありますので、事

業者のほうには丁寧にメンテナンスしていただい

て、少しでも長く使えるようにというふうに考え

ております。 

○栗田政男委員 長いのかなと思うのですが、こ

の議論をいつもしていたので、よく聞いていたの

ですが、スズメノカタビラが入ってしまうと、や

はり芝生としての、ケンタッキーブルーグラスが

ちょっと弱ってしまうということで、そのフィー

ルドとしての評価が下がってしまうということ

だったのですが、その辺の混入状況というのは、

今どうなっているのでしょうか。 

○大西広幸スポーツ課長 昨年度にラグビー場、

一昨年度のサッカーコート２面、芝の張りかえを

しておりますが、テニスコート側の４面のグラウ

ンドにつきましては、平成20年度、平成21年度に

ＴＯＴＯの助成をただいて更新しております。本

年度、合宿を実施しましたが、スズメノカタビラ

が大分繁殖しております。そちらのほうが先に枯

れますので、どうしてもグラウンドがはげて、土

が出てきてしまう状況もありますので、また今年

度、来年度以降、部分的な張りかえも含めて、芝

の維持補修に当たっていきたいと考えておりま

す。 

○栗田政男委員 カタビラというのは、短くして

も種が出やすいので、それが蔓延するという性質

を持っているので、非常に厄介な雑草なのですけ

れども、そういうことで御苦労されていると思い

ます。 

 全体を通して、僕は合宿事業というとらえ方で

フィールドを考えているのですが、非常にビジネ

スとしても成功事例だというふうに思っていま

す。もちろんそのためには、原課のほうではいろ

いろなＰＲ活動だったり、いろいろな会社訪問

だったり、いろいろ御苦労されて、きょうがある

ということはもちろん重々知っていますし、そう

いう中で、やはり多額の費用が、当然、これだけ

の日本一と言われている芝を維持するためには必

要だと思います。ですから、予算に関しては、こ

れはしようがないことですし、いいものを維持す

るためにはお金をかけなくては絶対維持できない

と。ではどうするのかというと、リターンをどう

するのか、市民還元をどうするのか。やはり多く

の人たちが網走を訪れてもらって、その人たちが

網走にいろいろな還元をしてもらうということが

非常に大切ですし、そういう部分の経済的なもの

を考えると、非常にこれはプラスのほうに動いて

いる、成功事例の最大の一つだというふうに私は

高く評価をしております。 

 それで、これは毎年、僕のほうでお願いをして
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いるのですけれども、ぜひとも渉外費だとかいろ

いろな部分では一生懸命予算要求をしながら、

しっかりと各企業にお願いをしたり、来る人たち

のおもてなしも含めて、よりよいものにしていっ

て、リピーターとして来ていただく以上、また網

走に来たいな、網走だから行きたいなというよう

ないい環境、そういう風が日本中に蔓延すること

によって、当市のＰＲに必ずつながりますので、

ある面ではいろいろな所管を縦断した中でやっぱ

り考えなくてはいけないことなのでしょうけれど

も、僕は本当にこれは成功事例だと思っています

し、ぜひとももっともっと力を入れて頑張って

やっていただきたいというふうに思います。 

 全体を通して、教育関係のほうは、木目澤教育

長が勇退をされて、非常に真面目な方だったの

で、本当にそつなくやられた結果、大変いい成果

を残されたと思います。新教育長にかわったこと

によって、私はいろいろないい意味の風だとか色

を期待しています。ぜひともいい方向でこの部分

が進むように御期待申し上げて、私の質問を終わ

ります。 

○渡部眞美委員長 次。 

○金兵智則委員 それではお伺いしていきます。 

 まず、決算書247ページの高等学校振興補助金と

いうのがあるのですが、決算書には明記がないの

ですけれども、予算の時点で奨学費というのが当

初予算248万4,000円ということで計上はされてお

りました。奨学金の貸し付けという制度なのだと

思いますが、使用されていないということなのだ

と思いますけれども、現状を確認させていただき

たいと思います。 

○林幸一管理課長 奨学金の貸し付けの関係でご

ざいますが、平成27年度におきまして貸付件数は

なかったということでございます。 

○金兵智則委員 この奨学金貸付事業、使われな

かったことというのは、今年度のほかにもあった

のでしょうか。余り使われなかったという記憶が

なかったのですけれども、そういった年もあると

いうことなのでしょうか。 

○林幸一管理課長 貸し付けの利用に関しまして

は、年々、少しずつ減少しているなという傾向に

はございましたけれども、ゼロであったというこ

とはなかったかなと記憶しております。 

○金兵智則委員 課題として貸付件数の減少とい

うことは評価報告書の中にもありますけれども、

制度の周知が必要なのかなというふうに思います

けれども、どのようにお考えでしょうか。 

○林幸一管理課長 この貸付金の利用に関しまし

ては、文部科学省の有識者会議の中でも議論され

ているところではございますけれども、収入、受

給率とも全国的に微減が続いているというところ

もあるということでございますが、この背景に

は、近年、奨学金の返還の負担が大きくなったこ

とにより、申請することに躊躇することが見られ

ているとか、また、日本学生支援機構や民間の教

育ローンなども借入額が大きく、利用しやすいこ

となども考えられるということで考えておりま

す。周知につきましては、毎年度、学校を通じて

周知しているところでございますが、さらに継続

して周知を図ってまいりたいと考えております。 

○金兵智則委員 奨学金が返せなくなる、滞納し

てしまうということも課題であるということはこ

こにも明記されています。 

 網走市議会としても、高校生に対する奨学金、

返す必要のない奨学金の制定をということで意見

書も提出させていただいたりもしております。網

走市としても、国のほうに働きかけということも

行っていっていただきたいというふうに思います

けれども、どのようにお考えでしょうか。 

○林幸一管理課長 奨学金の制度のあり方等につ

きましては、今、国のほうでも議論されている最

中だとは思います。この推移を見ながら、また取

り組みについて考えてまいりたいと思います。 

○金兵智則委員 いろいろ状況があるということ

の答弁だったのかなと思いますけれども、目的

が、能力があるにもかかわらず、経済的理由に

よってというところでありますので、そのような

高校生が出ることのないというのが公平性という

観点からも必要なのかなと。高校は義務教育では

ないということもありますけれども、今、ほぼ義

務教育みたいな状況でございますので、この辺は

取り組んでいっていただきたいということを申し

添えさせていただきます。 

 続きまして、読書感想文コンクール開催事業に

ついてお伺いをさせていただきます。 

 たしか27年度から新規で始まった事業でありま

す。 

 成果等報告書の88ページの上段にもあります。

評価報告書の４ページの下段にもありますけれど

も、この中に実績ということがありますけれど

も、決算額が予算原額に比べて少なく終わってい

る、この辺の理由について、まずお伺いしたいな
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と思います。 

○大西篤学校教育部次長 予算につきましては、

応募した児童生徒への参加賞として計上していた

部分なのですけれども、市内の小・中学生が2,700

名おりまして、その2,700名全員を見込んでいた部

分に対して、応募数が約2,000であったというとこ

ろ。また、参加賞として渡した鉛筆の単価が予算

していたよりも若干安価なもので賄えたという部

分によるところが大きくなっております。また、

読書感想文の作品集の印刷製本費も、見込んでい

た予算よりも少ない額で作成することができたと

いうことになっております。 

○金兵智則委員 状況については理解をさせてい

ただきました。 

 ただいまの答弁で、参加賞、2,700人分を計上し

ていたけれども、約2,000作品の応募があったの

で、そこでも差額が生じましたよという答弁があ

りましたけれども、この2,000人の応募というの

は、第１回目の開催でありますけれども、担当課

といたしましては、この辺の評価はどのようにさ

れていますでしょうか。 

○大西篤学校教育部次長 各学校、学年によって

応募数に若干の差はありますけれども、市内の全

ての学校から応募があったこと、中学校において

も合計で447点の応募があり、想定した数よりも多

くの参加数があったという部分につきましては、

市内全校で読書感想文の取り組みが進められたと

いうところについては成果としてとらえておりま

す。 

○金兵智則委員 一定の評価をされているという

ことで理解をさせていただきたいというふうに思

います。 

 やはり読書感想文、読書というのが学力の向上

につながるというのはあらゆるところで言われて

おりますので、ぜひとも、やはりなるべく全員に

参加していただくようにしていっていただきたい

というふうに思いますけれども、お考えを。 

○大西篤学校教育部次長 今年度も第２回目の読

書感想文コンクールの応募要領などを各学校に送

付したところでございます。 

 第１回目の審査委員会、各学校の教員に審査委

員を担っていただいているのですけれども、その

中で、よりたくさんの応募数がふえるように、例

えば昨年までは小学校であれば低学年、中学年、

高学年という区分で審査をしていたものを、学年

別で審査をして、入賞数をふやす、それから児童

生徒の書く力によっては、教科書教材を用いた読

書感想文を書かせることも可とするというよう

な、ちょっと柔軟性を持たせた応募要領をことし

作成しまして、参加数の拡大を期待しているとこ

ろでございます。 

○金兵智則委員 門戸を広げるといいますか、柔

軟性を持った対応をしていただけているというこ

とでありますので、推移を見守りたいというふう

に思いますし、評価したいなというふうに思いま

す。 

 続きまして、特別支援教育の関係でお伺いいた

します。 

 昨今、児童生徒の数、増加しているということ

で言われてきております。 

 まず初めに、今年度の特別支援学級におけます

児童生徒の人数はどのようになっているのか、お

伺いしたいというふうに思います。 

○大西篤学校教育部次長 特別支援学級在籍の児

童数でありますけれども、今年度、小・中学校合

わせて104名となっております。前年度、平成27年

度から比べて３名の増加というふうになっており

ます。 

○金兵智則委員 小・中学校合わせて104名、昨年

度より３名の増加ということでありました。少し

ずつでありますが、ふえているのかなというふう

に思いますけれども、さまざまな生徒児童がおり

ますので、それに対応される指導員、それから特

別支援の先生方、大変御苦労されているのかなと

いうふうに思いますけれども、昨年度は計上のあ

りました特別支援教育研修事業というのが、今年

度決算にはないということで、事業が遂行されて

いないのか、経費がかからなかったのかというと

ころなのではないかなと思いますけれども、実態

をお伺いしたいというふうに思います。 

○林幸一管理課長 昨年度の研修におきまして

は、北海道の事業に乗った形での研修の実施とい

うことになっておりまして、８月31日に研修会を

開催しております。ただ、市の決算としてはゼロ

であったということでございます。 

○金兵智則委員 道の予算で、それに乗っかる形

でということでありました。研修していないとい

うわけではないということを理解させていただき

ますけれども、内容としては、特別支援の先生方

が参加されるような研修という理解でよかったで

しょうか。 

○大西篤学校教育部次長 特別支援教育の研修会
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につきましては、特別支援学級を担任している教

員、また、特別支援教育を担任していないけれど

も、特別支援教育を学びたい教員、また、網走市

で配置しております特別支援教育支援員を対象と

した研修会で、北海道立特別支援教育センターの

室長などを講師として呼んで参加しており、参加

の実数としては40名という形になっております。 

○金兵智則委員 済みません、40人の内訳なので

すけれども、今、特別支援を担任している先生、

していないけれども学びたい先生、それと支援員

の方々ということでございましたけれども、その

辺の内訳をお伺いしたいと思います。 

○大西篤学校教育部次長 今、手持ちの資料の中

に内訳まで記載されてございませんので、改めて

確認して報告させていただきます。 

○渡部眞美委員長 金兵委員の質疑の途中です

が、ここで暫時休憩いたします。 

午後４時37分休憩 

午後４時46分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 質疑を続行いたします。 

 金兵委員の質問に対する答弁から。 

○大西篤学校教育部次長 特別支援研修会の参加

者の内訳について回答いたします。 

 40名の内訳ですが、教諭13名、特別支援教育支

援員19名、発達支援センターの職員、指導員３

名、市内の保育士２名、幼稚園教諭１名、保護者

２名の40名という参加になっております。 

○金兵智則委員 内訳については了解をしまし

た。 

 教員13人の中に、特別支援の担任を持っている

先生と、興味を持っている先生というのが含まれ

ているのではないのかなというふうに思いますけ

れども、やはり教員の中でいけば、特別支援の担

任を持っている先生のほうが、やっぱり研修に参

加するのは多いのかなという印象なのですが、そ

れでよかったでしょうか。 

○大西篤学校教育部次長 教員の13名は特別支援

学級の担任13名というようなことでした。 

○金兵智則委員 そうしたら、教員の13名は全員

が特別支援教室の担任を持っている先生だったと

いうことですね。 

 これ、やっぱり枠的には40人という枠なのです

けれども、これは定数が40人ということなので

しょうか。 

○大西篤学校教育部次長 定員というものは設け

ておりませんが、特別支援学級を担任している担

任につきましては、網走市で開催する研修会のほ

かにも、道教委が開催する研修会などにも参加す

る機会がありますし、学校を離れることで児童の

担任が外れる形になりますので、参加者数が実際

の担任数よりも少ないというような実態になって

いるかと思います。 

○金兵智則委員 特にこの研修については定数を

設けているわけではないというのと、特別支援教

室の担任を持っている先生は、これ以外にも研修

がさまざまあって、参加されているという実態に

ついては理解させていただきました。 

 ここまで、なぜこういう質問をさせていただい

たかといいますと、特別支援に通われている子

供、発達障がいの子供ばかりではないのでしょう

けれども、発達障がいの子供さん、それと発達障

がいと確定診断は受けていないですけれども、そ

ういう傾向があるよということで支援に通われて

いる方がいるのだと思うのですよね。発達障がい

というものは、小さいうちに判断ができればいい

のかなというふうに思いますけれども、判断がつ

かないことも多々あると。それと、保護者の方の

理解といった面で、ただただ落ち着きがない子

供、じっとしているのが好きな子供なのだねとい

う形で、なかなか見つけられないまま小学校のほ

うに入学していくと。そうなってくると、そうい

う子供さんと向き合うのは発達支援教室の担任を

している先生ではなくて、普通クラスの担任を

持っている先生なのですよね。そういう先生方に

も、できれば特別支援の研修というものを受けて

いただいて、知識というもの、余りにも知識ばか

りが増大してしまうのもよくないとは思うのです

けれども、そういう、この子供が発達障がいの傾

向があるのかどうなのか、判断基準の物差しをつ

くるために、研修というものにぜひとも参加する

ような手立てをとっていただきたいというふうに

思いますが、いかがでしょうか。 

○大西篤学校教育部次長 通常学級を担任してい

る教員につきましても、特別支援教育に関する研

修会も開かれておりまして、毎年ではなくても、

参加している実態がございます。また、学校にお

きましては、網走養護学校の先生を招聘して研修

会を実施したりですとか、特別支援教育センター

の先生を招聘して、学校独自の研修会を開催する

などしております。 
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 特別支援教育は、特別支援学級に所属する子供

だけを対象にしたものではなく、通常学級に在籍

する特別な支援を要する児童生徒に対する教育も

含まれておりますので、各学校において、資料の

提供も含めた研修の充実は年々図られているもの

と認識しております。 

○金兵智則委員 さまざまな研修をやられて、研

修は充実してきているという御答弁をいただきま

したけれども、やはり特別支援教室に通わせるか

どうかというのは保護者の判断もあるので、特別

支援教室に行ってくださいということを先生方が

言えるものでもないというのは理解しているので

すが、いざ、学力という面では、やはり何もわか

らないまま、１年生、２年生、３年生といくより

は、なるべく早く発見をされてというか、認識を

して、判断は保護者なのですけれども、そういう

提案というものができるのでしたら、子供たち一

人一人の個性に合ったきめ細かい教育ができるの

かなというふうに思いまして、今の答弁の中にも

門戸は開いているということでありましたけれど

も、40人の中の13人の先生は全て特別支援の担任

を持っている先生だったと。門戸はあるけれど

も、ほかにも学校のほうに呼んで対応していると

いうのは重々わかりますけれども、より積極的に

やっていっていただきたいというところなのです

けれども、もう一度答弁よろしいですか。 

○大西篤学校教育部次長 特別支援教育に関する

研修の充実は、学校の教員も必要としております

し、文部科学省、道教委のほうからも、積極的な

研修の参加、それから、特別支援教員の免許保有

者の拡大なども求められておりますので、教育委

員会としましても、研修の充実などを積極的に進

めていくような取り組みを進めていきたいという

ふうに考えます。 

○金兵智則委員 よろしくお願いしたいというふ

うに思います。 

 次の質問に移ります。 

 次は、パソコン教育推進事業であります。 

 小学校、中学校でパソコン教育の推進事業とい

うのがそれぞれ予算、決算があるのですが、昨年

度と比べて大きく両方ともふえているということ

でありますけれども、その理由と中身についてお

伺いしたいというふうに思います。 

○林幸一管理課長 平成27年度におきまして、小

中学校におきまして、教職員用のパソコンの更新

作業をいたしております。これはＯＳの更新にな

りますけれども、その部分を更新したことと、セ

キュリティ対策を実施したことによる金額の増で

ございます。 

○金兵智則委員 それは、例えば小学校でいうと

情報教育推進事業のパソコン教育推進事業の中で

整備が行われるといったことだったのですかね。

小学校、パソコン整備事業というのもあるのです

けれども、それは子供たちの分であって、教職員

についてはこの教育推進事業の中で行われるとい

う理解でよかったですか。 

○林幸一管理課長 昨年度実施したのは、教職員

のＯＳの更新作業をこの事業の中で実施したとい

うことで、パソコン整備事業に関しては児童の分

を整備するということでございます。 

○金兵智則委員 理解をさせていただきます。 

 特に教育、授業科目がふえたとか、そういうこ

とではなくて、環境の整備だということで理解は

させていただきたいと思いますけれども、このパ

ソコン教育ですが、多分、さまざまな、ワード、

エクセルのようなものから、パソコンに関する知

識やモラルといったようなことなのかなというふ

うに思いますけれども、情報教育といったことの

中身的にはそういった感じでよかったでしょう

か。 

○大西篤学校教育部次長 小学校におけますパソ

コンの活用につきましては、主に調べ学習が中心

になるかと思います。また、高学年におきまして

は、調べたものをもとにレポートをつくるなどの

学習も進めております。 

 また、中学校におきましては、学びの成果をプ

レゼンテーションのような形で、例えばパワーポ

イントを使って発表の資料をつくるなどの活動を

行っている学校もあると認識しております。 

○金兵智則委員 わかりました。 

 作業のほうがメインなのかなというふうに思い

ますけれども、多分、パソコンですので、画面が

あって、キーボードがあってというものなのかな

と思いますけれども、今、流れ的には、パソコン

から、今度はタブレットへという流れが世界のほ

うでは進んできているという話も聞きますけれど

も、その辺の流れと教育について、何か変更とい

うか、今後の方針というのが何かありましたらお

伺いしたいというふうに思います。 

○林幸一管理課長 タブレットへというお話でご

ざいますけれども、中学校におきましては、前

回、更新するときには、タブレットでパソコン教
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室の機材を整備したということでございます。 

 実はその前に小学校の更新もあったのですけれ

ども、こちらは学校の意見をお伺いした中で、デ

スクトップ型を導入してくれということで、前

回、デスクトップ型のパソコンを導入していると

ころでございますが、今後、小学校のパソコン更

新の時期が来ましたら、タブレットの更新を視野

に入れた中での更新になろうかということで考え

ております。 

○金兵智則委員 僕も余りパソコンは得意ではな

いのであれなのですけれども、時代の流れは早い

というところで、世界では普通にパソコンではな

くてタブレットを通常のものとして使うといった

ような流れもあるみたいですし、流れに即した対

応をとっていただきたいなというふうに思いま

す。 

 続きまして、学校図書についてお伺いをいたし

ます。 

 決算委員会資料の19ページにも細かい一覧表が

出ていますけれども、ざっと見させていただきま

して、標準冊数にいっていないところも、例えば

南小学校などでいけば、廃棄処分か行われて、標

準冊数から大きく落ちたというところもあります

けれども、全体としては標準冊数に達している状

況なのかなというふうに見えるのですけれども、

教育委員会として、この辺の現状についてどのよ

うにお考えなのか、お伺いしたいというふうに思

います。 

○林幸一管理課長 平成27年度におきまして、図

書整理をする中で、児童の図書の利活用に支障の

ないと思われる範囲で、古くて使われない図書を

南小学校においては廃棄処分したということで聞

いております。 

 各学校におきまして、閉架している図書が多く

あることは私どもも認識しているところでござい

ます。 

 冊数としましては、各学校ともおおよそ標準冊

数に達してきているのかなということで考えてお

ります。 

○金兵智則委員 小学校、中学校と、学校図書整

備があったのですけれども、昨年度に比べて決算

額、両方とも半分か半分以下かということであり

ましたけれども、これはこのぐらいの予算があれ

ば刷新はされるというところでこういう決算額に

なったという理解でよろしかったでしょうか。 

○林幸一管理課長 前年度との決算額の比較とい

うことでございますが、平成25年度、平成26年度

におきまして、基準冊数を基準とした整備に少し

力を入れようということで、予算を増額しており

ます。平成27年度からは例年どおりの配分予算を

組んだということでございます。 

○金兵智則委員 それで大分蔵書が刷新されたの

かなというふうに思いますけれども、30年以上

たって古くなったものというのは、まだまだ存在

するのかなというふうに思いますけれども、その

辺の状況についてお伺いしたいというふうに思い

ます。 

○林幸一管理課長 学校図書における鮮度につい

てのお話かと思いますけれども、確かに先ほども

お話ししたとおり、学校におきまして、古くて閉

架している図書が多くあるということは私どもも

認識しております。学校図書の鮮度につきまして

は、文部科学省でも現在議論されているところで

もございますので、この動向を見ながら図書の整

備を進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○金兵智則委員 昨年度も実は同様の質問をさせ

ていただいておりました。昨年度でいくと、30年

以上たった蔵書が小学校で32％、中学校で36％、

全体でいけば34％ですということで御答弁もいた

だいていました。25年度、26年度と大幅に入れか

えが行われ、27年度については通常に戻ったとい

うことでありますけれども、その辺で数字の変化

というのはあったのでしょうか。 

○林幸一管理課長 30年以上たった図書の割合と

いうことでございまして、今、申しわけございま

せんが、手元に資料はございません。 

○金兵智則委員 そんなに大きく変わっていない

のかなと思うところもありますが、３割は切って

いていただきたいという期待もあるところです

が、後ほどということですので、それを待ちたい

なというふうに思います。 

 次の質問に移ります。 

 次が、読書活動推進事業というものであります

けれども、昨年度の決算に比べると、多少です

が、推進事業の金額が大きくなっているというと

ころでありますが、その内容についてお伺いした

いというふうに思います。 

○笹尾誠図書館長 読書活動推進事業の決算状況

の関係で御質問いただきました。 

 平成26年度から平成27年度、大きく増加してい

るのではないかということですが、実は読書活動
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推進事業と一くくりにまとめていますが、幾つか

の事業が含まれております。例えば図書館まつり

だとか、春先の子供読書週間だとか、小学校にお

伺いして実施をしているブックトーク事業などが

ありますが、平成27年度については、実はその中

のブックトーク事業を拡充してきている状況でご

ざいます。それまで２日間で市内の小学校を中心

に12講座ほどやっておりましたが、平成27年度に

つきましては３日間を使うということで、昨年は

市内の小学６年生の全クラスを対象ということ

で、14講座実施をしました。特にその部分が、工

程が１日ふえたということで、委託料がふえてき

たということで、総体拡充の根拠としてはそのあ

たりがございます。 

 以上でございます。 

○金兵智則委員 本に触れる機会をふやすために

ふやされたということで理解をしたいというふう

に思いますけれども、評価報告書の19ページにも

ありますし、成果報告書の94ページにも図書館資

料整備事業ということで、平成27年度末の蔵書数

が20万冊を超えたということになっております。

たしか市立図書館の収納能力の上限が20万冊だと

いうことだったのかなということでありまして、

図書館のほうでも本の鮮度といいますか、入れか

えが行われているのだというふうに思いますけれ

ども、その状況ということをお伺いしたいという

ふうに思います。 

○笹尾誠図書館長 予算の事業名としては図書館

資料整備事業ということで、毎年、本や新聞、雑

誌等を購入する予算を計上しております。 

 今、御質問のありましたとおり、平成27年度末

で20万冊ということで、今の図書館に移った当時

は10万冊ほどでスタートしておりますから、よう

やく図書館のキャパに合う数字になってきたのか

なという状況でございます。 

 そこで、今御質問のありました鮮度の問題等々

でございますが、実は図書館の中には、地方資料

といいまして、網走ですとか北海道の古くても貴

重な資料、もちろん二つとないような資料がござ

いますから、市立図書館で言いますと、鮮度の問

題というのは余りクローズアップされた議論とい

うのはこれまでもした経過がございませんし、よ

その図書館でも同様ではないかと思います。た

だ、読み物、物語だとか小説だとか、やはりその

あたりになりますと、いつまでも古いものをどう

なのだということがございますから、20万冊を超

えてきた中で、この何年間かはそうでございます

が、だんだん近づいた中で毎年見直しをして、傷

んだ本ですとか、内容が古くなった本だとかとい

うのは、当然、地方資料以外のものについては、

廃棄処分をしながら毎年5,000冊ほど新刊を購入し

ておりますので、入れかえをしながら対応してき

ている状況でございます。 

○金兵智則委員 キャパに到達したということ

で、今後は傷んだ、致し方ないものであるとかと

いうのは、今後も入れかえをしていかなければい

けないのかなというふうに思いますけれども、

せっかく、数は今後ここから減っていくことは、

よっぽどのことがない限り、この20万冊という基

準の中で、やりくりという言い方がいいのかどう

かわかりませんけれども、やられていくのだとい

うふうに思いますけれども、やはりそこでも、貴

重な資料は処分できないということで、ずっと

持っていなければいけないと思いますし、ただ、

時代の中で、これはちょっとというようなことも

今後はやっていくのだというふうに思いますけれ

ども、そういう理解でよかったでしょうか。 

○笹尾誠図書館長 今後の図書館の蔵書の構成等

のことで御質問だと思いますが、正直言います

と、私ども職員として廃棄はしたくないというの

が気持ちです。貴重な財源で購入したり、あるい

は市民から寄附いただいた資料ですから。ただ、

スペースが限られているという中で、やむなく廃

棄する本も出てくるという、使えなくなる、傷ん

だ本もございますけれども、そういう判断をして

います。 

 ただ、一方で、やはり20万冊がいっぱいなので

すが、何とかしてたくさんさらに置けないかとい

う中で、例えば新聞の保管もしておりますが、道

新のＤＶＤ版というのが毎年発売されております

ので、ここ十数年はそういうのを購入してきてい

ますから、そういう部分で、例えば北海道新聞の

原紙は今ストックしておりますけれども、いずれ

かの段階では判断せざるを得ないかなとかとい

う、そういう工夫をしながら、今、20万冊でほぼ

いっぱいになってきましたけれども、少しでもス

ペースを確保しながら、より多くの図書を蔵書と

して備えていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○金兵智則委員 理解をさせていただきたいと思

います。 

 図書館は小さなお子様から高齢の方々まで、す
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ごくさまざまな方がいらっしゃっているというこ

とですので、今後も対応をお願いしたいというふ

うに思います。 

 次に、モヨロ貝塚館について、先ほどもＰＲ事

業のことについて質問がありましたけれども、お

伺いしたいというふうに思いますが、モヨロ貝塚

の入館者数が、平成27年度はどうなっているの

か、平成26年度と比べてどうだったのかというと

ころをまずお伺いしたいなと思います。 

○米村衛社会教育部参事監 モヨロ貝塚の入館者

数でございます。 

 平成27年度の総入館者数は１万2,870名になって

おります。平成26年度が１万5,018名でございます

から、2,148名の減という形になっております。 

○金兵智則委員 平成27年度、約2,000名の減だっ

たということで理解をさせていただきたいと思い

ますけれども、このモヨロ貝塚ＰＲ事業、先ほど

栗田委員からもお話ありましたけれども、昨年度

から約半分の決算額ということになっております

けれども、この理由というのはどうでしょうか。 

○米村衛社会教育部参事監 昨年度につきまして

は、女満別空港の中の電照看板の設置がございま

した。その看板をつくるとか、そういう費用に費

用がかかっておりますので、今年度は継続してそ

れを掲示していただくというだけで、その分が原

額となっております。 

○金兵智則委員 わかりました。 

 特にＰＲが半分になったというわけではなく

て、最初にかかる費用があったからということ

で、モヨロ貝塚は、先ほど来、いろいろな委員か

ら出ています、重要な施設でもありますし、積極

的なＰＲを継続していっていただきたいというふ

うに思っていたところで、こういう決算額だった

ものですから、ちょっと不安になりまして聞かせ

ていただきました。 

 今後の課題として、広報活動の継続的な実施

と、観光関係機関との一層の連携が必要であると

いうことでありましたけれども、観光のほうでや

られていたセブンミュージアム事業も終了して、

平成27年度が、多分これが最後の年だったのかな

というふうに思いますけれども、今後の展開につ

いてどのようにお考えなのか、お伺いしたいとい

うふうに思います。 

○米村衛社会教育部参事監 今年度につきまして

は、セブンミュージアム等は実施してございませ

んけれども、引き続き紙媒体で、ポスター、チラ

シ、それから旅行雑誌等の広告、ＰＲ等行ってご

ざいます。ですから、そういうことも引き続き継

続してやっていきたいと思いますし、また、入館

者の方、来館された方のアンケートなどもとりま

すと、その方の大体２割ぐらいの方が、一度来館

された方からの推薦という形の方が非常に多くい

らっしゃいます。ですから、外に向けての広報と

ともに、貝塚館自体の充実を図るということも続

けていきたいと考えてございます。 

○金兵智則委員 本当に網走市にとって重要な施

設だと思いますし、多分、皆さんもそうだと思い

ますけれども、私もほかの都市から来たお客様を

連れていく施設の一つであるというふうに思いま

すので、今後も継続的に事業を進めていっていた

だきたいというふうに思います。 

 続きまして、決算書261ページにあります子供ス

ポーツチャレンジ事業なのですけれども、内容に

ついては、評価報告書の46ページにも大まかなこ

とは書かれているというふうに思いますけれど

も、決算額が減少している。昨年度に比べて、約

３分の１まではいかないですけれども、半分強、

決算額が少なくなっている。この状況についてお

伺いしたいというふうに思います。 

○大西広幸スポーツ課長 子供スポーツチャレン

ジ事業ですが、決算額の減少につきましては、昨

年度の参加者がかなり減っております。平成27年

度で24名という参加者になっておりますので、そ

の分、講師をお願いして、謝礼等を払って御指導

いただいているのですが、その分の執行残という

ことで、決算額が減少しております。 

○金兵智則委員 平成27年度は参加者が24名です

か。 

○大西広幸スポーツ課長 済みません、22名でご

ざいます。平成26年度は40名の参加となっており

ます。 

○金兵智則委員 46ページを見させていただいた

ところ、平成27年度は小学生が20名、保護者２名

の22名、延べが13回、148名になったけれども、26

年度は40名の参加があったのでということだと思

いますけれども、成果というところを見ますと、

運動する機会の少ない子供たちにはいいきっかけ

となる事業ということで、課題については、今

後、よりよい事業にするための情報収集、研修が

必要と思われるというふうになっておりますけれ

ども、この人数が減ったということに関して、含

めて、今後の展望というのをお伺いしたいという
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ふうに思います。 

○大西広幸スポーツ課長 参加人数の減少につい

てですが、毎年、年度初めに各学校に全員分のＰ

Ｒチラシをお配りしたり、コミセン等にポスター

を掲示して、参加者募集に努力はしているのです

が、なかなか子供たちが参加していただけない状

況となっております。もっとＰＲ方法、参集方法

を検討しなければならないのかなと考えておりま

すので、参加人数については、また次年度以降、

増加するよう努力していきたいと考えておりま

す。 

 事業の内容でございますが、この事業につきま

しては、スポーツ推進員の方が主になって事業を

実施していただいております。事業計画の際に

も、スポーツ推進員の方に事業の種目の内容等も

検討していただいておりますので、そちらのほう

は推進員の研修も含めて、新しい種目、魅力のあ

るものにできるよう、研修等させていただきたい

と思っております。 

○金兵智則委員 了解をいたしました。今後の推

移をまた見させていただけたらなというふうに思

います。 

 続きまして、最後の質問になります。 

 成果等報告書90ページの中段、放課後子ども教

室推進事業というものがあります。評価報告書で

いくと27ページの上段になりますけれども、子供

の居場所づくりといった面で大変重要な役割を果

たしているというふうに思いますけれども、26年

度に比べても、27年度のほうが参加数も多いと

いった状況でありますけれども、この辺につい

て、担当課はどのように評価をされているのか、

お伺いしたいというふうに思います。 

○吉村学社会教育課長 放課後子ども教室につき

ましては、子供が安心で安全な活動拠点づくりと

いうことで、国の補助を受けて、３分の１、国、

道、市で負担し合って助成しながら、子供たちの

勉強やスポーツ、文化活動、交流体験活動などの

場を提供している、通称アソビレッジあばしりと

いった事業でございます。平成27年度につきまし

ては、延べ4,829名が参加していただきまして、平

成26年度は4,012名ということで、数字的には、平

成27年度が800名多くなっておりますが、例年、ほ

ぼ同じ回数を実施しておりまして、平成26年度に

ついては、熊の関係で開催を中止した日があった

り、悪天候などの影響で回数が少なくなっており

ますが、開設して10年たちますが、例年、同様の

規模で開設をしているところでございます。会場

としましては、市内の７カ所のコミュニティセン

ターなどを使って、全部で６団体において、今、

実施をしているところでございます。放課後子ど

も教室につきましては、各校区ということではな

くて、団体がそれぞれ得意な分野のものを、それ

ぞれオリジナリティを持って開催しておりますの

で、校区間で子供たちが通いながらそこに参加し

ているというようなことも事例としてはございま

す。 

 また、芸術分野について、教室の中で活動を

行っている方については、エコーセンターを使っ

て展示をやったりするような成果の場にもなっ

て、子供たちは非常に楽しみを持って体験活動を

しているというふうに評価しております。 

○金兵智則委員 大変すぐれた事業だというふう

に僕も思います。 

 実績にもありますけれども、文部科学大臣から

表彰も受けたということで、ホームページにも先

進事例ということで、網走市のこの事例が載って

いるというのも私も確認させていただいておりま

す。 

 今後も継続してぜひとも行っていっていただき

たいという事業でありますけれども、課題のとこ

ろに、補助金の今後の見通しが不透明な中、安定

的な運営を図る必要があるということも書かれて

いますけれども、今後についてはどのようにお考

えでしょうか。 

○吉村学社会教育課長 事業評価にも課題という

ことで載せていただいておりますが、先ほどもお

話ししました、３分の１ずつ国と道から補助をい

ただいて実施しているというところの中、現在の

スポーツ活動の中では、安定的に開設がされてい

るというようなことで、私どもといたしまして

は、現在の規模は最低でもこれからも維持してい

くことが必要だというふうな考えのもとで、そう

は言っても、補助事業の中でやっている事業でご

ざいますので、今後、補助事業の事業自体の推移

を見守りながら、規模と実施について検討してい

きたいというふうに考えています。 

○金兵智則委員 今後も同様の規模でというとこ

ろと、やっていきたいということと、補助金の推

移を見守りながらということでありますけれど

も、これ、もし万が一、補助金がなくなったとい

うときに、全て一般財源でというようなお考えと

いうのはいかがでしょうか。 
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○吉村学社会教育課長 事業自体の規模につきま

しては、財源のこともございますので、そういっ

た状況を、情報が入った時点で、実施のあり方そ

のもの、やり方も検討して、効率的にこの事業が

展開できるように考えていくことになると思いま

す。 

○金兵智則委員 そのときになっていろいろ検討

してみますという御答弁なのかなというふうに思

いますけれども、本当にこの事業は私自身も大変

評価をしている事業であります。今後ともぜひと

も安定的な実施をお願いしまして、質問を終わり

たいというふうに思います。 

○林幸一管理課長 金兵委員より先ほど御質問の

ありました、学校図書における古い図書の割合に

ついてでございますけれども、図書館協議会で調

査を行っている経過は聞いているところでござい

ますが、市教委としては調査をしていないところ

であり、現時点では詳細は押さえておりません

が、総体として減少傾向にあるものと考えており

ます。 

○金兵智則委員 昨年度の決算委員会では御答弁

をいただいた質問だったので、もう一度させてい

ただいたのですけれども、ここはやっぱりしっか

りと押さえていただきたいというふうに思います

し、平成25年度、平成26年度と予算をつけて、入

れかわった、その結果がどうだったのか、平成27

年度は通常に戻りましたけれども、やはり鮮度と

いった意味で、子供たちの学力の向上といった面

もありますので、積極的に財政のほうにお願いを

しながら、予算をつけていっていただいて、入れ

かえを進めていっていただきたいというふうに考

えますけれども、きちっと把握をしていただきた

いというふうに思いますけれども、いかがです

か。 

○林幸一管理課長 整備に関しましては、配当予

算の中で学校で対応していただいているところで

ございます。児童生徒が読みたくなる本や、図書

の鮮度を重視するなど、予算の範囲内において、

今後の図書整備のあり方について、学校との意見

交換を図りながら進めてまいりたいと思います。 

 あわせまして、鮮度というか、年数の調査に関

しましても、検討してまいりたいと思います。押

さえてまいりたいと思います。 

○金兵智則委員 ぜひともやっていただいて、予

算の範囲内でという御答弁でありましたけれど

も、積極的な対応をお願いしたいというふうに思

います。 

 以上です。 

○渡部眞美委員長 続きまして、先ほどの古都委

員の質問に対する答弁の申し入れがございますの

で、許可したいと思います。 

○大西篤学校教育部次長 古都委員から御質問の

ありました、教育相談の状況及び適応指導教室の

利用状況の数字に関しましてお答えさせていただ

きます。 

 まず、平成22年度に非行が64件あったものが、

平成23年度にゼロ件になっている部分につきまし

ては、この年は、実人数としては４人というカウ

ントになっております。４人が行った万引き、飲

酒等の案件に対して64の相談をしているというよ

うなカウントになっております。 

 また、言語・知能に関して、平成27年度に28

件、心身障がいにつきまして14件カウントされて

いる部分につきまては、平成26年度までの統計の

中に含めておりませんでした北見の児童相談所に

よる移動相談室の件数を27年度に含めてしまった

ため、このような数字になっており、実数としま

しては、相談件数としましては、知能・言語が２

件、心身障がいが１件ということでした。 

 いずれにしましても、この統計のとり方につき

まして、相談員がかわることによって統一性が図

られていないというような実態がございましたの

で、経年変化を検証できるように、基準を決め

て、カウントできるように改善していきたいとい

うふうに考えております。 

○古都宣裕委員 今、相談員によって統計のとり

方が違ったということで、せっかく10年間とって

きた統計データも、そういった変わったり、今回

また平成27年度になって重複内容を改めたりとい

う部分もあって、せっかくとってきたデータとい

うものの運用がしっかりなされていなかったとい

うことになってしまうのですけれども、せっかく

とる統計データなので、今後、有効に活用できる

ように、しっかりとっていただきたいと。 

 また、こういった平成26年度から平成27年度で

統計のとり方がちょっと変わったりするときも、

もっと詳細に、どのように変わったかという部分

もつけていただかないと、我々、出していただい

ている資料の受け手側が理解していないと、本来

のデータの意味もないのかなと思いますので、そ

の点も申し添えて、終わります。 

○渡部眞美委員長 次。 
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○近藤憲治委員 それでは、端的にお伺いいたし

ます。 

 社会教育に関連する項目で２項目、お伺いいた

します。 

 まず１項目めですけれども、芸術文化合宿誘致

事業補助金についてであります。これはこれまで

も毎年度、スポーツ合宿とは違う切り口で、交流

人口増加を目指して行われている事業だと思うの

ですけれども、平成27年度におかれましては、３

団体が網走に来て、どのような受けとめを持った

のか、そして、どういう経済効果が最終的に網走

にもたらされたのかというのを押さえていらっ

しゃいましたら御答弁いただきたいと思います。 

○吉村学社会教育課長 芸術文化合宿誘致事業へ

の御質問ということでございますが、平成27年度

におきましては、事業評価に記載のとおり、書創

社、打楽器と吹奏楽の祭典実行委員会、旭川商業

高等学校吹奏学部、この三つの誘致に対して支援

のほうをさせていただきました。 

 書創社につきましては、そもそも網走に旭川の

書道の団体さんが来るというようなことを情報と

していただきまして、何とかかかわれないかとい

うことで、網走で、ホテルの中で作品を書いたも

のをエコーセンターで展示をすると、こういった

ような形で、その展示の会場費を支援したという

ようなことで、これが８月14日から20日まで、エ

コーセンターで行った支援でございます。こちら

につきましては、来年以降もこういった交流をし

ながらの芸術活動をしたいというようなことで、

前向きに帰っていただいたことが一つございま

す。 

 それから、二つ目の吹奏楽の祭典につきまして

は、こちらのもともと網走にゆかりのある方が、

地元の高校生と合同練習しながら、その成果をエ

コーセンターのホールで発表するというようなこ

とのお話をいただきまして、その会場代について

支援をしたということで、こちらについては、ふ

だん、道内で活躍されている演奏家の方ですの

で、今後、その方たちが網走でまた似たようなこ

とをしていただくというようなことをお話してお

ります。 

 三つ目が、旭川商業高等学校吹奏学部につきま

しては、ことし、平成27年度に初めて網走のほう

に遠征という形で来て、網走市内の中学生と合同

の練習と成果の発表ということで、コンサートを

開いていただきました。こちらにつきましては、

平成28年度も一応また同じようなことをしたいと

いうことでお話をいただいております。 

 経済効果ということですが、スポーツ合宿にな

らいまして、その経済効果のほうを一応試算して

おりますので、まず、書創社につきましては、合

宿のほうが、39名の方が網走に宿泊されたという

ことで、経済効果は、その宿泊等も含めて196万円

というふうに試算しております。 

 最後に行った旭川商業につきましては、高校生

が88名来ております。そして、高校生自体はネイ

パルのほうに宿泊をしたわけですが、引率といい

ますか、保護者の方がそれと同じぐらい参加して

いるということで、その経済効果を含めますと700

万円というふうに試算しておりまして、平成27年

度の三つの事業への支援に対する経済効果は970万

円というふうに試算しているところでございま

す。 

○近藤憲治委員 大きなインパクトのある事業に

育ちつつあるのかなというふうに受けとめさせて

いただきました。 

 こういった合宿の受け入れに関しては、やはり

それぞれの団体と地域とのつながりをどういうふ

うに維持して太くしていくのかというところが大

事になってくるかと思うのですけれども、そのあ

たりはどういう工夫をこれまでされてきたのか、

そしてまた、今後、されていこうとしているの

か、お伺いいたします。 

○吉村学社会教育課長 芸術合宿誘致につきまし

ては、前も御答弁させていただきましたが、網走

の地縁者の声で網走をお選びになった方も今は多

数ございます。そういった方に、市民と交流をす

ること、それから、網走がこういった芸術合宿に

対して前向きに活動していただくということをお

話させていただいて、再度、網走に訪れていただ

くということを願って、今、地道に進めているわ

けでございます。 

 平成26年度につきましては、東京網走会の方と

協力いたしまして、エコーセンターで小学生と地

元の書家の方との交流の書道会を開いておりま

す。また、平成27年度については、市内の高校生

と合同練習、コラボなどをして、たくさんの市民

と交流していただいております。また、平成28年

度につきましては、札幌大谷大学といった美術系

の学校が、２度目の網走に御来訪いただきまし

て、その際には、市内の中学生、高校生などと、

初級向け日本画教室というようなものを開いて、



－ 172 － 

市民の方と交流しながら芸術文化活動を網走でし

ていただくというようなことをしていただいてお

ります。そういったことが、市民がこういった合

宿事業自体に理解を示していただいて、また来た

い網走というようなことにつながっていけばとい

うふうに考えております。 

○近藤憲治委員 成果が少しずつ上がりつつある

というふうに受けとめさせていただきました。こ

れからもしっかり進めていただきたいと思いま

す。 

 次に、他の委員の皆さんからも出ておりまして

美術館に関して、ちょっとお伺いいたします。 

 美術館は非常に老朽化も進んでいて、平成27年

度決算でも改修事業費が盛り込まれていますけれ

ども、実際に伺ってみると、窓の目張りをガム

テープでしてみたりとか、相当な御苦労をされな

がら管理運営をされているのだなというふうに受

けとめておりますけれども、平成27年度決算で

行った改修事業で、そういったもろもろの美術館

が抱えている課題というのはおおむね解消できた

のか、それともできていないのか、できていない

のであれば、どの部分がまだ解消すべきなのかと

いうのをお示しいただきたいと思います。 

○古道谷朝生美術館長 今後の課題でございます

けれども、第３展示室、第４展示室の防水層です

とか、収蔵庫の拡張、照明設備等の改修など、計

画性を持って少しずつ改修していきたいと考えて

おります。 

 平成27年度の改修の内容は、７条側の壁面のブ

ロックといいますか、タイルが落下をするのを防

いで、改修事業を行いました。 

○近藤憲治委員 まだ改修をすべき必要がある部

分が美術館にはあるということが今の御答弁で理

解できました。 

 他の委員の皆さんもおっしゃられていましたけ

れども、さまざまな形で交流人口をふやしていく

のに活用し得る施設であるというふうに認識され

ている方が多いのだなというふうに受けとめてお

りますので、財政状況とか、この先の人口動態を

考えると、十分な予算を充当するというのはなか

なか困難であるという状況は理解しておりますけ

れども、一方で、美術館をより盛り上げていくよ

うな財源的な措置を工夫して考えていく必要があ

るのかなというふうに考えています。ふるさと寄

附に関しては、既に使途が決められていますけれ

ども、例えば美術館を盛り上げるための企画展向

けのクラウドファンディングを民間と組んで仕掛

けてみるとか、いろいろな工夫のやり方はあると

思いますけれども、そのあたりはいかがお考えで

しょうか。 

○古道谷朝生美術館長 予算の範囲ではあります

けれども、民間の方と組んで共催という形の展覧

会も現在企画しております。 

 ハード面のほうの改修でございますけれども、

そちらの民間の企業と組んでという計画性は今の

ところ出ておりません。 

○猪股淳一社会教育部長 確かに美術館は古い施

設なものですから、いろいろ改修が必要な部分は

ございます。その辺、予算の制約というのもあり

ますけれども、いろいろな資金の手当などを考え

ながら、民間の方のお力も借りるということも一

つの選択肢でありますので、そういういろいろな

工夫をしながら、皆さんに親しんでもらえるよう

な施設にしていきたいなというふうに思っており

ます。 

○近藤憲治委員 終わります。 

○渡部眞美委員長 次。 

○松浦敏司委員 何点か質問したいと思います。

かなり重複しておりますので、残った部分につい

てしたいと思います。 

 まず、教育委員会の評価報告書の４ページに、

学校図書司書の配置ということが出ております。

そこで取り組みの実績なども書かれているところ

でありますが、成果として、本の整理、分類、整

備が進み、貸出冊数の増加や高学年の利用がふえ

るなど、児童の読書への関心が深められたと、こ

んなふうにも書かれていますが、具体的にはどの

ぐらい貸出冊数というのがふえているのか。高学

年と言っても、何年生ぐらいからなのか、その

辺、もしわかれば伺いたいと思います。 

○大西篤学校教育部次長 貸出冊数の増加につき

ましては、今、手持ちの資料の中に具体的な数字

がございませんので、各学校のほうに確認をさせ

ていただきたいと思います。 

 学校のほうで持っております図書システムの中

で確認が必要なものですので、ちょっとここで御

回答できませんけれども、確実に司書の配置校に

ついてはふえているというふうに報告を受けてお

ります。 

○松浦敏司委員 それについては、後日で結構で

す。 

 いずれにしても、子供たちが読書に触れるとい
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うのは非常に大事なことであります。その結果と

して、読書に関心が高まって、ふえているという

ことは大変重要なことだというふうに思います。 

 それで、今後の方向性ということで、今後は図

書教諭未配置校全てに巡回配置することとし、事

業を継続していくということでありますが、現

在、４カ月ごとに学校を回っているというふうに

思っていたのですが、それでは、まだ回っていな

い小学校もあるということなのでしょうか。 

○大西篤学校教育部次長 12学級以上の学校にお

きましては、司書教諭の免許を持っている教員が

学校司書の命を受けて学校図書館の運営を行って

おりまして、12学級以下の学校に学校司書が月ご

との交代で巡回しているというような形になって

おります。 

○松浦敏司委員 理解したところであります。 

 いずれにしても、この図書司書は大きな役割を

果たすということは、実績として出てきていると

いう点では間違いのないところでありますから、

より推進していくべきだというふうに思うのです

が、今は小学校だけなのですけれども、例えばこ

れが中学校へも拡大していくというようなこと

は、今後の見通しとして考えられないのでしょう

か。 

○大西篤学校教育部次長 中学校におきまして

も、12学級未満の第四中学校、第二中学校、第五

中学校、第一中学校には巡回する形で対応してい

る状態にございます。 

○松浦敏司委員 理解しました。 

 引き続き図書司書についての配置は努力をして

いっていただきたいというふうに思います。 

 次に、同じく５ページに学習支援員配置のこと

が出ております。支援員の果たす役割というのは

非常に重要だというふうに思いますが、取り組み

の実績として、退職した教員や免許所有者を嘱託

職員として雇用ということで、市内小学校２校、

中学校２校に派遣し、習熟度別授業や少人数指

導、補充学習に取り組んだということで、成果と

しても、きめ細やかな指導が可能となり、基礎・

基本の定着が進むとともに、補充学習を通じて児

童生徒の学習意欲の向上を図られたということ

で、大きな成果が出ているということのようであ

ります。 

であれば、より一層、この拡充が進められるべ

きだというふうに思うのですが、この点、これま

での成果を踏まえて、どんなふうに考えているの

か、伺います。 

○大西篤学校教育部次長 今年度、１名増員をし

まして、さらなる学力の向上を期待しているとこ

ろでございますけれども、今年度、市内の全小・

中学校を対象とした、標準学力検査という、全て

の学校が同じ会社の学力検査を実施しました。そ

のような調査の結果なども集計しまして、改めて

成果を検証し、今後の対策についても検討してい

きたいというふうに考えているところでございま

す。 

○松浦敏司委員 この課題ということでは、道教

委の加配による少人数指導と関連した、より効果

的な活用法の検討が必要だというふうにも書かれ

ております。 

 今後の方向性ということで、事業を継続し、児

童生徒の学力向上に努めると、今、次長が言った

ようなことだろうというふうに思うのですが、や

はり支援員の配置というのは、特にベテランの教

員が退職して、その後、こういった形で支援に入

るということは、非常に子供たちにとっても有効

といいますか、有意義なものだというふうに思う

のですが、退職教員というのは網走市内にも相当

数いるのだろうというふうに思うので、その点

で、今後の中で、もっと積極的に活用すべきでな

いかと思うのですが、その辺、お考えを伺いま

す。 

○大西篤学校教育部次長 現在、退職教員を学習

支援員として活用しているのですけれども、校長

で退職した教員、それから教諭として退職した教

員がおりますけれども、算数、数学に特化した場

合、その免許保有者である必要もありますので、

そういった人材の確保も含めて、また、この事業

の成果もしっかりと検証して、配置の仕方も含め

て、人員増にするのか、各学校に巡回するような

形をとるのか、そのような配置の仕方も含めて、

より効果的に活用できるように検討していきたい

というふうに考えております。 

○松浦敏司委員 理解しました。 

 次に、学校給食を活用した食育の推進というこ

とであります。 

 やはり子供のときの食事というのは、将来、大

人になってからの食の嗜好といいますか、そう

いったものにも大きく影響を与えるというふうに

言われています。私の年代で言えば、比較的パン

が主流に給食で出ていたという影響もあって、私

は違うのですが、パンを好むという人たちが結構
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いらっしゃるのです。それは、やはり子供のこ

ろ、給食でパン食が中心だったというのも多分影

響しているのだろうというふうに思うのですけれ

ども、そういった中で、今回のこれを見ますと、

地産地消ということでの努力がなされているとい

う点で、鯨の料理も含めて、網走ならではの特徴

あるものに取り組んでいるというふうに思ってい

るのですが、この点での取り組みの評価につい

て、まずどのように評価しているか、伺いたいと

思います。 

○林幸一管理課長 地産地消につきましては、委

員のお話のあったとおり、鯨肉、また、行者菜、

あるいは、今年度からは網走産の小麦を使用した

パンを全小学校に提供しているというところでご

ざいます。 

 食育に関しましては、これらの生産者との学校

でのふれあいも含めまして、できるまでの過程、

あるいは学級においての栽培学習などにおきまし

て、学校において食育活動を図っているというこ

とで認識しているところでございます。 

○松浦敏司委員 それから、米飯とパンとの割合

ということでは、今、大体これまではどんな割合

になっているのでしょう。 

○林幸一管理課長 米飯給食に関しましては、週

３回の給食提供ということになっております。 

○松浦敏司委員 今の状況から言えば、米を食べ

るというのが相当減少しているというようなこと

からも、今後、米飯の回数をふやすというのも必

要ではないかというふうに思うのですが、その点

について伺いたいと思います。 

○林幸一管理課長 米飯をふやしてということで

ございますけれども、調理過程等のいろいろな問

題もございます。ここら辺は毎月行われています

献立会議等で、そういうお話もあったということ

はお伝えして、議論していただきますけれども、

当面は現状を維持した形で進めてまいりたいと考

えております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 次に、６ページの児童生徒及び教員の健康管理

事業ということでありますが、とりわけ私はこの

部分で、子供たちの関係について質問したいとい

うふうに思うのですが、取り組みの実績というこ

とで、在籍する児童生徒を対象とした各種健診の

実施ということで、尿検査、ギョウ虫卵検査、結

核検診、脊柱側湾症検査、眼科検診、耳鼻咽喉科

検診、心臓検診というふうに載っているのです

が、この中で、検診する中で、早期発見につなが

るような結果というようなものはあったのでしょ

うか。 

○林幸一管理課長 学校保健安全法に基づいて健

康診断でございますけれども、重症な事例が発見

されたということは、今のところは聞いておりま

せん。 

○松浦敏司委員 ないにこしたことはありません

けれども、この課題の中で、やはりなかなか医師

会との連携という点では、お医者さんも非常に忙

しいということもあるので、その辺が日程調整が

非常に難しいというふうにも書いているところで

ありますが、しかし、これは大変重要な役割を果

たすのだろうというふうに思います。子供の中に

は、やはり脊柱側湾症というのがあることはある

のですよね。だから、それをできるだけ早く発見

するというようなことも必要ですし、その他の病

気も早期に発見するのが何よりだというふうに思

いますから、これは引き続き努力をして、やって

いってほしいというふうに思います。 

○渡部眞美委員長 松浦委員の質疑の途中です

が、ここで暫時休憩いたします。 

午後５時55分休憩 

午後６時03分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 松浦委員の質疑を続行いたします。 

○松浦敏司委員 次に、子供安全対策事業につい

て伺いたいと思いますが、ここに取り組んできた

実績については書いてあるのですが、私などがよ

く目にするのは、子供たちが道路を横断する要所

要所に、黄緑の服を着たおじさん、おばさんがい

るということですけれども、こういった人たちは

この中には入っているのですか。 

○林幸一管理課長 申しわけございません。この

子供安全事業の中に、そういった方々に対する経

費が入っているかという御質問でしょうか。 

 こちらの事業に関しましては、スクールガード

リーダーへの謝金と、向陽ヶ丘のシェルター防犯

カメラの修繕等の予算が入っておりまして、そう

いった方でボランティア登録されて立っていらっ

しゃる方の経費は入っていないということでござ

います。 

○松浦敏司委員 聞きたかったのは、ああいう黄

緑色の服を着たおじさん、おばさん、おじいちゃ

んもいますけれども、そういった人たちの活動と
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いうのが、非常に私たちの目にはよくつくので

す。この事業の中には入っているのか入っていな

いのかということを聞きたいのと、そういった人

たち、多分ボランティアでやっているのではない

かというふうに思うのです。その人たちの位置づ

けがどんなふうになっているのかなということで

聞きたかったのです。 

○吉村学社会教育課長 社会教育事業の中で、学

校支援地域本部事業といったものがございます。

そちらの中で、登下校の安全指導、見守りといっ

た項目がありますが、そちらの中では、地域の防

犯団体、そしてＰＴＡの方などで、そういった登

下校の見守りをやっていただける方もボランティ

ア登録としてされている状況にあるかと思いま

す。この方たちにつきましては、毎年学校のほう

から、そういった方のお名前を挙げていただい

て、そして学校支援地域本部事業全体で、活動に

対してボランティア保険をかけて活動されている

というふうになっております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 相当長い年数、そういう活動をしている人がい

て、私の周りのところでは相当高齢化になってい

て、後継者がうまく育っているのかなという不安

に陥ります。そういった関係で、どこも後継者と

いうのは見つからずに困っているのですけれど

も、こういった人たちのボランティアをやってい

る人たちの後継者づくりという点では、どんなふ

うに今、なっているのでしょう。 

○吉村学社会教育課長 委員のおっしゃるとお

り、特に登下校の安全指導につきましては、こう

いった地域の方で、日ごろから防犯活動をやって

おられる方が、時間帯をずらして登下校を見守っ

ていただいていたり、あとは、若い方といいます

か、ＰＴＡに頼らざるを得ないというのが現状で

ございます。 

 そしてまた、その方の育成という点では、特別

に具体的な育成にかかわる事業というのは、正直

言って、やっていないというのが現状だと思いま

す。 

○松浦敏司委員 確かに登下校を見守るわけです

から、現役世代はまず無理ですよね。そういう意

味では、現役を退いた方で健康な方でないとなか

なかできないということで、学校がある日は基本

的には毎日、朝と夕方ということで、大変な御苦

労だということで、私は心から敬意を表している

ところなので、ぜひ後継者づくりについてもしっ

かり取り組む必要があるなということを指摘して

おきたいというふうに思います。 

 最後に、小・中学校就学奨励事業ということで

ありまして、これは新たに生徒会費、ＰＴＡ費、

クラブ活動費が補助に加わったということで、大

変評価をするところです。 

 それで、ここに平成27年度の準要保護児童生徒

数625名、特別支援学級在籍扶助児童数44名と出て

いるのですが、これは全体の子供の数からすれば

どれぐらいの割合になるのか、伺います。 

○林幸一管理課長 今の数字は小・中学校合わせ

ての人数でございますけれども、全体で23％ほど

になるところでございます。 

○松浦敏司委員 過去数年からすると、この割合

というのはふえているのですか、それとも減って

いるのですか。 

○林幸一管理課長 歴年見ますと、若干の増減は

ございますけれども、ほぼ横ばいに近い状況で、

平成26年度と比較しますと、少し落ちているとい

う状況でございます。 

○松浦敏司委員 社会的、一般的に言えば、網走

の労働者の賃金も、民間の賃金はふえている状況

にもないわけで、今後とも非常に重要な役割を果

たすものだというふうに思います。 

 ここに今後の課題ということでは、認定事務作

業の効率化に向けた検討を進めていくという必要

があるというふうに課題の中に入れているのです

が、具体的にはどういったふうな方向に持ってい

きたいのか、伺いたいと思います。 

○林幸一管理課長 認定事務につきましては、４

月に全保護世帯に周知文を配布しまして、６月中

旬ごろに認定、非認定に対して文書で結果を通知

しているという流れでございます。 

 この事務の煩雑化と言ったらおかしいのです

が、この整理の仕方を係としても少し何とか工夫

した中で整理できないかということで、課題とし

て上げているというところでございます。 

○松浦敏司委員 やはりできるだけ早く処理する

ことが非常に大事だというふうに思いますので、

この辺はなかなか、特に修学旅行だとかというこ

とに関係してくると、おくれると、ここに間に合

わないというようなこともありますので、いろい

ろ職員が少人数の中でいろいろやっているとは思

うのですけれども、その辺はぜひ努力をしていた

だくということを要望して、私の質問を終わりま

す。 
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○渡部眞美委員長 次。 

○平賀貴幸委員 何点か質問させていただきま

す。 

 最初に、評価報告書の36ページ、ふるさとアー

ティストフェスティバルについてです。隔年で行

われている事業です。 

 課題のところに、市内行事との連携や、日程の

ことや、ふるさとアーティストの地域での活動な

ど、将来に向かった発展についての課題が書いて

あるのですけれども、ここを視野に入れながら、

地域をフィールドとした活動に飛躍していってい

ただきたいなと思うのですけれども、その辺、ど

のような考え方をお持ちなのか、伺いたいと思い

ます。 

○吉村学社会教育課長 ふるさとアーティストフ

ェスティバルにつきましては、隔年実施というこ

とで、27年度につきましては、新たに市内の中

学、高校、小学校などの吹奏楽団体なども出演し

ていただいて、より市民と交流することによっ

て、双方向で網走を応援する、網走がにぎやかに

なるというような関係をつくりたいというような

ことでやったわけなのですが、残念ながら前回、

七福神まつりと同じ日にちにやったのですが、27

年度については、向こう側の日程調整等の中で、

同じ日には実施できなかったというようなところ

がございます。 

 まちのにぎわいをつくりながら、ふるさとアー

ティストの方が網走に来ていただいて、地元の市

民、そして子供たちと交流するということを、こ

のふるさとアーティストフェスティバルの大きな

目的の一つに掲げておりますので、来年度に向け

ては、七福神まつりと同じ日にちで、まちのイベ

ントと相互に出演者を交流しながら進めていきた

いというふうに考えています。 

○平賀貴幸委員 ぜひそういった政策意図を持ち

ながら、地域をフィールドとしたフェスティバル

という形で、連携を深めて進めていっていただき

たいと思いますので、そこは期待させていただき

たいと思います。 

 次に、スポーツの関係で伺いますが、最初に、

トレーニングフィールドです。スポーツの関係と

言いながら、実はスポーツでないほうを聞くので

すけれども、芝生の問題ですとか、さまざまな議

論があるのですけれども、利用の増を考えると、

ここに家族連れが集まって利用するということは

多いのですけれども、その家族連れの利用につい

てはどういう評価をされているのでしょうか。 

○大西広幸スポーツ課長 スポーツトレーニング

フィールドの家族連れの方の来場者の関係です

が、土日に社会教育のほうでふれあい動物園を開

催していただいたり、おもしろ自転車、ゴーカー

ト等、家族連れでたくさんいらしていただいて、

御利用していただいていると思っております。 

○平賀貴幸委員 利用はされているのですけれど

も、そこで伺うのですが、芝生は何度か張りかえ

られるのですけれども、ゴーカート、それからお

もしろ自転車は、ずっとゴーカートとおもしろ自

転車ですよね。その辺については、メンテナンス

されたり、多少入れかわりはされるのですが、ア

イテム自体はさほど大きな変化はしないのですけ

れども、果たしてこれでいいものなのでしょう

か。 

○大西広幸スポーツ課長 おっしゃるとおり、開

設以来、ゴーカート、おもしろ自転車のみの遊具

となっておりますが、施設の広さ、現状を考えま

すと、ゴーカート、おもしろ自転車を、メンテナ

ンスを継続しながらやっていきたいと考えており

ます。 

○平賀貴幸委員 スポーツについてのさまざまな

取り組みも大事なのですけれども、今申し上げた

点も、多分大切なのだと思いますが、なかなか検

討されてこなかったのだろうと思います。今の答

弁を聞いてもそう感じました。 

 ここは新たな視点として、設備としては焼肉ハ

ウスがあったりもして、家族連れが受け入れやす

い空間にはなっているのですけれども、ただ、整

備として、今ので十分だとは、私はちょっと思っ

てはいないものですから、来年度以降、改めて検

討していただきたいと思いますけれども、いかが

でしょう。 

○大西広幸スポーツ課長 委員のおっしゃるとお

り、これから芝生のグラウンドだけではなくて、

ほかのレクリエーション施設のほうの家族連れの

方の入館増とか施設入り込み増を目指して、施設

整備を検討していきたいと考えております。 

○平賀貴幸委員 ぜひ取り組んでいただきたいと

いうふうに思います。ここは市内の方々もそうで

すが、市外から利用される方も実は大変多い施設

でして、家族連れが網走に滞在する時間をふやす

という役割も十二分に発揮している施設ですか

ら、さらなるそういったものがあることが、いろ

いろな面でいいというふうに思います。 
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 次に、もう１点です。市民健康プールですけれ

ども、開設から約１年、ちょうど経過するわけな

のですけれども、課題含めていろいろ見えてきて

いると思いますし、この間もさまざまな議論が各

種委員会や一般質問等でありましたけれども、ど

のような評価をされているか、伺いたいと思いま

す。 

○大西広幸スポーツ課長 健康市民プールにつき

まして、昨年４月29日にオープンしまして、昨年

度、平成27年度につきましては４万7,604人の入館

者をいただいております。当初、我々のほうでは

４万2,100人と見込んでおりましたので、5,000人

ほど予定より多い入館者をいただいております。

これにつきましては、水泳サークル等の利用増、

また、健康増進事業等の事業の拡大で利用者がふ

えたものと考えております。 

 さらに、プールのオープン後、すぐ問題点も多

々見つかりまして、多目的プールの床面のざらつ

きの問題、多目的プールの手すりの設置がなかっ

たということで、現在、９月13日から９月25日ま

での間、閉館させていただきまして、改修工事を

行っているところであります。 

○平賀貴幸委員 排水面も含めて課題があったの

ですけれども、それらの施設面での課題というの

は全てクリアされた状態で今、あるということで

しょうか。 

○大西広幸スポーツ課長 プールからのオーバー

フローした水の排水の点だと思うのですけれど

も、そちらのほうにつきましても、今改修にあわ

せて一緒に実施しております。 

○平賀貴幸委員 改修が済んだというところで、

そこはよかったのですけれども、責任の所在が、

そこはいろいろあいまいなまま推移したのは、

ちょっと課題があるなというふうに思うところで

ありますが、そこは、きょうは時間も時間ですの

で、余り議論せずにいきたいと思います。 

 一方で、市民の利用という面で考えると、健康

面での利用がもう少しふえたほうがいいなという

課題だとか、それから、市民団体、水泳の各団体

との間の利用がうまくいってほしいなという課題

もいろいろ見えます。 

 私は、大切なのは、利用のルールというのは、

市民の団体、いろいろな団体と打ち合わせしなが

ら決めることであって、市の側でこうしたいとい

うのを、一方的にという言い方がいいかどうかわ

かりませんが、示していくことではないのだろう

なというふうに、この間、状況を見ているのです

けれども、その辺、どういう方針を持っていらっ

しゃるでしょうか。 

○岩本博隆社会教育部次長 建設に当たりまし

て、まず、施設面のことにつきましても、協会と

重々協議を重ねてやってまいりました。さらに、

オープンしてからも、協会の代表者の方と使い方

につきましても意見交換をして、それを生かして

やっているというふうに聞いておりますし、実際

やってきておりますし、指定管理の事業者につき

ましても、その辺のところを、こういうことが意

見があったということを我々のほうにいただいて

おりますので、安全面ということがありますの

で、全て飲み込むというわけにはいかなく、そこ

の部分は十分考慮しながら、ある程度のことは協

議をして、相手方に沿った形で進めてきていると

いうふうに判断しております。 

○平賀貴幸委員 それぞれ思いがあって出てくる

ことですから、思い同士がぶつかるといろいろト

ラブルが出てくるのだと思いますので、その辺は

できるだけ丁寧な対応で、状況によっては時間を

かけて理解をいただく、そんな取り組みをぜひ進

めていっていただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 学校教育について伺っていきますが、昨年もい

ろいろと議論をさせていただきました。昨年の議

論の中で、教職員のメンタルヘルスについても伺

いまして、先ほど松浦委員からは、子供たちのメ

ンタルヘルスについてなのですけれども、同じ事

業の中で、教職員の健康管理についても取り組ま

れています。 

 昨年の答弁ですと、240人の教職員に対して、定

期健康診断を実施しして、その有所見率は62.6％

ということで、非常に高かったのですけれども、

ここは転勤等もいろいろありますから、いろいろ

変動はあると思いますけれども、27年度はどう

だったのか、伺いたいと思います。 

○林幸一管理課長 平成27年度の健康診断におけ

ます経過観察等を含めた有所見率は37.0％となっ

ているところでございます。 

○平賀貴幸委員 その理由を推しはかるのはなか

なか難しいと思うのですけれども、30％までいか

ないですけれども、大きく改善されているのです

けれども、やはり転勤等の入れかわりがあったの

か、それとも急に職員が元気になるような何か理

由があったのか、いかがでしょうか。 
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○林幸一管理課長 平成26年度の健診の結果を受

けて改善された方もいらっしゃるかと思います。

また、委員がおっしゃるとおり、転勤等によっ

て、そういった所見が出なかったということもあ

ろうかというふうに考えているところでございま

す。 

○平賀貴幸委員 恐らく全体の数字と学校とを見

ると、ばらつきも相当あって、有所見率が高めの

学校もあれば、そうではない学校もいろいろある

のだろうなと思いますが、ここは一般質問でもい

ろいろ議論させていただきました。残業がやはり

多くなってきたりすると、いろいろ影響も出てく

るところだと思いますので、そこは引き続きいろ

いろな形で注意しながら見ていっていただきたい

というふうに思います。 

 次に、この事務点検評価報告書全体を通して

ちょっと伺いたいのですけれども、よく見ていく

と、大人の視点で学力の向上ですとか、学校組織

の運営ですとか、そういった点がうまくいってい

ますという評価なのです、総じて。 

 私が読み取れなかったのは、子供の意欲の醸成

だとか、多様性の受容を進める教育的な配慮だと

か、そういったところがどう進められたというこ

とが、読んでも私には読み取れなかったのですけ

れども、そういった角度ではどういう評価をされ

ているのか、伺いたいと思います。 

○大西篤学校教育部次長 学力の３要素というも

のの中に、関心、意欲、態度というものがござい

まして、とりわけ関心、意欲、態度の関心の部分

は、評価の中でも重視されているところでござい

ます。関心を高めるための授業改善は各学校で進

められているところなのですけれども、それを数

値ではかるという部分については、なかなか難し

いところがございますが、今年度、９月30日に全

国学力学習状況調査の結果が公表される予定と

なっておりますので、その中にも学習意欲、その

経年変化を検証するための材料もございますの

で、そのような数値でも検証していきたいという

ふうに考えているところでございます。 

○平賀貴幸委員 そこはせっかくの調査がありま

すから、それを活用しながら、そういった検証を

していったり、あるいはＱ－Ｕテスト等もやられ

ていますので、そういったところでも見ていける

のかなと思いますが、ぜひそういったところの視

点でも評価をしていくという姿勢がほしいなと思

うところなのです。全体を見ると、大人の都合と

いう言葉を使うのはよくないのですけれども、大

人の側の視点で評価しているのですけれども、子

供の視点にもう少し立って評価していってもいい

のではないかなと思うのですけれども、いかがで

しょうか。 

○大西篤学校教育部次長 今、御指摘のとおり、

子供の側に立った評価というのは大変重要なもの

であるというふうに考えております。各学校にお

きましては、児童生徒に対して授業アンケートを

近年はどの学校でも行っておりまして、その子供

の評価と教職員評価、保護者評価を関連させるよ

うな項目の見直しなどを行って、教職員の意識、

それから保護者の評価と、児童生徒の評価が乖離

していないかどうか、そういったところも含めて

検証するように、各学校にも伝えていきたいとい

うふうに考えます。 

○平賀貴幸委員 ぜひそういった取り組みが進ん

でいくことと、来年度、この評価報告書がどう変

わるのかを、そこは楽しみにしていたいというふ

うに思います。 

 それから、もう２点ほど聞きますが、最初に、

いじめ防止対策推進法の関係です。 

 法が施行されるときも、私、質問させていただ

いた経過があるのですが、それから３年が経過し

て、見直しの年に当たるということで、国でもさ

まざまな議論がされてきているところでありま

す。 

 この間、市、あるいは各学校でもいろいろ取り

組みが進められてきたと思うのですけれども、い

ろいろ改善しなければいけない点も見えてきてい

るようでありまして、組織的な対応を進めるとい

うところで、形式が先に立って、なかなか実態が

伴わないケースがあったり、なかなか保護者との

共有が進まずに、学校の組織の中で共有が終わっ

てしまうようなケースがあるなどの指摘があると

ころなのですけれども、網走市の場合はどういっ

た状況で現在いるでしょうか。 

○大西篤学校教育部次長 網走市におきまして

は、全ての小中学校でいじめ防止基本方針の策定

を終了しており、保護者にも文書、それから学校

ホームページへの掲載などを通して周知している

ところでございますけれども、ただ、どの程度

しっかりと周知されて、把握していただいている

のかという部分につきましては、教育委員会とし

ても確認できていないところでありますので、学

校のほうにもどのような状況なのか、また、しっ
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かりと周知されているのかというところを指導し

ていかなければならないと考えているところでご

ざいます。 

○平賀貴幸委員 ちょうど改正の年で、今、審議

も国のほうでいろいろされているようです。検討

もされているようですから、それを見ながら、各

学校に対して、機械的になったり、形だけ整えて

魂入れずではやっぱりいけないものですから、そ

こはぜひ状況の確認を含めて、教育委員会のほう

で、この法施行後の運用についても必要な確認を

させていただきたいというふうに思います。 

 最後に、平和教育について伺います。 

 去年も伺いました。ことしも戦没者追悼式でも

作文を読んでいただきましたし、また、広報にも

掲載されていて、各学校でも共有されているとい

うふうに思います。 

 去年の答弁では、西小学校や潮見小学校でゲス

トティーチャーを招きながらお話を聞くなど、さ

まざまな取り組みをされているというふうに伺い

ましたけれども、平成27年度ではどんな状況だっ

たのでしょうか。 

○渡部眞美委員長 答弁調整のため、暫時休憩い

たします。 

 着席のままお待ちください。 

午後６時30分休憩 

午後６時32分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 平賀委員の質問に対する答弁から。 

○大西篤学校教育部次長 平和教育に関する実践

例についてですけれども、例えば糸満市に派遣さ

れた生徒が、糸満市で学んできたこと、体験者し

てきたことなどを、自校に戻ってからの報告会

で、平和について語るような場面が設定されてい

る学校がございます。 

 また、例年１月末から２月の頭ぐらいに実施さ

れております、豊かな心を育てる小・中学生の意

見発表会を、各学校の中で行っている意見発表会

の中において、平和教育について選択して、友達

に平和に関する自分の考えを発表しているといっ

た実践例は確認しております。 

○平賀貴幸委員 理解をさせていただきました。 

 去年も申し上げましたが、平和教育は結果的に

いじめの防止等にも実はつながる大切な教育だと

いうふうに言われておりまして、こういった教育

をできるだけ積極的に続けていくというのは大事

だと思います。 

 ただ、近年、そこに横やりが入ることが残念な

がらある状態でして、ぜひそういったことが網走

では起きないようにしていただきたいというふう

に思いますので、ぜひさまざまな配慮を教育委員

会の中でしていただきたいと思います。これは社

会教育でも同じことが私は言えると思いますの

で、さまざまな平和教育に関する市民活動なり社

会教育活動があるものは、やさしく見守っていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○渡部眞美委員長 ほか、おりませんね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

以上で、認定第１号中、教育委員会の所管に関

する細部質疑を終了いたしました。 

理事者の皆様には、長時間にわたり、誠心誠

意、審査に御協力をいただきまして、心からお礼

を申し上げます。ありがとうございました。 

再開は、審査取りまとめのため、９月26日午前

10時といたしますから、御参集をお願いいたしま

す。 

なお、取りまとめに当たりましては、昨年同

様、各会派または各委員の方から、賛否、認定、

不認定について、総括的な御意見及び附帯意見を

付すか否かについて発言をしていただきたいと

思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 本日は、これで散会といたします。 

 大変御苦労さまでした。 

午後６時35分散会 

───────────────────────── 

 

 


